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本書は、公益財団法人かながわ国際交流財団、神奈川県、小規模多機能自治推進ネットワーク会議の主催に
より2015年11月14・15日（土・日）に湘南国際村センター（神奈川県葉山町）にて開催された、21世紀かな
がわ円卓会議「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち～参加型の民主主義へ～」における講演記録を
もとに加筆・修正したものです。なお当日プログラムについては次ページをご参照ください。また掲載され
ている所属・役職名・プロフィールは開催当時のものです。
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前日の振返り 　９：30～　９：40 モデレーター　神野直彦（東京大学名誉教授）

民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～
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講演③ 11：20～11：40 多文化共生を目指す提言づくり～マイノリティの声を活かす
中村ノーマン（外国籍県民かながわ会議・委員長）

ＫＩＦ報告
討　議

11：40～11：50
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外国人市民の参画制度の設置状況調査

◆コメント：宮本太郎（中央大学法学部教授）
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自分たちのまちを自分たちでつくるために
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　　　　　　廣瀬友徳（茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐）
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14：25～15：50
（適宜コーヒーブレイク）

地域生活のプロとしての市民になろう！
ファシリテーター（兼パネルディスカッション司会）：
　川北秀人（ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表者ＣＥＯ）
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閉会挨拶 17：00 樺山紘一（21世紀かながわ円卓会議運営委員／印刷博物館館長）
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〜

21世紀かながわ円卓会議の企画を立案された運営委員会の方々

プログラム
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みなさんの言葉から～本文中より抜粋

戦後70年にあたる今年は、いろいろな機会に民主主義という言葉を耳にしました。みなさんのお近くでもあらため
て民主主義ということが話題になったのではないかと思いますが、今回の円卓会議では、まちづくり、地域社会づ
くりにおいて、単なる多数決ではなく、できるだけ幅広い多様な人々の考えを取り入れていく工夫や、民主主義と
切っても切れない「参加」を切り口にさまざまな講師の方をお招きいたしました。　

～開会挨拶／高橋忠生・公益財団法人かながわ国際交流財団理事長（ 6ページ）より

私たちの周りには既に暗いことばかり多くて、しかも、為政者はともすると人間の強欲と不安をあおり立てて支配
をしようとしますので、私たち自身が新しいビジョンをつくりながら行動していくということがますます重要になっ
てきます。そして、そのためにはどのような仕組みを考え、どのような運動を展開していけばよいのかということを
考えていく必要があるでしょう。　 ～趣旨説明／モデレーター・神野直彦（13ページ）より

大切なのは、この仕組みだけで民主主義が実現する、ということではなく、他の仕組みについての充実を図る必要
があることです。また、常なる改革がなければマンネリ化し、本来的意義も希薄化するおそれを認識すること。つ
まり、討議の場を支援する（コーディネートする）役割を担う人びとが謙虚であることが不可欠です。あたかもこ
のような取り組みをしていることが重要な参加型民主主義の一例である、とおごり高ぶっては絶対いけない。あく
までもこれは一つの手法に過ぎません。　

～「『民学産公の協働』と『参加型民主主義』～三鷹市の取り組みから～」清原慶子・三鷹市長（24ページ）より

私どもはローカリズム、地域の独自性に根差して、グローバリズムにありがちな画一性を何とか超えていこう――
まだ非力ではありますけれども――という考えをもって日々の仕事に努めているところです。・・・人口減少社会に
おいては、「このまちを何とかしよう」という、そこに住んでいる人たちの思いがより強くなり、そして、地域のコ
ミュニティの価値がより大切になってくるのではないかと私は思っています。　

～冒頭発言／林義亮・神奈川新聞社取締役論説主幹（30・31ページ）より

生まれ、育ち、そして老いていくという、その包括的な人間の機能を備えた地域社会に参加しながら、いかに民主
主義を培養していくのか、さらに言えば、人間の未来や生活を決定できる公共空間を身近なところでいかにつくり
上げていくのか――　 ～前日の振り返り／モデレーター・神野直彦（35ページ）より

その（小規模多機能自治の）特徴は、協働に基盤を置いた、市民一人ひとりの力を発揮する仕組みであり、そして
また自治の原点を取り戻す仕組みであると考えております。したがって、こうした仕組みはどこかの地域だけが活
発になるものではなく、どの地域でも活発になりやすい仕組みであると思っております。またさらには、日本全体
が直面しております人口減少・少子高齢化にも対応できる仕組みであると思っております。　

～「住民参加と行動の場づくり～身近な自治を活かす～」速水雄一・雲南市長（38ページ）より

これから予測不可能な状況に日本社会が突入していきますし、その難しさが今の段階では想像しきれないものがあ
りますが、要は問題集に書いてあるような定型化された問題への答えを出すだけではとても対応しきれません。応
用問題が出たときに対応できるように、行政や市民のみなさん、民間事業者、諸団体のそれぞれのレベルが進化し
ていかないといけない状況の中で、今日お話ししたような協働の場をできる限り進行形のかたちでつくっていくこ
とに現在、取り組んでいるところです。　

～「多様な意見で紡ぐ計画作り～幅広い世代の声を活かす」加藤憲一・小田原市長（57ページ）より

大切だと思うのは、まず、いろいろな活動をしていく中から課題を発見すること、そして、それを可視化すること
です。そうした活動を継続することによって、場合によっては環境が変わり、行政との連携をすることにもなるで
しょう。行政との連携や提言ありきではなく、こうした、いろいろな方に支えられながらの活動を積み上げていく
ことが大切であり、そのためには、一人ひとりが、まず自分の向き合うべき課題を見つけていくこと、そして見つ
けることによって議論が進み、深まることで行政との協働も場合によっては見えてくるでしょう。　
～「多文化共生を目指す提言づくり～マイノリティの声を活かす」中村ノーマン・第 9期外国籍県民かながわ会議委員長（64ページ）より
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地縁を介護や子育ての必要縁でつくり直す必要があると主張していましたが、具体的にどういう組織でそれをつく
り直していくのか、イメージがありませんでした。ところが、今日はそれを教えていただいたような気がしておりま
す。・・・今ヨーロッパでは多文化共生に向けて、さまざまな困難が数多く起きておりますが、外国人と一緒に共生
していくためには何が必要か、デンマークで政府関係者にインタビューをしたことがあります。答えはアクティブ
シチズンシップでした。つまり地域の問題を一緒に解決していくことが最も良い方法だということです。

～ 3つの講演に対するコメント／宮本太郎・中央大学法学部教授（76・77ページ）より

今、いろいろな地域で住民と区、住民と都、住民と国のあいだで協力関係どころか、住民がいわゆるクレーマー状
態になって大変な問題が起きているという話が日常的に伝わって来ます。そうした問題が起きている中で、協力関
係がうまくいっている所がないわけではありません。そうした成功体験や、努力をした結果このくらいまで前に進
んだというような経過報告を、いかにして世間に広めて行くかが今とても問われているような気がします。　

～運営委員コメント／高島肇久・21世紀かながわ円卓会議運営委員（81ページ）より

外国籍市民の問題と地域コミュニティの問題が一緒に話し合われることはとても重要です。差別をはじめとするさ
まざまな問題が根付いている一方で、かつ同時にそこにしか希望はない、というものこそ、まさに“地域”だと私
は思うのです。協議会型住民自治組織における「協働」の活動を通して、地域の問題を自分事として考え行動して
いくことによって、ノーマライゼーションの理念が少しずつ住民の中に築かれ、根付いていくことを私は期待して
おります。　

～「コミュニティを参加型民主主義の視点から考える」名和田是彦・法政大学法学部教授（85・86ページ）より

行政の場合には首長の発案によって提案されたものを、時間をかけて根づかせていくことは可能です。そして今
後、市が投げ掛けた要綱がまとまって条例を目指していくことになりますが、これは、首長が替わった場合に、要
綱であればひっくり返ってしまったり、なくなってしまうことがあるからです。地域自治を逗子市で暮らすための
宝物にするためには条例が必要だろうと考えられています。　

～「ずしの新しい地域自治」細野　裕・逗子市市民協働部市民協働課専任主査（93ページ）より

「まちぢから協議会」の話し合いの場では、もちろん目の前の課題も含めて、この地域を10年後、20年後にどのよ
うにしたいのかという将来的な話し合いをしていただきたいと考えております。そして実際にこのまちぢから協議
会を通して地域での活動の話し合い、情報の共有、地域課題の解決といったことに結び付けていただければと考え
ております。　
～「新たな地域コミュニティ『まちぢから協議会』の取り組み」廣瀬友徳・茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐（99ページ）より

次のトータルテーマを構想するにあたり、導き星となるような論点を引き出すとすると、第一に、“主体性”を上げ
ておかなくてはいけないと思っています。民主主義と地域社会、あるいは市場と民主主義の関係について議論をす
る際にも、ここで議論したみなさん方の声から明らかになったこととして、代理人文化から脱却しなくてはいけな
いということですね。…主体性を発揮するためには、身近なところで共同意思決定をして公共空間をつくり出して
いくことが重要だという議論が行われたと考えています。 ～総括／モデレーター・神野直彦（104ページ）より

今回の円卓会議で、地域社会の問題、とりわけ自治会・町内会などをはじめとする地域的な小規模・中間集団の意
味合いをあらためて問い直そうと考えたのも、あるいはこの東日本大震災が私たちに対して与えた大きな衝撃の現
れであったかもしれません。…この東日本大震災をはじめとして、私たちは現在ではテロの問題や貧困問題などそ
の他大変困難な問題を周辺に抱えておりますので、これからも非力ではありますが、円卓会議を通して、現在、私
たちが直面する問題、日本と世界が直面する問題について考えていきたいと思っております。　

～閉会挨拶／樺山紘一・21世紀かながわ円卓会議運営委員（107ページ）より

－ 5 －



開 会 挨 拶

高橋忠生（公益財団法人かながわ国際交流財団理事長）

　本日は21世紀かながわ円卓会議にようこそお出で下さいました。まず、主催者を代表しまして、皆さまを心から
歓迎いたします。事務局に聞いたところでは、今回ご参加いただいた方の中には、県内だけでなく首都圏や関西方
面からの方もいらっしゃるとのことです。皆さま、遠路はるばるありがとうございます。
　
今回の円卓会議の趣旨、これまでの経緯について簡単にご説明いたします。
　2001年 3 月から開催しております、この円卓会議は、財団の基幹事業の一つとなっております。テーマは、毎回
それまでの議論の成果や時代の風潮を踏まえて設定して、これまで既に15年間継続してまいりました。私は、その
報告書を読ませていただいただけですが、当初は「グローバリゼーションとはいったい何だろうか」「グローバリ
ゼーションが進むと、私たちの生活や地域にどのような変化があるだろうか」ということがテーマでした。毎回さ
まざまな分野の研究者や政治家、ジャーナリスト、自治体首長や職員、ＮＰＯ／ＮＧＯの方々に参加していただき、
討論を重ねていただきました。
　そうした中でグローバリゼーションの負の側面として、グローバルスタンダードという潮流に押し流され、生活
様式が画一化したり、あるいはコミュニティの崩壊が進み、地域の独自性や多様性がますます失われていくおそれ
があることに着目するようになりました。そうした現実をどのように捉え、どのように向き合えばよいのか――　
ここ数年の円卓会議では、そうした危機感と問題意識で多様な角度から議論してまいりました。

　この円卓会議は、 2～ 3年ごとにトータルテーマを設定しておりますが、第 6次となる昨年と今年は「地域社会
を活性化させる民主主義」というテーマでした。昨年は「多様性豊かな地域社会を自分たちで育てるには」という
切り口で議論し、 2年目となる今回は「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち」という切り口から、参加型
の民主主義の大切さについて議論していただくことになりました。
　戦後70年にあたる今年は、いろいろな機会に民主主義という言葉を耳にしました。みなさんのお近くでもあらた
めて民主主義ということが話題になったのではないかと思いますが、今回の円卓会議では、まちづくり、地域社会
づくりにおいて、単なる多数決ではなく、できるだけ幅広い多様な人々の考えを取り入れていく工夫や、民主主義
と切っても切れない「参加」を切り口にさまざまな講師の方をお招きいたしました。

　まず 1日目の基調講演には、長年「民学産公の協働」で幅広い市民の参加によるまちづくりを進めておられる三
鷹市長の清原慶子さんをお招きいたしました。明日の 2日目には「民主主義的な自治への挑戦」として、自治体の
取り組みの中から 3つの事例を紹介していただきます。わざわざ島根県から駆け付けてくださる雲南市の速水市
長。速水さんは今年 2月に全国に呼び掛けて小規模多機能自治推進ネットワーク会議を立ち上げられた方でもあり
ます。県内からは、多様で幅広い世代の声を生かす取り組みを進めております小田原市の加藤市長、外国籍県民か
ながわ会議の委員長として提言づくりを進めている中村ノーマンさん。この 3人の方に講師をお願いしております。
　そのほか、地域コミュニティと行政の新しい関係づくりを研究されている法政大学の名和田教授をはじめ、逗子
市の細野さん、茅ヶ崎市の廣瀬さんには全国および県内の取り組みについてパネルディスカッションをお願いして
おります。お一人ずつご紹介はできませんが、討議者として議論を深めてくださる皆さんも、資料のプロフィール
にありますように多彩な方々にお願いいたしました。
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　そして、この 2日間の舵取りは、前回に引き続きまして、地域の再生に取り組み、「分かち合いの経済」を説か
れ、人間を手段ではなく目的とする国家へ改革することを提言されている、東京大学名誉教授の神野直彦さんにお
引き受けいただいております。神野先生には2009年からずっとモデレーターをお願いしておりまして、この場をお
借りして御礼を申し上げます。
　今回もさまざまな分野で活躍されている講師や討議者のみなさま、そして参加者のみなさまにお集まりいただき
ました。改めて御礼申し上げたいと思います。
　また、今回の円卓会議の開催に当たりましては、神奈川県はもちろん、速水市長が代表をされている小規模多機
能自治推進ネットワーク会議が共催していただいております。また、神奈川県市長会、神奈川県町村会が後援して
くださっております。それぞれご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　最後になりますが、今日と明日の 2日間、みなさんが対話に積極的に参加していただいて、それぞれの想い、願
いを伝え合って、実りある機会となりますよう願いながら、開会の挨拶とさせていただきたいと思います。
　どうもありがとうございました。
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趣旨説明

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち
～参加型の民主主義へ～

モデレーター　神野直彦（東京大学名誉教授／地方財政審議会会長）

はじめに

新しい社会ビジョンを形成する旅としての円卓会議

参加型の民主主義へ

東日本大震災から私たちが学んだもの

個々の人間的な能力と団結力からなる「地域力」

参加／主体性／つながり／協働

市場がもたらす不平等と民主主義が求める平等

民主主義を活性化しながら市場を制御させるために

人間は自立すれば自立するほど連帯する

「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち」となるために

プロフィール：神野直彦（じんの・なおひこ）
東京大学名誉教授／地方財政審議会会長
1946年生まれ。専攻は財政学・地方財政論。政府税制調査
会会長代理、総務省・地方財政審議会会長も務める。主な
著書に『地域再生の経済学』（石橋湛山賞受賞、中央公論
新社）、『システム改革の政治経済学』（エコノミスト賞受
賞）『人間回復の経済学』『財政のしくみがわかる本』『教
育再生の条件―経済学的考察』『「分かち合い」の経済学』
（以上、岩波書店）、『財政学』（有斐閣）、『失われた30年　
逆転への最後の提言』（NHK出版新書、金子勝氏との共著）
等その他編著書多数。最新刊は『「人間国家」への改革　
参加保障型の福祉社会をつくる』（NHKブックス）。
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はじめに

　モデレーターを務めさせていただきます神野でござ

います。よろしくお願いいたします。ご参集のみなさ

ま、ようこそ、21世紀かながわ円卓会議にお集まりい

ただきました。歓迎のごあいさつを述べさせていただ

きます。

　この円卓会議は、生きることの新しい意味を求め、

より人間的な、人間にふさわしい社会を目指している

人びとの集いです。これまでにない新しい状況を築こ

うとする努力は、いつも躊躇した小さなものから始ま

ります。しかし、同じような夢を抱いた人びとが集

い、対話を重ね、少しずつ理想に近づいていくと、小

さな歩みが確固たる自信に変わり、理想主義の春は必

ず巡り来るという確信が生まれてくるものです。

　この21世紀かながわ円卓会議は、こうした信念に根

差し、21世紀の夜明けとともに、この神奈川の地、湘

南国際村で開催しております。14回目を数えます今回

は、かながわ国際交流財団、神奈川県、さらに加えま

して小規模多機能自治推進ネットワーク会議の主催で

開催されることになりました。テーマは「市民がとも

に学び、分かち合い、つくるまち～参加型の民主主義

へ～」でございます。参加していただいているみなさ

ま方が対話を始める前に、モデレーターの責任とし

て、このテーマの解題――本の後ろにある、この本の

由来のようなもの――を説明するのが私の最初のミッ

ションですが、もう既に高橋理事長から適切にお話し

いただいておりますので、なるべく重複を避けながら

ご説明させていただければと思います。

新しい社会ビジョンを形成する旅としての円卓会議

　理事長からご説明いただきましたように、この円卓

会議は今回で14回となりますが、 2年あるいは 3年毎

にトータルテーマを設けております。第 1回から 3回

までのテーマは「グローバリゼーション」、4回から 6

回までが「21世紀を構築する」、7・8回が「新しい都

市と地域」、9・10回が「コミュニティが育む人間性」、

11・12回が「地域力」、そして13・14回にあたる昨年度

と今回が「地域社会を活性化させる民主主義」となっ

ています。

　理事長からもお話がありましたように、この円卓会

議は、グローバリゼーションという疾風怒濤の時代、

「Sturm und Drang（激しい騒乱の状態）」の時代にお

いて新しい社会ビジョンを形成する旅だったと言って

いいかと思います。グローバリゼーションから始ま

り、徐々に徐々に、ローカリゼーション――グローバ

リゼーションとローカリゼーションを合わせてグロー

カリゼーションという言葉もありますが――つまり人

間の生活の場であるローカルからグローバルに、下か

ら上にアプローチする方向に変わってまいりました。

グローバリゼーションは、市場が国境を越えてボーダ

レスに動き回る時代であるとすれば、市場と民主主義

という二つの要素から成り立っている私たちの社会に

おいて、市場が大きくなる潮流です。その潮流の中で

出てくる、先ほどの理事長のお言葉でいえば“負の側

面”に対する、民主主義としての対応を考え始めてき

たと言っていいかと思います。

参加型の民主主義へ

　今回のテーマを設定した背後にある理念は、人間の

未来、そして生活を決定する権限を、可能な限り私た

ち社会の構成員一人ひとりに権限移譲していこう、と

いうことであり、そのためにはどうしたらよいかとい

うことを話し合うのが、この円卓会議となります。

　第 1回から新しい社会ビジョンの形成を目指してこ

れまで会議を進めてきて、会議を14回も重ねていて具

体的な提案が出ていないのかと言われると、それは違

うと言っておかなければなりません。グローバリゼー

ションの激しい変化が起こっている時代には、どんな

提案もすぐに現実性を失ってしまいます。現実性のあ

趣旨説明

モデレーター　神野　直彦（東京大学名誉教授）
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る処方箋を提示できなかったということではなく、今

回のテーマに反映されているように、私たちは市民と

して私たち自身が自ら実行でき、自ら責任を負えるよ

うな解決策、それをビジョンとして見つけ出してい

く。そうした解決策としてのビジョンを見つけ出して

いくために、協力し合うことの大切さを繰り返し感じ

ながら、シーシュポスの神話のように、岩が落ちても

落ちても、また上に上げるような努力を重ねてきた、

と言っていいのではないかと思います。

　そうでなければ、お仕着せの選択を強制されてしま

うか、あるいは「この道しかない」とよく言う人もい

ますが、何の選択もできないような状況に追い込まれ

てしまう。ただ、私たち人間の歴史において、そうし

た結果責任を負うのはすべて社会の構成員一人ひとり

です。「いや、私は決定に参加していなかった」と言っ

たとしても、共同意思決定の下に参加したんだ、民主

主義の下に参加したんだと言われ、責任を負わされる

ことになります。そういった問題意識で今回のテーマ

を設定しました。

東日本大震災から私たちが学んだもの

　これまでの円卓会議の流れについては先ほど高橋理

事長から説明していただきましたが、少し付け加えて

おきますと、第 4 次のトータルテーマは「コミュニ

ティが育む人間性」でした。ところがこのテーマで実

施しようとした一週間ほど前に東日本大震災が発生

し、中止せざるを得なくなりました。

　私たちが今回のテーマを設定するにあたり、この震

災の影響も大きいと考えられますので少し説明をして

おくと、私たちはこの日本にとっての非常に不幸な東

日本大震災という出来事から三つのことを学んだと考

えています。これは、その震災後、初めて開催しまし

た円卓会議で私が申し上げたことでもあります。

　一つは生命意識です。私たち人間の社会でどのよう

な価値を最も重視しなければいけないかというと、そ

れは人間の命だということです。もう一つは、共生意

識と言えばよいでしょうか。生と死が隣り合わせに

なっているような現実を見て、私たちは、「生きる」と

いうことは共にするものなんだという共生意識こそ、

人間の社会の本質だということを意識したと思いま

す。共生意識をもう少し踏み込んで定義すると、これ

は家族を考えていただければよいのですが、構成員の

誰もが誰もに対して不幸にならないということを願

い、誰もが誰もに対して幸福になってほしいというこ

とを願い合っているという確信です。不幸にならな

い、それから幸福になってほしいということをお互い

に願い合っていることを確信していることが共生主義

だと思っております。

　そのことを背景にしながら、学んだことの 3つ目と

して参加意識があるかと思います。それは私たちの生

活を襲い、社会の共同の困難に対して、ただ傍観者と

して生きるのではなく、積極的にその問題に参加する

参加意識が芽生えたといいますか、その重要性を認識

したということだろうと思います。

個々の人間的な能力と団結力からなる「地域力」

　今回、私たちが参加型民主主義を掲げている背景に

は、この生命意識、共生意識、参加意識という三つの

意識があります。日本では、どうも統計を見ている

と、これらの意識を失い始めているようです。現在の

日本で世論調査をすると「格差と貧困は拡大している」

ということに対して、国民の 6割から 7割ほどがそう

だと言っている一方で、「それを是正すべきか」という

ことについては、数字がガクンと落ちて、 2割、 3割

になってしまう。つまり、格差や貧困があったとき

に、共に生きていくというような仲間意識が失われ、

何でそういうことをしなくてはいけないんだ、という

風潮になっています。

　これら 3 つの意識を踏まえながら、「コミュニティ

が育む人間性」というトータルテーマで 2回開催しよ

うとしていましたが、震災で最初の回が中止になり、

一回しかできませんでした。続く第 5 次では、「地域

力」というトータルテーマを設定しました。

　地域力の研究者であるチャスキンというハーバード

大の教授によれば、地域力とは、地域社会に生じてい

るさまざまな問題を地域社会が解決する能力、解決で

きる能力のことであり、この能力は次の二つから構成

されていると定義しています。ひとつは、それぞれの

社会の構成員の人間的な能力。そして、もう一つは

ソーシャルキャピタル。日本では通常、社会関係資本

と訳されているものですが、いわば、お互いの団結力

と言ってもいいものであり、お互いがお互いを信頼し

合っている凝集力のようなものです。

　この「地域力」というトータルテーマの下で 2回開

催した上で、私たちは「地域社会を活性化させる民主

主義」をトータルテーマとして掲げました。その第 1

回目にあたる昨年度は「多様性豊かな地域社会を自分

たちで育てるためには」というテーマで行い、今年度
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はそれを踏まえながら第 2回目として、「市民がとも

に学び、分かち合い、つくるまち～参加型の民主主義

へ～」というテーマを取り上げました。

参加／主体性／つながり／協働

　昨年度の総括として、次回へのテーマを構想するに

当たってのキーワードを 4つ挙げました。

　一つは“参加”であり、これは、いわば民主主義を

民主化させるものです。もう一つは“主体性”です。

これは参加と重なるところもありますが、共通の困難

を、他人事ではなく、自分の主体的な問題として取り

上げて、解決者として行動することだと理解していた

だいてよいかと思います。その次は共生意識につなが

る“つながり”です。そして、最後に“協働”。この四

つのキーワードから今回のテーマは構成されていると

お考えいただければと思います。

　テーマに掲げた「参加型民主主義」という言葉や、

「市民が共に学び、分かち合い、まちをつくる」という

ことは、私たち一人ひとりが、いわば「歴史へ参加す

る」ことだと言い換えてもよいかと思っております。

なぜ参加することが重要かといえば、それは現在が方

向性と希望を失っているからだと言ってよいでしょ

う。「グローバリゼーション」をテーマに掲げ、この2

1世紀かながわ円卓会議が産声を上げたのも、こうし

た危機感から、次の社会ビジョンをつくり上げようと

考えたからだと言ってよいかと思います。

市場がもたらす不平等と民主主義が求める平等

　ところが実際の歴史は、この円卓会議のテーマを

徐々に徐々に生活の場へ移していったことからもご理

解いただけますように、社会の運営は市場に任せてお

けば良い方向にいく、という大きな流れが形成されて

きています。しかし、国民の多くが認識しているよう

に、世界的に国家間格差とともに国家内格差が生じて

きています。私は目が悪いので、テレビやネットなど

の情報はまったく入らない人間ですが、今日もパリで

テロがあったそうです。こうしたテロの背景として、

世界的に生じている格差と貧困の問題があると理解し

ていいかと思います。市場での関係が大半を占めるよ

うになると、同時にそれは、人間の社会における関係

や結び付きといったものをすりつぶしてしまいます。

　カール・ポランニーという学者が、市場は私たちの

社会をひきつぶしていく悪魔のひきうすだと言ってお

りますが、だからこそ私たちは、人間の社会をすりつ

ぶさないように、所得を再分配し、国民の生活を保障

していく福祉国家をつくりながら、バランスの取れた

社会にしていこうと考えてきたのですが、歴史の流れ

は、民主主義は市場を制御すべきではないと、市場に

任せればいいという方向に大きく傾いていきました。

市場は不平等をもたらし、民主主義は正義を求め、平

等を要求します。市場がもたらす不平等と民主主義が

要求する平等を和解させること、調和させることが福

祉国家の目的であり、私たちの社会を維持していくた

めの目的であったはずですが、それが崩れ落ちてし

まったようです。

民主主義を活性化しながら市場を制御させるために

　政治のレベルで正義を支えるということは、社会の

レベルで「共に生きている」という共生意識や、仲間

同士が調和する、あるいは他者と調和する仲間意識―

―社会という言葉はソシアスというラテン語から来て

おり、もともと仲間という意味ですね――そして、き

ざな言葉で言えば「愛」が求められます。愛と正義。

つまり愛が正義を支えていくという関係のなかで、も

う一度社会、そして民主主義を活性化しながら、民主

主義に市場を制御させるという状況をつくらざるを得

ないのではないかと思っております。

　市場の場では自己利益の最大化によって、ものごと

が動いて構わないのですが、生活の場では、愛に基づ

いて生活が営まれながら、その生活の場でつくり上げ

られている市民社会の上に民主主義が築かれていきま

す。繰り返すようですが、グラスルーツで、下から上

へボトムアップで活性化させていくしかないでしょ

う。しかし、ともすると、人間は砂のように孤立して

いて、お互いに相手のために尽くすということはしな

いのではないかと考え始めてしまいます。特に日本の

ように愛情や友情の時間を惜しんで金もうけに励んで

しまうと、愛情や友情のためには人は行動しないので

はないかと感じるような社会になってきてしまう。そ

うすると、民主主義は死滅していく危険性があると、

私は考えております。

人間は自立すれば自立するほど連帯する

　私の恩師でもあり、その財政学を東京大学で私が引

き継いだ、大内兵衛先生の言葉として「人間は自立す

れば自立するほど連帯する」という教えがあります。
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今回のテーマは、「市民がともに学び、分かち合い、つ

くるまち～参加型の民主主義へ～」でありますが、人

間と人間がお互いに触れ合い、お互いに愛し合い、お

互いに学び合う。その上に民主主義をつくっていくと

いうことになります。人間と人間がお互いに触れ合

い、愛し合い、学び合うということは、エーリッヒ・

フロム（Erich Fromm）の言葉を借りれば、存在欲求

が満たされることになりますので、触れ合い、愛し合

い、学び合うことによって、私たちは物質的な豊かさ

にはない幸福を実感します。

　したがって、「ともに学び、分かち合い、つくるま

ち」とは、幸福の青い鳥を見つけるまちだと考えてい

ただいていいのではないかと思っています。つまり、

私たちはお金で何をするかということではなく、今

や、ひとりの人間として何をするかということを考え

ざるを得なくなるだろうと思っています。そしてその

際に、お互いに私たちは仲間なんだという共生意識、

さらには参加意識、生命意識といったものを、民主主

義の基盤でもある地域社会――この地域社会とは、人

間が生まれ、育ち、老い、そして死んでいくための生

活機能を包括している、いわば一つの“生活細胞”と

言うこともできるでしょう――の中で培養していくこ

とが重要なのではないかと思っております。それは、

先ほど申しました誰もが誰もに対して不幸にならない

ということを願い、誰もに対して幸福に願い合ってい

るんだという意識をつくり上げていくことです。

「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち」となる

ために

　今回、小規模多機能自治組織を推進している全国組

織も主催団体として名を連ねていただいております

が、この発想もベースは同じです。すべての生活機能

が包括している小さな一定のエリアで、自分たちの生

活や未来を決定できるような仕組みを全国的に広げて

いき、そして国に対して権限移譲も働きかけていく全

国組織とともに、「ともに学び、分かち合い、つくるま

ち～参加型の民主主義へ～」というテーマに対するビ

ジョンを、今回の円卓会議で描いていくことができれ

ばと考えております。

　私たちの周りには既に暗いことばかり多くて、しか

も、為政者はともすると人間の強欲と不安をあおり立

てて支配をしようとしますので、私たち自身が新しい

ビジョンをつくりながら行動していくということがま

すます重要になってきます。そして、そのためにはど

のような仕組みを考え、どのような運動を展開してい

けばよいのかということを考えていく必要があるで

しょう。

　最後に、「まだ人間の創造力は使い果たされていな

い、工夫はできる」、そして「神の恩寵は失われていな

い。まだ時は十分にある」ということを申し上げて、

この円卓会議が実りある集いとして結実することを

願って、「市民がともに学び、分かち合い、つくるま

ち」の私の解題とさせていただきます。

　

　ご清聴ありがとうございました。
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基調講演

「民学産公の協働」と「参加型民主主義」
～三鷹市の取り組みから～

清原慶子（東京都三鷹市長）

はじめに
三鷹市で最初の基本計画づくりに「市民参加」
三鷹市の基本計画づくりと関わってきた人生

参加と協働による計画づくりの歴史
市民が参加するさまざまな機会をつくる

参加と協働を理念とする『三鷹市自治基本条例』
広義の「市民」とともに責任を担い合うことの大切さ

市民参加のための 3つの条例
『第 4次三鷹市基本計画』と三鷹ネットワーク大学

第 4次三鷹市基本計画の改定に向けて①― 7つのコミュニティ住区ごとの「まちづくり懇談会」などの実施
第 4次三鷹市基本計画の改定に向けて②―無作為抽出の市民による「みたかまちづくりディスカッション」

幅広い市民の声を聴くための「みたかまちづくりディスカッション」（2006年）
声なき声を発する人たちが集う

市民の声をかたちにする「まちづくりディスカッション」（2007・08年）
話し合いを支援するコーディネーターを育てる

多様な仕組みで実現させる参加型民主主義
市民会議・審議会にも声なき声を発する市民委員を

子どもたち自身による「みたか子ども憲章」
子どもたち、そして外国籍市民の声を活かす

市政の課題・論点を市民に分かりやすく
市長に成り代わって仕事をする職員を大切に

市民アンケートから見た市政の満足度
多様な市民参加と民学産公の協働がもたらす参加型民主主義の深化

プロフィール：清原慶子（きよはら・けいこ）
東京都三鷹市長
慶應義塾大学法学部政治学科、同大学院法学研究科修士課程政治学専攻及び社会学研
究科博士課程社会学専攻で学び、常磐大学人間科学部専任講師、ルーテル学院大学文
学部教授、東京工科大学メディア学部教授・学部長等を経て、2003年（平成15年）第
6代三鷹市長に就任（現在 4期目）。
内閣官房：郵政民営化委員会委員・ＩＴ戦略本部新戦略専門調査会マイナンバー等分
科会、総務省官民競争入札等監理委員会委員、総務省ＩＣＴ街づくり推進会議構成
員、国土交通省国土審議会などの委員を務め、市民や自治体の声の反映に努めている。
学生時代からの市民参加と協働の経験を生かし、市民参加と協働を地域主権の原動力
とした創造的な自治体経営を進める。著書に『三鷹がひらく自治体の未来～品格ある
都市をめざして～』（共著、ぎょうせい、2010年）など。
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はじめに

　みなさま、こんにちは。東京都三鷹市長の清原慶子

でございます。このたびは円卓会議にお招きいただき

ましてどうもありがとうございます。

　さて、本日、フランスのパリで100人以上の方がお亡

くなりになるという同時多発テロが発生しました。思

いがけないかたちで命を落とされたみなさまのご冥福

を心からお祈りいたします。世界各地で、いまだ戦争

や紛争が絶えることなく、多くの難民をめぐる問題も

発生しています。世界の平和に向けて、本日の円卓会

議での語り合いに何らかのかたちで貢献できればと

願ってお話をさせていただきます。

　「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち～参加

型の民主主義へ～」というテーマをいただきました。

本日と明日のディスカッションでこのテーマが充実し

ますように、基調講演という立場をいただきました私

からは、「民学産公の協働」と「参加型民主主義」の観

点から、三鷹市の取り組みについてお話しいたしま

す。さまざまな実践をさせていただいておりますの

で、語り出せばさまざまなお話をしたくなりますが、

本日は少し焦点を絞り、「参加型民主主義」を考える上

で具体的な事例を提供できればと思います。

三鷹市で最初の基本計画づくりに「市民参加」

　実は私自身、20代の大学院生時代に、三鷹市で最初

の『第 1次三鷹市基本計画』づくりにおいて、市民と

して「まちづくり市民会議」という場に参加しまし

た。そのときの成果が1978（昭和53）年 7月の『三鷹

市基本計画（素案）に対する意見書』というかたちで

まとめられています。当時はまだ公募制ではなく、指

名で学生代表として私が選ばれました。当時、私は三

鷹市政には何のゆかりもなく、ただ住んでいただけで

す。私は三鷹市の公立ではなく私立の小中学校で学

び、高校も市外の都立高校に通っていました。しかし

ながら、当時のまちづくり市民会議のメンバーとして

は、若い人と言えば学生はおらず、ＰＴＡのお母さ

ん、農協青年部関係者だった中で、20代の女性である

私が、基本計画（素案）について話し合う会議におけ

る市民の代表として、当時の三鷹市役所から指名され

ることとなりました。

　この意見書は、すでに作られていた基本構想に基づ

いた基本計画（素案）に対する意見書であり、市長宛

てに提出するものです。今読み返しても、これをまと

めていただいた市民の先輩たちは改めてすばらしいな

と思うので、紹介させていただきます。まえがきでは

次のような主旨が書かれております。

　“このまちづくり市民会議は昭和53年 3 月10日に発

足してから、全体会議を 5回開催し、 4つの分科会で

延べ43回の会議を重ね、貴職（つまり市長）において

策定した基本計画（素案）について、市民サイドから

鋭意検討を行い、意見をまとめたので、下記要望を付

して報告します”と。

　そして、その“要望”として、次のように書かれて

います。“まちづくり市民会議が市民各層から選ばれ

た市民によって構成され、また、長期間にわたる継続

的活動により集約された意見であることに鑑み、最大

限の反映と活用を行うこと。”そして 2 番目として、

“意見書にあるすべての意見について、その取り扱い

結果を各委員宛てに文書により報告すること。” 3 番

目に、“実施計画策定に当たっては、まちづくり市民会

議と同様の市民参加を保障し、基本計画（素案）に対

するまちづくり市民会議の意見と実施計画との不一致

等を明確にして、一般市民に公表すべきである”とい

うものです。

　1978年当時、全国でも市民参加の取り組みはあまり

見られなかった時代に、このような付記を付けた意見

書をまとめる場に私は参加していました。三鷹市に

とっても初めてとなる基本計画なので、前例がないこ

の市民参加に、この場にいた市民のみなさんは果敢に

取り組んでいたのです。

基調講演

清原　慶子（東京都三鷹市長）

「民学産公の協働」と「参加型民主主義」
～三鷹市の取り組みから～
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三鷹市の基本計画づくりと関わってきた人生

　私はその後、大学の研究者となり、市内在住の研究

者として『第 2次三鷹市基本計画』の策定・改定等に

も参画できました。また、市民会議・審議会、三鷹市

まちづくり研究所などで政策提言活動も継続しており

ました。そして1999年に発足しました「みたか市民プ

ラン21会議」において公募市民の一人として、共同代

表 3人のうちの一人に選ばれ、『基本構想』および『第

3次三鷹市基本計画』の素案作りの協働に参加しまし

た。そのときの手作りの報告書のタイトルは『市民会

議784日の奇跡』です。約 2年間に及ぶ784日間におい

て、10の分科会に分かれて活動し、全体会も20回ほど

開催して、全部で773回の会議をしました。

　この会議の発足に先立って、国際基督教大学の教員

と、当時、市内のルーテル学院大学に勤めておりまし

た私など、三鷹市内の大学の教員数名が、市長から要

請されて「これからの市民参加の在り方」を検討する

中で、「いつも三鷹市役所が計画素案を作って市民に

意見を求めているけれども、これからは市民の力で計

画素案を作るようにしたらどうか」と、1998年12月

に、その時の第 5代市長（私の前の市長）に提案しま

した。「では、やってみよう」ということになり、199

9年 5 月に公募市民による準備会が発足し、準備期間

を経て、秋に参加する公募市民が集められ、10月に

「みたか市民プラン21会議」が発足しました。私も、当

時の市長に新しい市民参加の取組みを提起した提案者

の一人でしたので、自ら公募に応募して、第 1回全体

会で共同代表 3人のうちの一人に選ばれ、 1年間の活

動を通して、2000年10月に『第 3 次三鷹市基本計画』

の素案をとりまとめ、市長に提出した次第です。

　そして、平成15年（2003年）、三鷹市長に就任させて

いただき、今度は市長の立場で『第 3次三鷹市基本計

画』について 2度の改定を行い、『第 4次三鷹市基本計

画』の策定を経て、現在は、その第 1次改定の過程に

あります。このように私自身が、市民として、研究者

として、市長として、三鷹市の 4つの基本計画づくり

にこれほど関わることになるとは、当初まったく想定

しておりませんでした。

参加と協働による計画づくりの歴史

　さて、三鷹市の概要についてお話ししますと、三鷹

市は16.42平方キロメートルと大変狭い市であり、東

京都23区と多摩地域とのまさに結節点に位置していま

す。人口は2015年11月 1 日現在で18万2,866人。世帯

数は 9 万795世帯ということですから、世帯数から見

て、いかに一人暮らし、 2人暮らしが多い市だという

ことが推測できると思います。会計の枠組みは、一般

会計・特別会計合わせて1,101億円程度の規模です。

歴代市長が頑張ってこられたおかげもあり、現在も地

方交付税の不交付団体を堅持している、自治体経営力

を重視した市でもあります。

　さて、三鷹市の市政運営における参加と協働につい

てご紹介します。私たちが目指す地方政府像は、常に

課題が変わる以上、私たちも常に創意工夫を重ねてい

く「創造的自治体」でありたいということです。そし

て、三鷹市政の改革のＤＮＡは「協働論理」と「競争

原理」です。協働するということがまず先に来ます

が、いい意味で競争を働かせながら、お預かりしてい

る税金を豊かに使っていきたいと考えております。

　1973（昭和48）年、第 3代の鈴木平三郎市長が、日

本で初めて「公共下水道100％」を見事に達成しまし

た。しかも、その年、初めて全員公募の住民協議会に

よるコミュニティセンターの建設と、管理運営を住民

が行うコミュニティセンターの取り組みを進めていま

す。 7 つのコミュニティ住区に各コミュニティセン

ターがあり、現在、 7つの各住区の住民協議会にそれ

ぞれ管理運営をしていただいています。

　1980年代は、計画づくりにおいて住区ごとの市民の

みなさまが中心となって「コミュニティ・カルテ」、つ

まり、まちを診断するということをしましたが、カル

テだとまさに診断するだけであり、それでは市民のみ

なさまの提案が活かされないので、その後は「まちづ

くりプラン」として提案していただくという取り組み

に移行しました。また90年代は、そのプランに基づい

て、まちづくりの仕組みづくりと推進体制づくりに向

けて、さまざまな提案をしていく段階となりました。

　そして、先ほどお話ししました1999年から2001年ま

での間、全員、公募市民による「みたか市民プラン21

会議」の計画づくりにおける協働の取り組みや、「学校

づくりのワークショップ」などを踏まえ、「参加から協

働へ」、そして、そのための効率的な自治体経営の推進

にも取り組んでまいりました。現在は『第 4次三鷹市

基本計画』に基づいて、最重点プロジェクトとして

「都市再生」と「コミュニティ創生」を市民のみなさま

と協働で進めています。
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市民が参加するさまざまな機会をつくる

　三鷹市の市民参加と協働の経過を整理しますと、19

70年代後半は、計画づくりにおける（私も参加した）

「まちづくり市民会議」。また1979年から88年は、先ほ

どお話ししました「コミュニティ・カルテからまちづ

くりプランの提案へ」。1999年から2001年は全員公募

の市民による「みたか市民プラン21会議」。そして、こ

の他に常に実施しているものとして、基本計画の策定

や改定時にはコミュニティ住区ごとでの「まちづくり

懇談会」。また2006年の基本計画の策定や改定時にお

いては、「まち歩きワークショップ」や無作為抽出の市

民による「みたかまちづくりディスカッション」での

討議を反映しました。「まち歩きワークショップ」は、

『第 4次三鷹市基本計画』策定時に実施しており、7つ

のコミュニティ住区ごとに市民のみなさまを公募し、

担当の職員が一緒にまち歩きをしながら、その地域の

課題について確認した上で、どのように対応するべき

か提案していただくという取り組みです。

　本日は、これらの中から「みたかまちづくりディス

カッション」に焦点を当てて、後ほど詳しくお話をし

ます。

　『基本構想』『第 3次三鷹市基本計画』素案の作成を

行った「みたか市民プラン21会議」については、 3人

の共同代表で始まったのですが、途中、お一人の方が

急病で亡くなられたので、私ともうお一方の共同代表

とともに、当時の市長に最終的な素案の報告書を提案

しました。白紙からの市民参加による基本構想や基本

計画の素案の策定は全国で初めてということでした。

　その後、『自治基本条例』を定める際には、協働のま

ちづくりを推進していくために、市民および市長等は

計画の策定および実施の過程において、市民参加の実

効性を確保し、市民および市長等の双方の役割、責務

等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締

結することを定めました。そして、まさにその出発点

が「みたか市民プラン21会議」の取り組みだったと思

います。当時、「参加する」「協働する」といっても、

市民はそれが言葉だけに終わるかもしれないという懸

念を抱いていなかったわけではなく、私自身も市民と

して活動した経験から、市民が提案した声が反映され

るための根拠が必要であると考えておりました。

　そこで、1999（平成11）年に、計画等の素案の作成

を目指す「みたか市民プラン21会議」を発足するとき

には、私たちは市民と市の間で交わすパートナーシッ

プ協定案を準備会の段階で作って、当時の市長に提案

し、パートナーシップ協定を交わして活動を行いまし

た。

参加と協働を理念とする『三鷹市自治基本条例』

　さて、ここで今、三鷹市が進めている参加と協働を

理念とする市政の基本となる『三鷹市自治基本条例』

について制定経過をご紹介します。先ほど触れた、19

99年に発足した「みたか市民プラン21会議」では、20

00年10月に当時の市長に対し、「ぜひ三鷹市自治基本

条例をつくってください」という提案を含む第 3次三

鷹市基本計画等の素案となる報告書を提出しました。

　私たちは最終登録メンバー375名の公募市民で構成

され、基本構想や基本計画の素案をつくりました。こ

れは、その当時の安田養次郞市長と市民代表がパート

ナーシップ協定のサイン（署名）を交わし、市は市民

が計画づくりを行う環境（会議及び事務局の場所の確

保、コピー機・ファックス・パソコン等機器の整備等）

を保障し、素案について最大限反映するように努め、

市民プラン21会議は約束の期日までに素案を提出する

等の責務を果たすというものでした。

　『自治基本条例』の策定を基本計画に定めるように

要望した背景には、「今の安田市長だから、こういった

協働の計画づくりができているけれども、もし市長が

交代しても、この協働の流れが元に戻ってはいけな

い。これから、どのような市長、どのような市議会議

員さんが選ばれたとしても、三鷹市は参加と協働を基

本とするということを条例で定めてください」という

多くの市民の声があり、提案したものです。そのこと

を、翌2001年に策定された『第 3 次三鷹市基本計画』

に当時の市長は「自治基本条例の制定」を明記し、20

02年には三鷹市まちづくり研究所の第 2分科会におい

て、東京大学名誉教授の西尾勝先生を座長に『自治基

本条例』策定についての検討を開始しており、私が市

長になった年である2003年の10月に分科会の報告書が

提出されました。

　そして、私は前の市長から引き継いだとともに、前

の市長に「『自治基本条例』をつくってください」と提

案した組織のメンバーであり共同代表の一人でしたの

で、責任を持って『自治基本条例』をつくりたいと臨

みました。開かれたフォーラムでご意見をお伺いし、

2004年、「要綱案」を策定して、コミュニティ住区でま

ちづくり懇談会を開いたり、町会や団体に求められれ

ば出前の説明会を開いたりしました。

　また、2005年 3 月には「要綱案」に続いて「検討試
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案」をまとめて、同じように市民のみなさまからご意

見をいただき、2005年 6 月には『三鷹市自治基本条例』

の案を市議会に提出しました。市議会は審査特別委員

会を設置してくださり、2005年 9 月に『三鷹市自治基

本条例』が可決成立しました。そして、2006年 2 月に

「市制施行55周年記念みたか自治シンポジウム」の場

で、この『三鷹市自治基本条例』について幅広いみな

さまへのＰＲも行い、その上で2006年 4 月から施行し

ています。

広義の「市民」とともに責任を担い合うことの大切さ

　『三鷹市自治基本条例』の前文では、次のように書か

れています。“主権者である市民の信託に基づく三鷹

市政は、参加と協働を基本とし、市民のために行われ

るものでなければならない。市民にとって最も身近な

政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のため

のまちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う多

くの人々が、参加し、助け合い、そして共に責任を担

い合う協働のまちづくりを進めることを基調とし、魅

力と個性のあふれるまち三鷹を創ることを目指すもの

である”と。

　条例案の段階で、市議会に自治基本条例審査特別委

員会が設置され、議会条項を含めて熱心に審議が行わ

れました。

　三鷹市の“市民”の定義は、在住、在勤、在学の人

に加え、市内で活動する人まで広げています。三鷹市

在住ではなくとも、ＮＰＯ法人やボランティア団体等

の取り組みには、市内で活躍されている方がいらっ

しゃいますし、むしろＮＰＯ法人などの場合は、会員

には在住でない人の方が多いというところもございま

す。市内で活動されている市民のみなさまと対話をし

ていると、時々、「市長、ごめんね。私は在住市民でも

納税者でもないけれど意見を言うからね」とおっしゃ

る方もいるので、「いやいや、とんでもない。税金を

払っていただかなくても、これだけ活動していただけ

たら、こんなにありがたいことはございません。」と、

率直に感謝申し上げています。『三鷹市自治基本条例』

の定義では“在活動者”は“市民”といたしましたの

で、しっかりと意見を伺っている次第です。

市民参加のための 3つの条例

　三鷹市では、重要な条例や計画の策定にあたり、も

ちろん事前に案を公表し、市民の意見を聴取しており

ますが、その原点がまさにこの『三鷹市自治基本条例』

にあり、提出された市民の意見に対する市長等の考え

方や反映の有無を公表しなければならないと定めてい

ます。さらに、これは『三鷹市自治基本条例』で定め

ているだけではなく、その趣旨を定めた『三鷹市パブ

リックコメント手続条例』を、平成18年 4 月に同時に

施行してパブリックコメントの実施と寄せられたご意

見への対応を公表する責任を果たしております。

　市民会議等の設置および運営については、市民会

議・審議会等を公開すること、また公募の実施、委員

の性別、年齢構成および選出区分等の均衡化、同一委

員の長期またはいくつもの委員に就任することのない

ように努めることを『三鷹市市民会議、審議会等の会

議の公開に関する条例』とともに『三鷹市自治基本条

例』でも定めています。いつも常に同じ人が市民代表

となるような事態は――もちろんその方が意識を持っ

て参加していただくという点では有意義ではあるので

すが――民主主義、公平性の向上の観点から避けるよ

うにして、一人でも多くの方に意思決定のプロセスへ

の参加を保障したいということで、『三鷹市自治基本

条例』でこれを定めています。

　『三鷹市自治基本条例』と『三鷹市パブリックコメン

ト手続条例』、それから『三鷹市市民会議、審議会等の

会議の公開に関する条例』を平成18年 4 月 1 日、同時

に施行できたということは三鷹市の市民参加と自治の

推進にとって幸いだったと思っています。

『第 4次三鷹市基本計画』と三鷹ネットワーク大学

　現在の基本計画である『第 4次三鷹市基本計画』の

冊子は厚いものとなりました。そもそも自治体の計画

は、網羅性がありますので、あらゆる分野について漏

らさず含めるという傾向があります。幅広い地域課題

の中で、私が市民のみなさまの参加を得てまとめまし

た最重点プロジェクトは、「都市再生」と「コミュニ

ティ創生」です。 4年前の平成23年（2011年）、 3月1

1日に東日本大震災が発生しました。震災が発生した

年度に新しい基本計画の内容を検討して、まずは、公

共施設が更新時期を迎えていることへの対応を含む

「都市再生」を重視するとともに、地域に暮らす人々の

共助の意義の再認識に基づく「コミュニティ創生」を

重視することから、この「都市再生」と「コミュニティ

創生」を最重点プロジェクトに置きました。また、東

日本大震災の発生と危機管理意識の高まりから、緊急

プロジェクトとして「危機管理」を置くとともに、そ
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れらを裏付ける政策の基礎は「行財政改革」と「参加

と協働」といたしました。

　実はちょうど今年度、この『第 4次三鷹市基本計画』

の改定の時期を迎えていますが、この基本計画をどの

ような市民参加のかたちで作ったらよいかというとき

に、三鷹ネットワーク大学の三鷹まちづくり総合研究

所の分科会による提言を活かしました。講演テーマに

もある「民学産公」と言ったときの“民”は、住民、

市民の民ですが、“学”は大学、研究機関です。“学”

との協働を進める上での、この三鷹ネットワーク大学

の意義を少しご紹介します。

　私は前職が大学教員ですから、大学に対する言わば

「偏見」が少なかったと思います。大学こそ地域に開

かれるべきだと思いまして、市長になりました年であ

る2003年 9 月に三鷹ネットワーク大学・大学院構想検

討会議を設置しました。そして当時、法政大学の総長

であった清成忠男先生に委員長をお願いして、市内の

アジア・アフリカ文化財団、杏林大学、国際基督教大

学、国立天文台、ルーテル学院大学、前職の東京工科

大学等の学長等みなさまにお集まりいただきました。

そして、どういうかたちであれば、三鷹市という小さ

な市で大学とのネットワーク機能を果たす組織をつく

ることができるか検討いただきました。おかげさまで

“地域に開かれた大学”を目指すという大学側の姿勢、

そして大学の英知と研究開発機能、ネットワーク機能

を求める市の思いが一致して、2005年にＮＰＯ法人三

鷹ネットワーク大学推進機構を設立することができ

て、ちょうど10年が経ちました。その大学の教員、市

民、そして職員による話し合いの中から提案されたの

が、「参加と協働」を基軸に据えた『第 4次三鷹市基本

計画』の策定手法でした。

　三鷹市では12年間の基本計画を作っておりますが、

市長、市議会議員の選挙が 4年に一度、統一地方選挙

において行われますので、それに合わせて計画を 4年

ごとに改定することにしています。そして今年度は、

第 1次改定の過程にあります。その計画の策定改定に

おける取り組みを事例としてご報告することで、参加

型民主主義の課題に関してヒントとなるようなものを

提案できれば幸いと思っています。

第 4 次三鷹市基本計画の改定に向けて①― 7 つのコ

ミュニティ住区ごとの「まちづくり懇談会」などの実施

　2015年 2 月、無作為抽出市民およびコミュニティ活

動をしている市民を対象にした郵送法による「市民満

足度・意向調査」を実施しました。対象は3,500人、回

収は1,505人です。そして 6月、『第 1次改定に向けた

基本方針・施策論点集』をまとめ、議会に報告し、広

報いたしました。 9月には、『第 1次改定骨格案』を議

会に報告し、10月11日号を広報特集号として配付し、

ここにアンケート用紙を挟み込んで11月 2 日を締切り

にしたところ、2,925通のアンケートが戻ってまいり

ました。

　そして10月から11月にかけて、この骨格案について

の「まちづくり懇談会」を 7つのコミュニティ住区ご

とに開催しました。実は今日、最後の 7地区目のまち

づくり懇談会が開かれており、現時点で 6 地区です

が、合計で102人が参加しました。そして、骨格案公表

後は、各市民会議や審議会等でこれをご紹介して、意

見をいただいています。

　この「まちづくり懇談会」とはどういうものかと言

いますと、“懇談”するのですから、市が一方的に説明

するだけでは終わりません。どなたにでも参加いただ

けるように、夜間の時間や土曜日を開催日として、コ

ミュニティ住区ごとに開催します。職員の説明を聞い

ていただき意見や質疑だけで終わってはいけないとい

うのが私たちの考え方なので、小グループに分かれ

て、ＫＪ法のようなものを使いながら、参加いただい

たみなさまで必ず何らかの提案をしていただけるよう

に進めるのが私たちの方法です。せっかくお集まりい

ただいたみなさまが、いわゆる学習室のように説明者

と向き合って、ただ並んで聞いているのではなく、（本

日の円卓会議もそうですが）初対面の人も多いのです

が、きちんと顔と顔を見合わせて、必ずご意見をいた

だくというかたちを取っています。

　そして 7月から11月のあいだに、イベント会場にお

いて市の取り組みで特に関心のある施策にシール投票

をしていただく「まちづくりひろば」を実施しており

ます。シールを貼るだけなので簡単、ということもあ

り、11月11日現在で、4つのイベントにおいて2,811人

のみなさまが参加してくださいました。子ども・子育

て支援施策をもっと充実したほうがいい、高齢者施策

がまだ足りないとか、そういう関心ある施策に投票し

ていただくものです。

　また 9月から10月にかけてはスマートフォンアプリ

「さんポキ」――さんぽと三鷹市の名誉市民でもある

スタジオジブリのアニメーション映画監督である宮崎

駿さんが作ってくださったポキという鷹の子のキャラ

クターを重ねて「さんポキ」としました――を利用し

て、三鷹市の評価すべき場所、風景等について写真投
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稿を求めましたところ、10月25日現在で、ユーザー登

録527件、写真投稿数は何と 1万8,822件に上りました。

第 4次三鷹市基本計画の改定に向けて②―無作為抽出

の市民による「みたかまちづくりディスカッション」

　10月31日と11月 1 日の 2日間、無作為抽出の市民に

よる討議会「みたかまちづくりディスカッション」を

開催しました。これは私（市長）から1,800名の市民の

みなさまにこの 2日間集まって話し合いに参加してい

ただけませんかとお願いをして、 1日目83人、 2日目

81人に集まっていただきました。 1日目参加されたけ

れど 2日目がお仕事等で参加されないという方が 2人

いらっしゃいましたが、これだけのみなさまが参加し

てくださいました。必ずしも女性が少ないわけでもな

く、また18歳以上の方にお願いしているので、年代も

多様な市民のみなさまが参加されました。今後は2015

年12月から翌年 1 月にかけて、素案を公表してパブ

リックコメントを求める予定です。

　本日は時間も限られておりますので、この「みたか

まちづくりディスカッション」すなわち無作為抽出の

市民による討議会について、重点的にご紹介をしたい

と思います。

　この手法の特徴につきまして、一つは三鷹市とＮＰ

Ｏ法人とのパートナーシップ協定に基づく市民との共

同運営で行っていること。ＮＰＯ法人みたか市民協働

ネットワークという三鷹市の市民協働センターを指定

管理者として運営していただいているＮＰＯ法人と

パートナーシップ協定を交わし、実行委員会を組織し

ていただいています。実行委員会の中には農協の青壮

年部、商工会の青年部、あるいは三鷹青年会議所と

いった若い人たち、そして町会や住民協議会のみなさ

まが実行委員会に入っていただいて共同運営していま

す。

　そして参加をお願いするのは、無作為抽出によって

選ばれた市民のみなさまです。何らかの団体に入って

いる人に、その団体を代表して、ということで参加を

お願いするものではありません。また一般に 2日間の

日程となるのですが、 3つ程度の討議テーマを設定し

各テーマに分かれて、最初に職員あるいは専門家によ

る情報提供を行います。そして、各テーマについて 5

～ 6人程度の小グループに分かれて討議し、結果を発

表し合います。発表するのも司会進行をするのも、小

グループに分かれていただいた参加者にお願いをしま

す。発表者を決める際には、あみだくじを引いたり、

じゃんけんをしたりと、いろいろなかたちで決めてい

るようですが、思いがけず、自分の発表力を発見する

ということもあるようです。

　続いて、各グループの討議結果について、他のグ

ループを含めてシール投票を行います。自分たちの話

し合いのときには出てこなかった項目だけれども、別

のグループが提案していることに賛成できるというと

きにはシールを貼っていただきます。最後は、実行委

員会が報告書を取りまとめ、市に提出します。今まで

何回か、まちづくりディスカッションを開催していま

すが、そのたびに実行委員会に報告書を提出していた

だくことにしています。そうすることで、さまざまな

政策の提言がそのまま残りますので、私たちも、後か

ら立ち戻り、報告書を見ることで、その政策のヒント

をいただくことにもなります。

幅広い市民の声を聴くための「みたかまちづくりディ

スカッション」（2006年）

　みたかまちづくりディスカッションは2006年から始

めましたが、その始めた経緯についてお話しします。

私個人の経験では、冒頭で申し上げましたように、三

鷹市の最初の基本計画づくりに参加するきっかけは市

役所から指名されたからです。その後は、大学研究者

として指名されて第 2次三鷹市基本計画づくりに参加

しました。その後、第 3次三鷹市基本計画を策定する

ときは、市民のみなさまは全員が公募で、最終登録メ

ンバーは375名という非常に多くの人数ではありまし

たし、常時、全体会には150人前後が参加していまし

た。それは公募形式で、自ら参加したいという方々が

集まったものでした。

　私自身が市長になり、つくづく思ったことは、幅広

い市民のみなさまの声を聞きたいと思いながら、さま

ざまな場に出させていただくと、一人でいくつもの顔

を持っていらっしゃる方もいるので、結果として、商

店会の会合でお会いしても、住民協議会でお会いして

も、あるいはボランティア団体でお会いしても、いつ
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もいらっしゃる方がいるということでもあります。

　私自身は、市長に就任するまで、議員の経験もない

し、行政職もしておりませんでしたので、とにかくど

れだけ幅広い市民のみなさまの声を反映できるかが、

市政には重要だと思いました。何か方法はないかなと

考えておりましたとき、2006年に、三鷹青年会議所の

当時の理事長が「清原市長、ちょっと面白いアイデア

があるんですよ。どうも発祥はドイツらしいのだけれ

ども、無作為抽出でお声掛けをした人に集まってもら

い、そして、その皆さんが話しやすい環境をつくり、

意見を聞いて、それを行政に反映するという手法です」

と。そして、それは「市民討議会」と日本語で訳され

るものでした。

　私は「これだ。無作為抽出でお願いすればいいの

だ。」と思いました。私は大学研究者でしたので、社会

調査もずいぶん経験がありますし、無作為抽出でアン

ケート調査や社会意識調査をお願いしてきました。で

すから「では、ぜひ」ということで、三鷹青年会議所

とパートナーシップ協定を交わし、討議会の運営につ

いては、その当時はまだＮＰＯ法人化されていなかっ

た、市民協働センターを運営する懇談会のみなさまに

お願いをして実行委員会を組織していただきました。

声なき声を発する人たちが集う

　テーマについては、集まったみなさまが話しやすい

ものがよいだろうということで「子どもの安全安心」

にして、18歳以上の市民1,000人に参加をお願いして、

このうち「 2日間参加できます」という方のうちから

52人の方に集まっていただきました。そして、三鷹市

の防犯や防災などに関する情報を提供して、話し合い

をしていただきました。

　今まではこのような場合は、参加の意欲と条件を備

えた方に、公募市民として参加していただいていまし

たが、この無作為抽出で「みたかまちづくりディス

カッション」に集まっていただいた市民のみなさま52

人のうち、今まではまったく市政と関係なかったとい

う人が51人でした（残ったお一人は、今まで役割柄、

三鷹市の審議会等に参加した人でした）。参加したほ

とんどすべての人たちが三鷹市と関係を持っていな

かった人であり、いわば声なき声を発する人たちでし

た。では三鷹市政について意見がなかったかという

と、必ずしもそうではないということもわかりました。

　会議の運営については、少しでも皆さんに参加して

いただきやすいように、会場に自分の意見を書いた大

きなシートを貼って、その中から特に重要なものを洗

い出してまとめていく、という方式もとりました。話

すのが得意な方がいる一方で、話すのはちょっと苦手

だけど、書くのならできるという人もいらっしゃいま

すよね。そして、こうした書かれたものの中から、潤

沢なキーワードも出されました。

　ちなみにパートナーシップ協定を交わしたときの三

鷹青年会議所の理事長は、現在、ＮＰＯ法人みたか市

民協働ネットワークに加わり、副理事長を務めてくだ

さっています。そして、このまちづくりディスカッ

ションを主としてコーディネートしたメンバーは、自

発的な組織として「みたかまちづくりディスカッショ

ン」という組織をつくり、三鷹市だけではなく、全国

のこうした取り組みの支援をしています。

市民の声をかたちにする「まちづくりディスカッショ

ン」（2007・08年）

　2007年には、『第 3次三鷹市基本計画』の第 2次改定

を行うことになりましたので、今度は市が主催してま

ちづくりディスカッションを行いました。全国で初め

て計画づくりにおいて「無作為抽出による市民討議方

式」を実践しました。すでに自治基本条例が2006（平

成18）年 4月に施行されておりますので、私としては

自治基本条例の理念に基づいて計画づくりへの参加機

会を拡大したわけです。

　続いて開催したのが2008年です。このとき三鷹市で

は、国と東京都による東京外かく環状道路の整備が課

題となっていました。道路の大部分は大深度地下に造

られるのですが、三鷹市内には中央自動車道や東八道

路（三鷹市と国立市を東西に結ぶ道路）が通っており

ますので、どうしてもここにジャンクションとイン

ターチェンジを造るとともに 2棟の換気所（トンネル

内の換気・防災・照明等を行うための施設）も予定さ

れています。先ほど話しましたように、三鷹市は16.4

2平方キロしかないとても小さな市ですが、そこに大

深度地下で終わらず地上でジャンクションが造られ、

換気所も 2つできるということだったので、反対運動

が起こりまして、2007年には東京外郭環状道路建設の

適否に関する住民投票請求もなされました。

　ただ、これは国のプロジェクトで国幹会議（国土開

発幹線自動車道建設会議）も通っているので、三鷹市

の住民投票にはなじまないということで、議会には否

決の市長意見を付して住民投票条例を提案し、否決し

ていただきました。それが2007年 3 月のことです。私
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はその翌月に 2期目の市長選挙に臨ませていただき、

そして、市長に選んでいただいたので、住民投票を否

決していただいたことも市民のみなさまにご承認いた

だいたと思っております。

　しかし住民投票はしなくとも、三鷹市の市長とし

て、しっかり国に外郭環状道路をめぐる望ましいまち

づくりの方向性を提案をしていかなければなりませ

ん。そこで、国に対して、三鷹地区での検討会（正式

には「東京外かく環状道路中央ジャンクション三鷹地

区検討会」）のワークショップの開催に際しては、国と

東京都と三鷹市の共催で行うこと、無作為抽出の市民

のみなさまと、また反対運動をされている方と地元の

住民の方の参加を得て、ワークショップを実施してく

ださいとお願いしました。当初は「外環道路整備の計

画内容を知らない人が多いであろう無作為抽出の人に

お願いして、話し合いは可能ですか、大丈夫ですか」

と言われたのですが、「いや、大丈夫ではないですよ。

国がしっかりとこの計画について説明していただかな

ければいけないし、参加者が基本的な知識を共有して

から臨まなければいけません」とお話をしました。さ

らには国の説明に加えて、客観的な立場として、東京

農業大学の進士五十八先生に基本的なご講演をいただ

くとともに、討論の全体コーディネーターをお願いし

ました。

　会場は体育館でしたが、ブースに分かれて、道路整

備計画の地元の方、そして反対運動をされている方に

も実行委員会に入っていただき、ディスカッションに

も参加していただいて、提案されたものが「北野の里

（仮称）」のまちづくりです。つまり、道路建設によっ

て掘り割りができたり農地が壊されたりするけれど

も、ジャンクションの蓋かけ上部に新たに創出される

空間を土で覆って、そこを含めた周辺一帯を、緑と農

業の営みのある地域特性を活かした空間にする、とい

うような内容の提案がまとめられました。その後、

国、都からは「対応の方針」として、それらの提言を

最大限反映した対応をするという回答をいただいて、

現在に至っています。

話し合いを支援するコーディネーターを育てる

　『第 3次三鷹市基本計画』の改定の際にもまちづく

りディスカッションを実施したのと同じように、『第

4次三鷹市基本計画』策定時においても平成23年（20

11年）にまちづくりディスカッション方式での討議を

実施しました。18歳以上の1,800人にお願いして、当

初は110人の方にいいですよと言っていただき、参加

者は初日98人、 2日目94人で、 4テーマ、18グループ

に分かれて行いました。そして、さきほども触れた

パートナーシップ協定をこのときも締結しました。

　三鷹市としては 4回目の開催となり、経験を蓄積し

ていく中で、コーディネーターの役割を担う方の育成

の場づくりの必要性も考えるようになりました。それ

までにも、コーディネーターを務めた経験がある方々

がいらっしゃったのですが、市民のみなさまの話し合

いを尊重し、特定の方向に誘導せず、しかるべき支援

は行う、という中立公正な市民コーディネーターをさ

らに増やすために、公募をして養成講座を開催しまし

た。そして、話し合いに参加していただく方を、無作

為で選ばせていただきながら広げていく一方で、コー

ディネーターについては、自ら手を挙げて市民参加に

ついて何らかの支援をしたいと主体的に取り組む方に

加わっていただくことも大切だと思っています。

　ちなみに当日、参加いただいたみなさまに対して、

今回のような無作為抽出でお願いをして意見を聞くと

いう取り組みを今後も継続した方がいいですかと尋ね

たときに、ほとんどの方の手が挙がりました。今回も

2日目の81名の方のうち、たったお一人だけ手が挙が

らず、それ以外の方はこういうかたちは続けた方がよ

いとおっしゃいました。手を挙げなかった、その方の

理由は何かなと思っておりましたら、終了後、私のと

ころにやってこられまして、「清原市長、僕は話し合い

たいテーマがあったんだ。ところが、この方式だと、

ランダムにテーマが決められ、自分の話し合いたかっ

たテーマのグループに入れなかったので、それを指摘

する一票にしました」とおっしゃいました。

　またさらに「この無作為抽出の方による討議会の方

式は良かったですか」と尋ねた時には、「自分自身は一

度参加すればいいよ。私以外の他の人にそうした機会

を提供することは賛成」という方がほとんどで、「次は

もう出たくない」という人は 4、 5名いらっしゃいま

した。ただ、終了の際に行った手挙げアンケートでは

本当に多くの方が、この方式については支持してくだ

さっています。

多様な仕組みで実現させる参加型民主主義

　「みたかまちづくりディスカッション」は市民参加

の一つのかたちではありますが、もちろん、これだけ

で参加、あるいは協働ということはできません。他に

も、コミュニティ住区ごとの「まちづくり懇談会」、無
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作為抽出の「アンケート調査」、「市民会議」や「審議

会」での話し合い、あるいは「パブリックコメント」

といったような多様な仕組みが必要となります。ま

た、「パートナーシップ協定」については何度か触れま

したが、市と市民のあいだで、その協定を結ぶ意義は

次のようなことにあります。

　・ 意見や提言を市が最大限反映することを保障する

必要があること。

　・ 参加者には市政についてこれまでほとんど関心を

持たなかった方もいるので、適切な情報提供が不

可欠であるということ。

　・ 実行委員会の市民と職員とのコーディネート能力

の研修と切磋琢磨が重要であること。

　・話し合いの風土が醸成されなければいけないこと。

　・ 誘導ではなく、協働による意見表明を保障しなけ

ればいけないこと。

　そして、

　・ 批判・批評ではなく、建設的提言こそ評価される

という風土を醸成すること。

　話し合いのルールの中にはこれを必ず入れていま

す。すなわち、「最初に言った意見を変えてもいい」と

いうことです。ディスカッションの過程において、他

の参加者の皆さんの意見を聞いているうちに、ああ、

ちょっと自分は意見が変わったなとなれば、それを

言っていいですよということです。

　それから、

　・ おおよそ一度まとまったことは戻らないで先へ進

めましょうということ。

　　などを決めています。

　無作為で選ばれたとしても、参加の意思をもって集

まる人同士は相互に敬意を払う必要があります。大切

なのは、この仕組みだけで民主主義が実現する、とい

うことではなく、他の仕組みについての充実を図る必

要があることです。また、常なる改革がなければマン

ネリ化し、本来的意義も希薄化するおそれを認識する

こと。つまり、討議の場を支援する（コーディネート

する）役割を担う人びとが謙虚であることが不可欠で

す。あたかもこのような取り組みをしていることが重

要な参加型民主主義の一例である、とおごり高ぶって

は絶対いけない。あくまでもこれは一つの手法に過ぎ

ません。ただ、今日は限られた時間のなかで、私たち

の経験として重点的にご紹介しました。

市民会議・審議会にも声なき声を発する市民委員を

　多様な市民や団体の多層的多元的な参加と、民学産

公の協働を果たすべく、その取り組みの一つとして、

公募枠のある市民会議・審議会については、市民のみ

なさまに、無作為抽出による18歳以上の市民委員をお

願いしています。2010年に全国で初めて、市民会議等

の公募委員候補者の募集を無作為抽出の方式で実施し

ました。市長が1,000人選ばせていただき、その方々

に「これから三鷹市で任期満了となる市民会議や審議

会に市民枠があります」と伝え、それについて「いず

れかの時期に委員として就任していただいていいです

か」というお願いをしました。

　そうしたところ1,000人にお願いして、2010年は111

人、2012年は96人、2014年は87人の方から「市民委員

の名簿に登載していいですよ」という回答をいただ

き、順次、委員をお願いしております。私が知る限

り、高齢の方では81歳、82歳の方がいらっしゃいまし

たし、若い方については19歳や18歳の方にもお願いを

しています。男性と女性の比率は、どちらかといえば

男性の割合が多くなりますが、市民会議・審議会等の

公募市民枠は男性 1人、女性 1人とお願いすることが

多くなっておりますし、世代的にもあまり偏りがあり

ません。

　参加された市民のみなさまの参加後のアンケートへ

の意見としては、「市政に参加するよい機会となった」

「今後も機会があれば市政に参加したい」「市の施策を

知ることができた」という意見が比較的多く、「会議時

間が長い」「出席が負担だった」という回答はありませ

んでした。むしろ、「参加後の市政に関する関心が高

まった」と言っていただいているのはありがたいこと

だと思っています。

　ただ、そうはいっても参加された会議について、「会

議の中で自分の意見を述べることができなかった」と

いう方がいらっしゃいます。それは会の進め方に拠る

ところもあります。みなさまの自治体でも同様だと思

うのですが、条例上、審議会に議員さんがいらっしゃ

ることもあり、そこで、議員さんがどうしてもご発言

される機会が多くなることがあります。そこで、ある

審議会では、会長が議員さんに対して「市議会の委員

会で、もうこれについてお聞きになっていると思いま

す。今日は市民委員のみなさまから順にご意見を伺い

ますから、議員さんは後にしてください」と伝え、市

民委員を指名して、まずは口火を切って話していただ

くような進め方をされております。
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子どもたち自身による「みたか子ども憲章」

　多様な市民の参加として、「みたか子ども憲章」策定

や学校建替えを通して、子どもの意見を反映していま

す。2008年 6 月に「みたか子ども憲章」を議決する前

の段階で、当時の教育長と私が、小学校、中学校の児

童生徒の代表から憲章に入れた方がよい内容について

意見を聞きました。これとは別に、各学校から文書で

子どもたちの意見が寄せられました。そして「み・

た・か・の・こ・ど・も」をそれぞれ頭文字とするか

たちで、子どもたちが覚えやすい憲章ができました。

　みんなでつくる　三鷹の未来

　たすけあい　いじめをなくそう　勇気を出して

　かんがえて　行動しよう　マナーとルール

　のこそう自然　三鷹らしさを　いつまでも

　こまったら　相談しよう　まわりの人に

　どの人も　あいさつかわす　まちにしよう

　もっている　みんなのいのち　大切に

　このすべてが素晴らしいと思うのですが、憲章を策

定する過程で実施した「子どもサミット」の過程で、

私がなかでも感動したのは「こまったら　相談しよう

　まわりの人に」についてです。子どもたちの健やか

な成長のために「大人に期待したいことはなあに？」

と小学生に聞いたときに、「清原市長、そんなことを

言っても、大人は“忙しい、忙しい”と言ってさ、全

然話す時間がないんだよね」と言っていた子どもがい

ました。そこで、「では、あなたたちの健やかな成長の

ために、子どもたち自身ができることはなあに？」と

聞いたら、その子どもが「市長さん、僕、さっきの発

言、撤回するよ。今の世の中、大人も忙しいんだよ

な。わかるよ。だから、話を聞いてもらいたかった

ら、自分たちが目の前に行って話せばいいんだよな。

待ちは駄目だね」と話してくれて、「こまったら　相談

しよう　まわりの人に」となりました。

　それから、また「市長さん、悲しいことがあったん

だ。まさかだよ。夏休み初日に友達が踏切事故で亡く

なったんだ」と話してくれたり、ある中学生は「市長、

高いところから友達が事故で落ちて死んだんだよ。ま

さか子どもが死ぬなんてことは僕はないと思ってい

た。子どもが死ぬということもありうるんだよね。命

というのは永遠じゃないんだよね」と話してくれた中

学生もいました。そこで生まれたのが「もっている　

みんなのいのち　大切に」です。子どもたちが言うと

説得力があります。大人が押し付けたものではなく、

子どもたちがこういう言葉を言ってくれました。

子どもたち、そして外国籍市民の声を活かす

　今、三鷹市では、「コミュニティスクールを基盤とし

た小中一貫教育校」がすべての中学校区で七つの学園

として展開しています。小学校と中学校の校舎を合築

していませんので、小学校も中学校も校舎は別々のま

まのかたちで、「コミュニティスクールを基盤とした

小中一貫教育」を行っています。教員が行き来し、子

どもたちが行き来し、そして保護者が行き来して、コ

ミュニティスクールの運営ができています。

　コミュニティスクール委員会には地域の方たちが教

職員や保護者と一緒に大いに活躍してくれています。

例えば小学校やその体育館、保育園の建て替えのとき

には、市民、すなわち子ども、保護者、またＰＴＡの

協働によるファシリティマネジメントで進めてきまし

た。私は子どもたちの意見は聞かなければいけない、

とか、聞くべき、というのではなく、本当に大いなる

力になると思っています。

　そしてまた、外国籍市民を含めた委員による「国際

化円卓会議」を1999年 5 月から設置しています。外国

籍市民、外国人相談窓口の相談員、住民協議会や市民

団体のメンバー、国際交流協会などの15人以内で構成

しておりまして、これまで、外国籍市民への情報提

供、災害時の相互支援、通訳・翻訳ボランティア等に

ついての提言をいただきまして、大いに市政に反映し

ているところです。

市政の課題・論点を市民に分かりやすく

　市長として協働のために取り組んでいることは、何

よりも市民との情報共有です。市政情報を積極的に広

報紙などで提供することはもちろんですが、新聞、テ

レビは欠かせません。パブリシティを全庁的に重視し

ています。また、市民会議・審議会等での無作為抽出

による市民参加の場合には、何よりもさまざまなデー

タを提供しています。

　そして、ホームページを充実するとともに、今、若

い人たちはタブレット型端末やスマートフォンを利用

されていますから、基本計画等は電子書籍化していま

す。また、2000年から基本計画の策定や改定ごとに作

り続けているのが「三鷹を考える論点データ集」で
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す。これは、若い職員が編集長となり構成員となっ

て、市政の課題・論点を市民生活の視点で抽出し、図

や表によってデータを示すことで視覚的に分かりやす

くまとめた資料であり、市民にも好評をいただいてい

ます。市民参加の推進のためにはこうした基本資料を

つくることが極めて重要だと考えています。

　そして、広報紙では市長コラムをゴーストライター

なく自ら執筆しております。そしてケーブルテレビの

広報番組での 3分程度の「市長のひと言コーナー」、そ

して、これは前の市長が始めてくださったものですが

『自治体経営白書』をつくっており、今まで毎年出して

います。行政評価は必ず毎年、実施していますが、行

政評価書だけを見ても一般市民の方にはなかなか評価

しにくい。そこで、行政の透明性、市民との情報共

有、さらには専門家による論文も含まれており、わか

りやすく、読みやすいかたちに編集したもので電子書

籍化もしています。

　また市長としては、審議会・市民会議等にはできる

限り出席をして傾聴するとともに、少人数の公募市民

のみなさまと「市長と語り合う会」の場をつくり、お

およそ 6～10名ほどの規模で行っており、2015年11月

までに77回、延べ632人と語り合ってきました。小学

1年生や中学 1年生、そして最年少としては 5、 6歳

児と語り合いました。そして、妊婦さん、新米パパ、

育休経験パパとも語り合ってきました。

市長に成り代わって仕事をする職員を大切に

　市民のみなさまとともに職員も大切です。そこで、

新任職員等を対象に市長講話をさせていただいたり、

部課を超えて10人ほどの職員とおよそ80分ずつ話し合

う、市長と職員との「トークセッション研修」を継続

しております。この研修は2015年11月 5 日現在で211

回を数え、延べ2,635人の職員と対話しております。

実は三鷹市の職員は980名ほどです。もちろん退職し

ていく職員もおりますが、これだけの回数を重ねて対

話を続けてきました。何しろ私は市議会議員や市の職

員の経験もありませんので、言わば突然、外からやっ

てきた市長なので、職員にとっては、市長に成り代

わって仕事をするといっても、市長がどんな人という

のがよくわからないままでは成り代われないのは当然

だと思い、この研修は市長就任直後から始めているも

のです。

　また、「職員提案」を表彰し、「ベストプラクティス

表彰」は各課の自薦事業・施策を対象として理事者が

審査を行い、受賞した課には、市長が職場に行って出

前表彰式を実施しています。職員に表彰式場に集まっ

てもらわず、なるべく私が出て行くようにしていま

す。また、職員採用説明会を開催し、多元的尺度によ

る選考を行っています。

　それから、通常の計画等の冊子は庁内印刷でしてい

ますが、『自治基本条例ハンドブック』だけは、耐久性

をもたせるため少しお金をかけて印刷して、全職員に

配布して協働について学んでもらうようにしておりま

す。また三鷹市役所の自分の職場以外のことを理解す

るための三鷹市の主要施策等について簡潔にまとめて

いる『職員ハンドブック』も作っております。これは

職員が編集してくれたものです。

市民アンケートから見た市政の満足度

　さて、最後に手前みそです。市民アンケートから見

た市民の満足度です。基本計画の策定時、改定時にお

ける『市民満足度・市民意向調査』で、「三鷹市政に満

足していますか」と聞いています。 4年前の2011年と

今年を比較して、「満足している」はおかげさまで8.

3％から10.0％、「まあ満足している」が69.8％から68.

6％になりました。「やや不満」「不満」もやや下がり、

4年前と比べて満足していただいていることを確認さ

せていただきました。

　また、「三鷹市役所への信頼度」についてです。三鷹

市役所への信頼度は、おかげさまで、2015年に「信頼

できる」が増えました。「まあ信頼できる」と合わせ

て、おかげさまで約90％のみなさまに信頼できると

思っていただいており、とてもありがたいことだと受

け止めています。しかも、住民協議会などで活躍して

いらっしゃる方々を対象にした調査では「信頼できる」

という回答の比率が、、無作為抽出の市民対象調査結

果よりも少しだけ比率が高い結果となりました。「信

頼できない」はないのですが、「あまり信頼できない」
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に少し回答があるということは、私たちの反省事項で

ございます。

多様な市民参加と民学産公の協働がもたらす参加型民

主主義の深化

　まとめに入らせていただきます。基礎自治体におけ

る参加型民主主義の意義は「二元代表制の尊重」で

す。市長も市議会議員さんもいずれもが選挙で選ばれ

て、基本構想、自治基本条例、憲章、予算や決算等を

含む議案の審議を議会にしていただく、ということが

まず大前提です。それを忘れて「参加と協働」だけを

標榜してはいけないと私は思っています。その上で、

市議会議員さんに説明責任を果たす意味でも、市民の

みなさまのためにも、多様で多層的、多元的な市民参

加と、「民学産公――市民のみなさま、大学研究機関、

産業界、三鷹市役所、警察、消防、あるいは国の公共

機関等――の協働」が参加型民主主義の深化をもたら

すと思っています。

　参加型民主主義の遂行には、市役所内部の分権化、

経営力が重要です。したがって、三鷹市では、私が市

長になってから、市民の代表――もちろん三鷹市役所

の組織の代表でもあります――である市長に各部の部

長には成果契約を交わしてもらうようにしています。

市民の代表としての市長との成果契約が表すのは、市

民への約束です。『各部の運営方針と目標』は、部長名

を付してホームページでも公開しています。また、行

政評価に基づく『自治体経営白書』を公表するととも

に、日常的に企画部とその他の部の間における行財政

改革に向けての「対話による創造的事業改善」を活か

して行財政改革も推進しています。

　「民学産公の協働によるコミュニティ創生」を三鷹

市ではこれからも進めていきたいと思っています。実

は、今回は「まちづくりディスカッション」に焦点を

当てましたので、「コミュニティ創生」の事例をほとん

どご紹介できませんでした。ただ、明日の円卓会議の

テーマに関連するところでは、三鷹市の取り組みとし

て、 7 つのコミュニティ住区すべてにおいて、医師

会、歯科医師会、薬剤師会、商店街、住民協議会、民

生児童委員、社会福祉協議会等との連携による「地域

ケアネットワーク」が展開をしています。また 7つの

中学校区すべてに「コミュニティスクールを基盤とし

た小中一貫教育」も展開しております。そして、企

業、公益的な団体も参加した高齢者等の孤独死等を防

ぐ「見守りネットワーク」、あるいは防犯力を高める

「安全安心・市民協働ネットワーク」、「買い物支援」な

どがありまして、「コミュニティ創生」の中で「民学産

公の協働」が豊かにその事例を増やしています。これ

は明日の円卓会議への橋渡しという意味で、最後に触

れさせていただきました。

　ご清聴ありがとうございます。
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基調講演／討議〈冒頭発言〉

　　

林　義亮（神奈川新聞社取締役論説主幹）

　　

ともに学び、分かち合い、つくっていく新聞

我が事として課題に取り組み報じていく

論を興し、民主主義を体現する新聞として

人口減少で高まるコミュニティの価値

分権あっての地方創生を

プロフィール：林　義亮（はやし・よしあき）
神奈川新聞社取締役論説主幹
1952年生まれ。89年神奈川新聞入社後、県警、遊軍、川
崎、県庁各記者クラブキャップを経るなどして、99年報
道部副部長兼論説委員、2005年編集委員兼論説委員。09
年論説主幹、12年統合編集局長、13年取締役統合編集局
長、15年から現職。
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林　義亮（神奈川新聞社取締役論説主幹）

　
　

ともに学び、分かち合い、つくっていく新聞

　神野さんと清原市長のお話の中で参加、主体性、つ

ながり、それから協働といったようなキーワードが出

ておりました。私は新聞社の人間として、これからの

新聞社そして記者も、仕事をするにあたり、こうした

キーワードは絶対に欠かせないものだと改めて考えて

います。

　今回の円卓会議は「市民がともに学び、分かち合

い、つくるまち」というテーマですが、それになぞら

えて言えば、記者も、住民そして読者の方とともに学

んで、分かち合って、つくっていく新聞、ということ

になるのではないかと私は考えました。今朝の小紙に

は、今日も討議者として参加されている加藤忠相さん

のインタビューが載っておりますが、加藤さんと弊社

の記者は2012年ぐらいからの長い付き合いのようで、

加藤さんにいろいろと教えていただいているというこ

とを聞いています。

　新聞協会が出している雑誌「新聞研究」の11月号の

特集テーマは、まちづくりにおいて報道ができること

は何だろうか、でした。いろいろな方がご発言をな

さっているのですが、そのなかで行政の一方的な発表

ばかりを取り上げるのでは、不十分だろうという意見

には私も意を同じくしますし、とりわけ私たちのよう

な地方紙には、例えば今日、討議者として参加されて

いる、加藤さんやあるいは小川泰子さんなどを始めと

しまして、ＮＰＯやまちづくりの方たちとのより深い

連携による情報発信が求められているのではないかと

改めて思っています。

我が事として課題に取り組み報じていく

　この春から、われわれは課題解決型の報道を目指そ

う（言葉としては少し堅苦しいですが）、という方針を

掲げて、改めて仕事をしております。そして、この

“課題解決型の報道”とは、くだけて言いますと、地域

の問題を単に掘り起こして提起するだけではなく、そ

こに住んでいらっしゃる方と一緒に改善の手立てを考

えたり、応援したりするものです。新聞というメディ

アがかなり厳しい状況に置かれているなかで、いわゆ

る悪しき客観報道を脱して、神野さんがおっしゃった

ように“他人事ではなくて、我が事として”問題に取

り組み、それを報じていこうではないかということ

が、これから必要ではないかと思っています。

　ローカリズムとグローバリズムという話もありまし

たが、やはり私どもはローカリズム、地域の独自性に

根差して、グローバリズムにありがちな画一性を何と

か超えていこう――まだ非力ではありますけれども―

―という考えをもって日々の仕事に努めているところ

です。

論を興し、民主主義を体現する新聞として

　加藤さんにもインタビューで登場いただいた「論

説・特報」面の記事については、偏向しているという

声や批判が非常に強くて、最近はネット社会ですか

ら、全国からも来ています。われわれは批判を受ける

ことについては一向に構わないし――意に介していな

いということでは決してありませんが――それによっ

て言論の幅が広がればよいと思っております。また、

この「論説・特報」面担当のデスクが、その「時代の

正体」シリーズについて自ら「偏ってますが、なにか」

というようなことを書き、また火に油を注いでいるよ

うな状況になっておりますが、われわれはあくまで

“論を興し民主主義を体現する”ということが、新聞の

大きな役割の一つだと思っています。

　まだ発展途上の「論説・特報」面ではありますが、

いろいろな方の意見を取り上げ、それに対し、批判が

あることは結構なことですので、これからもいろいろ

な方の意見を取り上げていきたいと思っています。ま

た、報道のありように関しては、先ほども触れました

ように、課題を掘り起こすだけではなく一緒に伴走
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し、より主体的に報道していくという姿勢について、

さまざまな意見が多々あるのは私もわかっております

が、ともかく悪しき客観報道主義だけは脱却しようで

はないかということをわれわれの職場では話し合って

おります。

人口減少で高まるコミュニティの価値

　神奈川も 3年後からは人口減少の時代に入ると言わ

れておりますので、われわれの新聞でも、この春から

「縮むまちで」というシリーズの記事を随時掲載して

おりますが、自治体でもさまざまな取り組みがされて

います。先日、人口減少社会に関するシンポジウムが

あり、そこに出席された、小田原市長の加藤さん――

明日の円卓会議でも講演される――が、「人口が減っ

ていくということを悲観的に受け止めるのではなく

て、それを仕方のないものとして受け止めれば、また

違った景色が見えてくるのではないか」というような

ことをお話しされたと聞いています。

　おそらく、これは「地域のコミュニティがより自由

になってくるのではないか」とも言い換えることがで

きると考えており、明日、加藤市長がお出でになった

らお尋ねしてみようかと思っています。人口減少社会

においては、「このまちを何とかしよう」という、そこ

に住んでいる人たちの思いがより強くなり、そして、

地域のコミュニティの価値がより大切になってくるの

ではないかと私は思っています。

分権あっての地方創生を

　これは以前のことになりますが、地方創生を担当し

ている石破大臣が、何か行動を起こし工夫をしている

自治体を応援するのは当然だという主旨の話をされた

ことがありました。これは、聞こえはいいのだけれど

も、中央主導によって自治体を競争させ、選んで手助

けするといったようなことも含まれ、どうも今の地方

創生の動きには、そうした危険なにおいが感じられる

と、私は思っており、果たしてそれはいいことなのか

どうか――　これは自治体の首長さんたちのご意見が

いろいろとあるかと思いますので、お聞かせ願えれば

ありがたいなと思っております。

　言い古されている言葉だとは思いますが、基本的に

は、やはり分権あっての地方創生ではないかなと思っ

ておりますが、果たしてそれが十全になされているの

か――90年代から2000年代にかけて法律ができて、地

方分権のルートができた一方で、果たしてそれが実際

に十分に機能し、達成されているのか、という思いで

います。

　そういう時代だからこそ、地方紙として、神奈川新

聞が地域でどのように生き、地域にどのように活かさ

れるかということを模索していきたい。本日のこの機

会、これから取材の対象になる方ばかりだと私は思っ

ていますので、いろいろと学ばせていただきたいと

思っています。
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前日の振り返り

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

モデレーター　神野直彦

～参加型の民主主義へ～

協働と参加

民主主義が成り立つ 2つの前提

今回のテーマに込められたもの

自発的な参加と“クジ引き”による参加

所有欲求と存在欲求

人間の未来や生活を決定できる公共空間を

「声なき声の民主主義」
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前日の振り返り

モデレーター　神野直彦

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち
～参加型の民主主義へ～

　おはようございます。昨日からご参加していただい

ているみなさま方には、昨日は本当にご苦労さまでし

たというご慰労の言葉を差し上げるとともに、本日も

ご参加していただきましたことに深く感謝申し上げる

次第でございます。また、本日からご参加していただ

くみなさま方には心よりの歓迎の言葉を述べさせてい

ただきたいと存じます。

協働と参加

　本日初めに行う私のミッションは、昨日の議論を振

り返ることではありますが、私が今回の円卓会議の趣

旨説明として昨日、最初に申し上げたポイントは、次

のことです。すなわち前回の円卓会議は、「地域社会

を活性化させる民主主義」という 2 カ年のトータル

テーマの最初の回でしたが、その総括として、参加、

主体性、つながり、協働という 4つのキーワードを挙

げさせていただきました。

　こうした前回からの由来を説明し、今回のテーマで

ある「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち～

参加型の民主主義へ～」の解題として、趣旨説明をさ

せていただきました。それに続いて、基調講演とし

て、三鷹市の清原市長に 1時間にわたって三鷹の経験

をお話しいただきました。「『民学産公の協働』と『参

加型民主主義』～三鷹市の取組みから～」というテー

マで、協働と参加について、清原市長ご自身の人生と

もあわせながら体系的にご議論いただいたと考えてお

ります。私はまったく知らなかったのですが、清原さ

んは大学院生のときに三鷹市で最初の基本計画作りに

携わり、その後も、公募市民として「みたか市民プラ

ン21会議」の共同代表も務められたご経験をされてい

ます。そして、市長となられてからの自治基本条例や

「みかたまちづくりディスカッション」などの市民が

参加する仕組みや工夫についてご説明いただきました。

民主主義が成り立つ 2つの前提

　民主主義ということについて、なかなかその概念を

説明するのは難しいですし、概念がしっかりしていな

ければ議論のしようがないというところがあるのです

が、私たちはそうした矛盾を克服するために、まず常

識的なことを念頭に置きながら、それぞれ議論を通じ

て深めていって、認識を充実させていくという作業を

行わざるを得ないのが実情です。

　民主主義に関して、それは簡単に 2つの前提から成

り立っています。一つは、どんなに障害を負っていよ

うとも、それぞれの人間にはかけがえのない能力があ

る、ということ。そして、もう一つは、未来は誰にも

わからない。この 2つを掛け合わせると、未来の意思

決定は、すべての社会の構成員がかけがえのない能力

を出し切って、協働、そして意思決定をした方がよ

い、ということになるかと思います。協働および意思

決定をしていくために、どのような仕組みによって、

それらの意思を反映させたらよいのかということにつ

いて、昨日はご説明いただいたと考えています。

今回のテーマに込められたもの

　このような議論を展開していく中で、私たちが気づ

かなかった多くの点や、そもそも今回のテーマ設定の

際に考えてきたこと、あるいは抜けていた点をかなり

突かれていると思っておりました。今回のテーマは

「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち」であ

り、「参加型の民主主義へ」という副題が付いていま

す。私どもがこのテーマを設定するときに悩んだ問題

として、“市民”と最初に言うと、では「“市民”とは

何だ」ということで概念がはっきりしません――昨日

も議論の中で問題提起されました――ので、“市民”と

いう言葉そのものを使うのがよいかどうかということ

がありました。

　そして「ともに学び」というのは、社会の構成員が
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共同で学び合うということですから、少し広く解釈す

れば、共同事業を行うこと。それから「分かち合う」

とは、社会の構成員の相互扶助や共同事業であり、そ

れらを通して「つくるまち」というメインのテーマを

設定し、サブテーマで「参加型の民主主義へ」と唱っ

ています。最初にご説明しましたとおり、このサブ

テーマには“民主主義を民主化する”という意図を込

めています。

自発的な参加と“クジ引き”による参加

　私たちの社会を大きく“政治”“経済”それから“生

活”を営む社会と分けて考えた場合、これは一致して

いるかどうかなかなか難しいところもあるのですが、

通常、「参加型の民主主義」については、“政治”に参

加していくことを民主主義と結びつけて議論します。

昨日も、どのように政治の決定過程に市民組織などが

参加してもらったらよいのか、その仕組みや工夫など

について考えてきました。それから実は、今回はあえ

て触れておらず、日本で弱い点として挙げられるの

が、“経済”民主主義です。ヨーロッパの社会憲章など

で規定しているような、労働組合の経営への参加など

の問題は、今回は外しております。“生活”の場につい

ては、ここに参加することを通して、いわば広い意味

での民主主義的な社会をつくることにつながります。

　こうしたことを考えていくと、例えば昨日の議論の

中でも、討議者の小川さんから、さまざまな市民　組

織にとっても民主主義は大切であり、どのようにその

民主主義を実現していくのかという問題が残っている

というご指摘もありました。さらに仮に、市民組織が

政治に参加するということが民主主義であったとして

も、市民組織は政治の決定プロセスに参加するためだ

けにつくられているわけではありません。“参加”と

いった場合、自発的な参加のかたちではなく、“クジ引

き”というと妙ですが、昨日のお話にもありましたよ

うに、無作為抽出によって参加してもらうかたちもあ

ります。そこで、市民組織と政府の決定プロセスのあ

り方をどのように考えるのか、という大きな問題点も

残っているかと思っております。

所有欲求と存在欲求

　それから議論の中で、所有欲求と存在欲求の話も出

てまいりました。物質的な欲望を満たすような所有欲

求と、自らがどのような存在でありたいか、という存

在欲求。この存在欲求は、共同作業や相互扶助を通し

て人間と人間が触れ合っていくことによって満たされ

ていくものです。通常、私たちは所有欲求がある程度

充足されていくと、存在欲求が芽生え、それが満たさ

れることによって人間は幸福を感じるという想定に

立っています。欲求段階説でも同様で、生理的な安心

の欲求が満たされていくと、社会的な欲求、それから

自己実現の欲求が現れてくる。

　にもかかわらず実際には、この社会において、なぜ

ますます物質的な欲望が強くなり、むしろそちらが追

求されるような社会になっているのかという問題に私

自身、関心があったのですが、昨日、討議者の加藤さ

んから、若い人たちはすでに所有欲求ではなく存在欲

求に目覚めているのに、そうした若い人たちの社会参

加が難しい、という問題があるというご指摘をいただ

いて、目からうろこが落ちるような思いをいたしまし

た。

人間の未来や生活を決定できる公共空間を

　本日、取り組んでいきたいことは、先ほどご説明し

ましたように、この円卓会議のテーマが「市民がとも

に学び、分かち合い、つくるまち」と唱っております

ように、参加型の民主主義をいかにローカルイニシア

チブでつくり上げていくのか、ということです。昨日

私が使った言葉でいえば、生まれ、育ち、そして老い

ていくという、その包括的な人間の機能を備えた地域

社会に参加しながら、いかに民主主義を培養していく

のか、さらに言えば、人間の未来や生活を決定できる

公共空間を身近なところでいかにつくり上げていくの

かという問題について、今日は取り組んでいければと

思っております。

　このような問題意識から、午前中のプログラムは

「民主主義的な自治の挑戦～自治体の取組から～」と

いうテーマを設定し、小規模多機能自治――今回、小

規模多機能自治推進ネットワーク会議の主催もいただ

いておりますが――に取り組んでいる島根県雲南市の

速水市長によるご講演から始めたいと思っておりま

す。速水市長は、このネットワーク会議の代表発起人

でもあります。そして県内からは、同じく小規模多機

能自治にも取り組んでおり、また無作為抽出によって

幅広い世代の市民からの声をまちづくりに活かしてい

る小田原市の加藤市長にお話しいただきます。
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「声なき声の民主主義」

　それから、「声なき声の民主主義」という言葉を私は

使うのですが、これは私の理解――通常の理解からは

外れているのかもしれませんが――では、「声なき声

の民主主義」とは、政治的な発言権のない人びとの意

向を踏まえること。例えば、子どもたちやマイノリ

ティの方たちなどを思い浮かべていただければと思い

ます。そこで最後は、外国籍県民かながわ会議委員長

の中村ノーマンさんに講演いただき、政治的な発言権

のない人びとの声をどのように生かすことができるの

かということを踏まえながら、メインテーマである

「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち」につい

て考えていきたいと思います。

　それでは、先ほども紹介いたしました、雲南市長の

速水さんからお願いしたいと思いますが、私は当初、

雲南市には限界集落の調査が目的だったのですが、

行ってみたところ、実は素晴らしい取組みをされてい

て感心した次第でございます。では、速水さん、よろ

しくお願いいたします。
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プロフィール：速水雄一（はやみ・ゆういち）
島根県雲南市長
1946年生まれ。69年慶応義塾大学商学部卒業。同年、山
陰合同銀行入行。91年に加茂町長に初当選し 4期13年務
める。2004年 6 町村合併により雲南市が誕生。初代市長
に就任し、現在 3期目。島根県森林土木協会会長、島根
県国民健康保険団体連合会理事長、島根県土木協会会
長、道路整備促進期成同盟会全国協議会常任理事などを
務める。2015年 2 月、「小規模多機能自治」の全国的な推
進・連携を目的として、「小規模多機能自治推進ネット
ワーク会議」を設立し代表を務める。

講演①

住民参加と行動の場づくり

速水雄一（島根県雲南市長）

～身近な自治を活かす～

はじめに

小規模多機能自治の意味するもの

小規模多機能自治は住民自治のプラットホーム

「地域自主組織」の成り立ち

公民館から交流センターに転換して活動拠点に

事例①～水道検針を通じた安心生活見守り事業

事例②～お客だけでなくお店も集まる「笑んがわ市」

事例③～放課後の預かり保育「うしおっ子ランド」

事例④～地域を愛する原動力になる「深野神楽こども教室」

事例⑤～廃校を拠点とした宿泊・交流活動

事例⑥～買い物支援の拠点「はたマーケット」

小規模多機能自治の設置状況

雲南市による全国実地調査

小規模多機能自治推進ネットワーク会議の設立へ

小規模多機能自治に共通する課題と進化の過程

市民と行政はまちづくりの対等なパートナー

小規模多機能自治組織が機能するために

地域自主組織（小規模多機能自治）の 4つの課題

新たな法人格の創設を

小規模多機能自治は一人ひとりの市民が主役

民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～
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講演①

速水雄一（島根県雲南市長）

住民参加と行動の場づくり
～身近な自治を活かす～

はじめに

　おはようございます。島根県雲南市長の速水でござ

います。よろしくお願いいたします。

　雲南市では住民組織としまして、市全域で地域自主

組織を結成いただいており、住民主体のまちづくりを

進めております。また、全国の自治体等に呼び掛け、

今年 2月に小規模多機能自治推進ネットワーク会議を

組織し、その代表としての立場を踏まえて本日はお話

をさせていただきます。なお、この円卓会議につきま

しても、ネットワーク会議として共催もさせていただ

いております。

　まず雲南市の概要についてですが、雲南市は平成16

年に 6町村で合併して誕生した、人口 4万人程度のま

ちであり、松江市と出雲市の南に隣接しております。

また中山間地域で市全域が過疎地域の指定を受けてお

ります。

小規模多機能自治の意味するもの

　さて小規模多機能自治についてお話しいたします。

おおむね小学校区での住民による組織を雲南市では

「地域自主組織」と名付けておりますが、全国ではさま

ざまな名称で組織されております。そこで、同じよう

な仕組みについて何らかの呼称が必要であろうという

ことで、最近では総称して「小規模多機能自治」と呼

んでおります。この言葉は、今日もお見えになってい

らっしゃいます、「人と組織と地球のための国際研究

所」代表の川北秀人さんがご提唱された言葉です。

　まず、その意味についてですが、「小規模ながらもさ

まざまな機能を持った住民自治の仕組み」ということ

であり、“小規模”という意味は、おおむね小学校区と

いうことであり、“さまざまな機能”という意味では、

分野を横断した統合型であり、“住民自治の仕組み”

は、住民が参画・協働するものということを表してい

ます。その特徴は、協働に基盤を置いた、市民一人ひ

とりの力を発揮する仕組みであり、そしてまた自治の

原点を取り戻す仕組みであると考えております。した

がって、こうした仕組みはどこかの地域だけが活発に

なるものではなく、どの地域でも活発になりやすい仕

組みであると思っております。またさらには、日本全

体が直面しております人口減少・少子高齢化にも対応

できる仕組みであると思っております。

小規模多機能自治は住民自治のプラットホーム

　その基本的な仕組みについては、従来からの基礎コ

ミュニティである自治会や町内会に加え、消防団や文

化サークル、ＰＴＡや女性グループ、シルバーグルー

プといった何らかの組織をおおむね小学校区などのエ
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リアで結集し、地域の課題を解決していこうとするも

のです。この仕組みは考え方に特徴があり、従来から

の自治会や町内会がどちらかという世帯主が中心の 1

世帯 1票制的な考え方を持っているのに対し、小規模

多機能自治は協働に基盤を置きますので、 1人 1票制

的な考え方となっています。つまり、市民一人ひとり

が主役となりやすい仕組みであるということ。そし

て、多くが部会制で組織され、地域の課題を自ら解決

するものであり、単なる地域の運営体というよりも、

活動が進展してくるに連れて、地域の経営体となって

くる傾向があります。

　雲南市ではまちづくり基本条例を平成20年から施行

しておりますが、その中で主役は市民であること、そ

して協働のまちづくりを基本に据えています。つまり

協働を進めるためには、市民の皆さんが主体的に関わ

れる状態にならなければならない。このため、雲南市

では住民自治の基盤づくりに力を入れてきたところで

あります。

「地域自主組織」の成り立ち

　先ほどお話ししましたように、雲南市の小規模多機

能自治の組織は「地域自主組織」という名称ですが、

その設立経緯は町村合併時にさかのぼります。といい

ますのも、合併前の 6町村のほとんどと言っていいほ

どどの地域においても空き家が多い。そして高齢者、

独居者が多い。そういった事態になると、家庭力が落

ちてきて、その家庭力が落ちるということは、自治会

力も落ちてくる。そして、そうした自治会で構成する

地域力が落ちてくる。その結果として、自治体が衰退

していく。この流れにできるだけ早くストップをかけ

て、地域力を向上させ、願わくばかつての向こう三軒

両隣の世界を取り戻す。そのことが「地域社会を活性

化させる」という今回の円卓会議のテーマにも結び付

くものだと思っております。
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　現在、雲南市にはこうした地域自主組織が30ありま

して、それぞれの拠点施設で活躍しております。地図

にあるように、太線で囲った地域の一つひとつに地域

自主組織があり、人口規模については少ない地域で20

0人を割っているところから、最大でも6,000人程度と

なっており、その規模はさまざまです。この区分けで

重視しているのは、人口規模や面積ではなく地縁性で

す。つまり、地縁性が発揮しやすい規模がおおむね小

学校区であり、それは昭和の大合併以前の村の単位に

相当することから、雲南市の地域自主組織の取り組み

はまさに戦後直後の地域社会の再構築であると思って

おります。

公民館から交流センターに転換して活動拠点に

　組織ができれば、次に必要なのがその拠点施設です

が、ほとんどの地域が元公民館を拠点にしています。

元公民館を地域自主組織の活動拠点に位置づけて、平

成22年度から公民館を交流センターに転換しました。

そして、所管を教育委員会から市長部局に移して、各

地域で指定管理を受けていただいております。さらに

平成25年度からは社会福祉協議会で担っておりました

住民組織による地域福祉も一体化して、交流センター

の職員体制も地域の直接雇用方式に転換しています。

住民組織が主体的に活動していくためには、こうした

常設事務局を持つことも重要な要素であると思ってお

ります。

　また活動の 3本柱として、地域づくり、地域福祉、

生涯学習という共通の視点を掲げ、これを念頭におい

て各地域ではさまざまな自主的活動が展開されており

ます。こうした共通の視点を掲げているところは全国

的にも珍しい事例でありますが、課題解決型の活動を

複合的に行っていく上ではすごく重要なことと思って

おります。

事例①～水道検針を通じた安心生活見守り事業

　こうした仕組みと基盤整備により、現在、各地域な

らではのさまざまな活動が展開されておりますが、そ

の一端をかいつまんでご紹介します。

　スライドの左側にある「まめなか君の水道検針」と

いうのは、水道のメーター検針です（「まめなか」とは

出雲弁で「お元気ですか」という意味です）。従来、市

の水道局で直接行っておりましたが、この地域では、

市に対して、その業務を受託したいと申し出がありま

したので、受託いただいております。メーター検針は

月に 1 回、必ず各戸を訪問しなければなりませんの

で、その機会を利用して各戸に「お元気ですか、変

わったことはありませんか？」と声掛けをしながら

回っています。また、委託料が入りますので、その財

源を利用して、非常勤で地域の方々を雇用されており

ます。

　スライドの右側の「守る君のまかせて支援事業」は

携帯電話を活用した仕組みであり、キッズ携帯を要支

援者の方々に配り、親機を24時間体制で役員の方々が

持っていらっしゃいます。何かあれば電話がかかって

きますし、しばらく何も音沙汰がなければ、逆に直接

訪問して、その安否を確認されています。

事例②～お客だけでなくお店も集まる「笑んがわ市」

　また別の地域では、地域の中心にあったＪＡの小売

店舗が閉店になったことから、地域のにぎわいを取り

戻そうと、住民発意によって「笑んがわ市」という産

直コーナー、憩いのコーナーが開設されています。こ

の「笑んがわ市」は週一回、毎週木曜日、午前10時か

ら午後 2時まで営業されており、どんなに悪天候でも
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毎回いつもにぎわっています。高齢者の方々を中心に

集まり、電動四輪車（スライド右側の写真）が多数集

結します。憩いのコーナーはいわばサロンのような場

所であり、200円でお茶やコーヒーが飲めて団らんと

語らいのひとときを過ごされます。

　また、お客が集まるだけではなく、鮮魚の販売やパ

ン屋さん、生協の販売といったお店も集まってきま

す。現在 4年目ですが黒字で経営されています。この

活動には行政支援はしておらず、全くの住民発意で行

われています。

事例③～放課後の預かり保育「うしおっ子ランド」

　この取り組みは、幼稚園の放課後の預かり保育を地

域自らで実践されている、全国的にも珍しい事例で

す。この地域には公立の幼稚園がありますが、地域か

らのニーズに基づいて施設の中に地域向けの部屋を設

けています。幼稚園は14時までですので、子どもたち

は14時になると、玄関から「さようなら」と言って

いったん外に出て、今度は裏口にある地域向けの玄関

から「こんにちは」と入り、地域で運営する預かり保

育の場所で過ごしています。この仕組みも地域の発意

により取り組まれているものです。

事例④～地域を愛する原動力になる「深野神楽こども教室」

　伝統芸能である神楽が非常に盛んな地域の取り組み

として、保育所から小学校までを対象とした神楽教室

があります。学生時代に県外に出ていた、この教室の

卒業生の中には、就職にあたり、また神楽をしたいが

ために地元にＵターンした人がおります。こうした地

域の伝統文化や歴史に小さなときから触れることは、

その地域を愛し、誇りに思い、定住して活動しようと

する大きな原動力になると思っております。

事例⑤～廃校を拠点とした宿泊・交流活動

　地域の拠点施設として、閉校になった小学校を行政

で改修して、地域で宿泊・交流活動を楽しみながら展

開されております。改修に当たっては、大学の建築専

攻の学生さんにも関わっていただきましたので、とて

も雰囲気のいい施設に生まれ変わっております。

事例⑥～買い物支援の拠点「はたマーケット」

　中心地から最も遠い地域の取り組みとして、唯一の

小売店舗が昨年春に閉店したことをきっかけに、地域
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の拠点施設の中に小売店を開設されました。かなりの

過疎地域ですが、黒字で経営されております。スライ

ドにあるように一つの拠点施設の中で、地域に応じた

さまざまな機能を持たせることが非常に効果的である

と思っております。

小規模多機能自治の設置状況

　ここからは、小規模多機能自治推進ネットワーク会

議の代表として、全国の動向についてお話しします。

まず、こうした小規模多機能自治の仕組みが全国的に

どの程度導入されているかにつきましては、さまざま

なアンケート調査が行われておりますが、ＪＣ総研が

全国の市区町村を対象として 2年前に調査された結果

では、300以上の自治体で導入されているという結果

も出ています。

　また、日本都市センターで全国の都市自治体（町村

を除いた自治体のこと）を対象に、これも 2年前に調

査された結果によりますと、都市自治体においても回

答のありましたおよそ500自治体の半数程度が同様の

仕組みを導入していることがわかりました。

　こうしたさまざまな調査結果を総合しますと、全自

治体数1,741（東京23区を除くと1,718）のうち200～3

00の自治体で同様の仕組みが導入されているのではな

いかと推察しております。

雲南市による全国実地調査

　ただアンケート調査の結果だけでは、実際のとこ

ろ、同じような仕組みかどうか把握できないため、雲

南市の職員が昨年度、総務省の委託事業を受けて全国

各地を実際に訪問し調査をしました。北から南まで、

集合形式で120程度の自治体の状況を伺い、個別に100

自治体程度を訪問し、計220程度の自治体の状況を伺

いました。

　その結果、導入自治体は全国的に広がっており、農

村部のみならず、都市部、政令指定都市にも及んでい

ること、そして、その仕組みは予想以上におおむね共

通していることがわかりました。つまり、同じ仕組み

として類型化が可能であり、仕組みが同様であれば課

題も共通している。

－ 42 －

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

～参加型の民主主義へ～



　ただし、それぞれの自治体で独自に構築している制

度であるために、全国的な情報共有の場が必要である

ことを強く思った次第です。

小規模多機能自治推進ネットワーク会議の設立へ

　このような全国実地調査の結果を踏まえ、情報共

有、連携の仕組みをつくろうということで、全国の自

治体に小規模多機能自治推進ネットワーク会議の設立

を呼び掛けたところ、142会員のみなさまにご加入い

ただき、今年 2月に発足することができました。先ほ

ども言いましたように、小規模多機能自治の仕組みと

しては共通しているため、課題の多くも共通していま

す。自治体内部で解決すべき課題、あるいは自治体内

部では解決できない問題もあり、こうした課題を共有

し、ともに対応策を考えることによって、全国的に普

及推進を図り、相互にメリットのある関係づくりをし

ていこうというものです。

　現在、メーリングリストでの情報交換や全国各地で

のブロック会議を開催しておりますが、会員数は設立

時点から40以上増えまして、現在では190会員に達し

ております。そのうち自治体会員の数は全国の市町村

数の 1割を超えており、こうしたことからも全国的に

も非常に関心が高いことがわかります。

小規模多機能自治に共通する課題と進化の過程

　各ブロックで出されている共通課題としては、スラ

イドにもありますように、人材の育成・確保、適正な

区域設定、拠点施設の確保、財源確保の方法、活動し

やすい税制環境、自治会連合組織との関係、福祉分野

との連携、行政職員の意識改革、あるいは法人格の取

得方策など多岐にわたっておりますが、こうしたさま

ざまな課題への対応策について、各ブロックで情報交

換し、相互に何らかの対応策を見いだそうと学び合っ

ているところです。

　この仕組みの一般的な進化の大まかな過程について

は、まず「協働」を基盤に据えて、組織化、次に拠点

施設、そして常設の事務局体制を構築するという過程

をたどっております。ここまでの段階を整備できれ

ば、地域の主体性を育みやすくなり、活動が活発にな

る傾向にあります。そして、次に地域代表的な性格を

帯びる段階へと移行し、その結果、市民と行政の“対

等性”が生まれ、いわゆる“新しい公共”に向かって

いくようになります。行政の役割としては、まずは常

設の事務局体制の整備までの段階をいかに構築できる
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かが重要であると認識しております。

市民と行政はまちづくりの対等なパートナー

　「市民と行政の協働」を基盤に据える背景にあるの

は、市民と行政はまちづくりの対等な立場に立った

パートナーの関係となることが極めて重要であるとい

う考え方からです。

　雲南市では、そうした各地域自主組織の取り組みに

ついて、地域の方々ご自身で相互に発表し合う場を年

2回設けており、今年はちょうど先週の11月 7 日の土

曜日に開催したところです。このほか、川北秀人さん

の呼び掛けで、平成25年度からは内外の学び合いの場

として雲南ゼミも開催しております。これも、今年度

は先週11月 5 日の木曜日から 7日の土曜日までの 3日

間にわたり開催し、 1都 1道 2府10県から14自治体、

約50人の方が参加されました。

　さらに、地域と行政が「直接・横断的に・分野別で」

協議する場として、地域円卓会議方式を導入してお

り、地域の規模別に一定のテーマを掲げて、相互に対

等な立場で直接、協議をしています。また、小規模多

機能自治組織では地域の課題に応じてさまざまな分野

に横断的に関わりますので、対応する行政サイドも縦

割りではなく、横断的に地域実態に応じた、連動した

施策展開が求められます。そのためにも地域実態をよ

く把握することが必要になります。

小規模多機能自治組織が機能するために

　このような小規模多機能自治組織がうまく機能する

ためには、正しい仕組みと適切な仕掛けが必要である

と思っております。このため、横断的な全国組織であ

る小規模多機能自治推進ネットワーク会議を活用しな

がら、相互に学び合い、高め合う必要があります。さ

らに市民と行政が協働で取り組むことによって、結果

的に住民生活の向上につながるものと考えております。

　また、雲南市では小規模多機能自治の取り組みは元

気な高齢者が中心となっておりますが、こうした大人

の取り組みを「大人チャレンジ」と位置づけていま

す。そして大人の後継者である大学生や若い社会人を

対象とした若者の取り組みを「若者チャレンジ」、若者

の後継者である、保育所から高校生までの取り組みを

「子どもチャレンジ」として、これらのチャレンジの連

鎖によって、人が育ち、仕事がつくられることで、人

口の社会増へと向かう、持続可能なまちづくりが実現

すると考えております。なお先ほども少し触れた、先
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週末の地域相互の発表会と併せて、「子ども×若者×

大人　チャレンジが連鎖する 2ｄａｙｓ」と銘打った

取り組み発表会を開催したところです。

地域自主組織（小規模多機能自治）の 4つの課題

　地域自主組織（小規模多機能自治）の課題について、

4 つほどお話しします。まず現在の地域自主組織で

は、任意団体であるために契約行為が代表者の私的契

約になってしまうこと。 2点目として、多額の金額の

取り扱いが個人の責任になってしまうこと。 3 点目

に、収益事業ごとに納税義務が生じ、本来ならばある

部門の公益的活動の収益を、他の部門の原資として活

用したいところでありますけれども、みなし寄付が適

用できないため、公益活動による自主財源確保の阻害

要因になっています。 4点目に、公益法人やＮＰＯ法

人のように寄付控除の対象ではないために、寄付によ

る財源確保が進まない、ということがあります。

　こういった主な課題に対して、どのように対応する

かということについて、平成25年度に三重県伊賀市、

名張市、兵庫県朝来市と私ども雲南市の 4市で協議を

いたしました。専門家を交え、 5回にわたって 4市共

同研究を行いましたが、その結果、「小規模多機能自治

組織の法人格取得方策に関する共同研究報告書」を昨

年 2月にまとめたところです。

新たな法人格の創設を

　その 4市共同研究において、小規模多機能自治組織

に対する、現行法での主な法人格の適合性についても

検討しました。まず認可地縁団体については、財産取

得を目的としており、財産保有またはその予定がない

団体は認可の対象となりません。構成員はその地域に

住所を有する住民ですが各種団体等は構成員になれ

ず、表決権がありません。またみなし寄付が適用でき

ないという問題もあります。

　そのほかの法人格についても次のような問題点があ

ります。ＮＰＯ法人は他地域からの入会が拒めないこ

と、一般社団法人は、みなし寄付は適用できないこ

と、公益法人は、他地域からの入会は拒めず、地縁の

区域に構成員が限定される地域自主組織にはなじまな

いこと、そして協同組合については、その事業目的に

応じた個別法でしかなくて、自治組織のような統合型

組織にはなじまないという問題が浮上しました。

　では、どういった法人の骨格が求められるかといえ

ば、一つには、住民による自治を担う法人であるこ
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と。さらには公共的な地域活動、経済活動を分野横断

的に統合型で運営できる法人であること。それから、

根拠法に規定された条例に基づき、市長が認定するこ

とをもって地域代表制を獲得する法人であること。そ

して、住民による自立性を尊重できる法人であるこ

と、が挙げられます。

小規模多機能自治は一人ひとりの市民が主役

　このように、現行法による法人格の見直しか、ある

いは新たな法人格の創設について、国への提言を小規

模多機能自治推進ネットワーク会議の中で賛意が得ら

れる自治体によって行うことを考えているところで

す。仮にこれが制度的に位置付けられれば、各地で地

域課題の解決が進み、そのことによって、社会全体の

活力が好循環で生まれてくると考えております。

　地方創生が叫ばれている昨今ではありますが、こう

した小規模多機能自治の取り組みは一人ひとりの市民

が主役となりやすい仕組みであることから、まさに地

方創生の一丁目一番地だと思っております。小規模多

機能自治の仕組みによって、雲南市民一人ひとりがふ

るさとに愛着、自信、誇りを持って「幸運なんです。

雲南です。」と実感できるまちづくりを目指している

ことを申し上げまして、説明を終わります。

　ご清聴ありがとうございました。
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プロフィール：加藤憲一（かとう・けんいち）
小田原市長
1964年小田原生まれ。1988年京都大学法学部卒。経営コ
ンサルティング会社、民間教育団体、農業、漁業、商業
ビル企画管理、地域シンクタンク代表などを経て、2008
年 5 月に第20代小田原市長就任。2012年 5 月から 2 期
目。第 5次総合計画「おだわらＴＲＹプラン」の策定プ
ロセスにおける市民参加手法、組織・職域を越えた職員
参加が評価され、2010年、「平成22年度地域づくり総務大
臣表彰」を受賞。現在、我が国が目指すべき地域社会の
姿を体現すべく邁進中。

講演②

多様な意見で紡ぐ計画作り

加藤憲一（小田原市長）

～幅広い世代の声を活かす～
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小田原の持つ多様な魅力

人口の動き
「おだわらＴＲＹプラン」の計画期間

「市民の力で未来を拓く希望のまち」～プロセスに希望が宿る将来都市像
計画策定に向けた協働の土台作りとなる取り組みを
おだわらＴＲＹプラン策定の取り組み①～地域別計画

地域の多様な主体が集い、計画を作り活動する
おだわらＴＲＹプラン策定の取り組み②～おだわらＴＲＹフォーラム

計画だけで終わらせず課題解決のために
「無尽蔵プロジェクト」事例①～ウォーキングタウン小田原
「無尽蔵プロジェクト」事例②～片浦みかんプロジェクト

将来を担う人材を育てる「小田原まちづくり学校」
エネルギーの自給自足を目指して

協働で地域課題に取り組む①～地域コミュニティ
協働で地域課題に取り組む②～ケアタウン
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協働で地域課題に取り組む④～生（いき）ごみ小田原プロジェクト
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「共創のアプローチ」で時代に合った後期基本計画を
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民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～
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講演②

加藤　憲一（小田原市長）

多様な意見で紡ぐ計画作り
～幅広い世代の声を活かす～

はじめに

　みなさん、こんにちは。地元神奈川県の小田原から

来ました市長の加藤と申します。

　本日は、こういった場で――大変尊敬する神野先生

の隣で非常に緊張しておりますが――お話をさせてい

ただく機会をいただきましてありがとうございます。

　今、小田原で進めているいろいろな取り組みは、ま

さに本日、みなさん方にご議論いただくテーマのまっ

ただ中にあると思っております。また、先行して発表

いただきました雲南市の速水市長さんとは、今シーズ

ン非常にご一緒することも多く、先般も山形での市町

村長サミットにおいて、地域コミュニティの取り組み

では最先端を行っていらっしゃるお話を聞かせていた

だき、非常に勉強させていただきました。小田原の取

り組みはまだまだ道半ばですので、その後に続いてお

話しさせていただくのは恐縮ではありますが、本日は

小田原なりのさまざまなチャレンジをみなさんに聞い

ていただき、ご意見をいただければと思っております。

　お手元の資料よりは、できれば前を見てお聞きいた

だければと思っておりますので、私も立ってお話をさ

せていただきます。

小田原の持つ多様な魅力

　本日は県内の方も多いので、地理的な場所はご存じ

だと思いますが、小田原は、神奈川県の西の端の方に

位置し相模湾に面しております。人口が現在19万4,00

0人ほどで、自然減が多くここ数年1,000人ずつぐらい

の減少傾向に入っています。場所柄は非常に良く、周

りには富士山、箱根山、丹沢、そして、そこから流れ

出た酒匂川によって地形が形成され、肥沃な農地を中

心にして、山林、海、そして小田原城を中心とした古

くからの街並みがあり、社会科の教科書に出てくるよ

うな、人間にとってのさまざまな要素が一通りそろっ

ているまちとなっております。

　そして、昔から非常に多くの方が小田原に住んで活

動されていました。古くは関東一円を収めた北条氏か

ら始まり、江戸時代に日本各地の農村の復興に努めた

二宮尊徳先生も小田原で生誕されました。明治以降

は、政財界の元勲が住み、また北原白秋さんも生涯で

作った1,200の詩のうちの半分ほどを小田原に住んで

いるときに作ったそうです。先日、ＮＨＫでも取り上

げられました、電力王の松永安左ヱ門も晩年、小田原

で時間を過ごしたそうです。また、豊かな自然環境の

もと、漆器、寄木細工などの木製品、干物やかまぼこ、

さらには梅干しや漬物など自然との交流によって培わ

れたさまざまな物産品も、小田原市の特徴となってお

ります。

人口の動き

　そして人口については、冒頭で申し上げましたよう

に、1995年あたりで20万人を少し超えた時期があり、

この時期にちょうど都市制度でいうところの特例市に

合致し、加盟しておりますが、その後、微減傾向に入

り現在に至っています。世帯数は増えてはいますが、

人口が減っている点については、全国の地方自治体と

同じ状況にあります。

　その人口増減の内訳を見ていくと、まず自然増減に

ついては、いずこと同じように一貫して減少傾向で、

最近は自然減の勢いがなかなか止まらない状況になっ

ています。そして社会増減については、かつてバブル

の前後に小田原にも数多く流入していた時期がありま

したが、その後、流出しました。小田原の場合は、お

おむね横浜や東京の方に移っていくケースが非常に多

いです。最近はいろいろな取り組みが奏功しているの

かわかりませんが、若干、社会増が盛り返していると

ころがございますが、全体としては現在、減少傾向に

あります。

　今の地方創生の中で策定が義務付けられている人口

ビジョンによれば、いくつかパターンがありますが、
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いずれにしても2040年までには人口が相当、減ってい

くことになります。神奈川県は三大都市圏ということ

になるでしょうが、小田原市は都市圏というよりも限

りなく地方圏に近い位置にあるので、そういう意味で

の苦労もあります。

「おだわらＴＲＹプラン」の計画期間

　本日いただいた講演のテーマは、「多様な意見で紡

ぐ計画づくり～幅広い世代の声を活かす～」というこ

とで、より幅広いみなさんの意見を聞いて、どのよう

なかたちで計画づくりを行うかということに主眼を置

いたテーマになっていますので、ひとまず、総合計画

をどのようにつくったかということの話をいたしま

す。私自身は就任して 2期目の 4年目に入っており、

来年の 5月までで任期は終わりますが、就任当初のこ

ろはちょうど総合計画策定の時期でしたので、計画づ

くりにおけるさまざまな市民参画の手法を導入しまし

た。ただ現在は計画づくりというより、完全に実施、

実践の段階に入っており、市民のみなさんと一緒に走

りながら考えて動いておりますので、講演の後半で

は、そうしたお話をさせていただきます。

　まず、小田原市の総合計画「おだわらＴＲＹプラン」

の策定についてです。みなさん、ご承知のとおり、総

合計画は 3層構造になっており、まず基本構想で大き

な目的と理念を定めます。その下に大まかな主要政策

分野ごとの基本計画を定め、一番下に予算計画を伴う

実施事業の体系が並ぶという構造になっています。

「おだわらＴＲＹプラン」も同じような構造になって

おります。

　現在、取り組んでいる「おだわらＴＲＹプラン」は

正式には小田原市第 5次総合計画となりますが、この

対象年度は2011（平成23）年度から2022（平成34）年

度までの12年間となっています。前半 6年が前期基本

計画、後半 6年が後期基本計画となっており、さらに
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前期基本計画の中でも第 1次、第 2次とそれぞれ 3年

間の実施計画に落とし込んで動いています。私が就任

したのが2008（平成20）年度でしたので、就任してこ

の第 5次総合計画を作り始め、就任 3年目から今の計

画がスタートしています。

　前期と後期のちょうど境目のところの2016（平成28）

年度が来年で終わりますので、現在は、後期基本計画

の策定作業に既に入っています。ただ、総合計画を策

定した平成20年度当時の状況と現在の状況はご承知の

とおりかなり変わっていますし、諸情勢を踏まえたさ

まざまな課題の深刻度は増していますので、そういっ

た意味での見直し作業に取り組んでおります。これに

ついては後ほどお話をいたします。

「市民の力で未来を拓く希望のまち」 

 ～プロセスに希望が宿る将来都市像

　まず講演の前半では、「おだわらＴＲＹプラン」の初

期の段階での作り込みにおいて、どのような市民参画

を行ったかを中心にお話いたします。小田原市は、実

現する将来都市像として「市民の力で未来を拓く希望

のまち」を掲げています。たいてい総合計画に示す将

来都市像は、「水と緑が豊かな」であるとか「産業の自

立」など、その都市の外形的、客観的な特徴をうたっ

ていることが多いようですが、小田原市の場合には、

外面的なかたちをうたうのではなく、内面に着目して

どのような質でこの未来をつくるかということに照準

を定めています。

　私は高校時代に山岳部に所属していましたが、

ちょっと山登りを思い浮かべていただければと思いま

す。頂を目指してずっと歩いて行く道中は、息も上が

るし疲れますので、非常に苦しいですよね。でも、頂

を目指していく過程では、同じパーティーの中で苦楽

を分かち合いながら高度を上げて行き、景色が変わっ

ていくことを喜びながら歩いて行きます。将来都市像

についても、そのようなイメージです。課題を乗り越

えていく上での苦労は、確かに大変なものかもしれな

いけれども、それをみんなで一緒にやっていこうよ、

というプロセスそのものに希望が宿っているイメージ

をこのフレーズに込めています。

　そして、その中身としては「新しい公共をつくる」

「豊かな地域資源を生かしきる」「未来に向かって持続

可能である」という 3つの命題を据え、そして、まち

づくりの目標には何よりもまず「いのちを大切にする」

ということを筆頭に据えています。本日のプログラム

の中でも、お話が出ていますように、支え合って生か

し合っていくことで初めて生かされていく存在として

の人間を支える政策を何より大切にして、なおかつ地

域が今、持っている資源を生かしていくということを

明確に位置付けています。

計画策定に向けた協働の土台作りとなる取り組みを

　計画策定において具体的にいくつか工夫をしており

ますが、その一つは、先ほど速水市長からお話があり

ましたように、わが市も地域性を非常に重視した「地

域別計画の策定」をしました。この当時、小田原市は

25の連合自治会のエリアに分かれており、おおよそ、

これが小学校区とほぼ重なります。小田原市は単位自

治会が今250程度あり、その単位自治会が束になって

連合自治会区になりますが、それが25ありましたの

で、この連合自治会区ごとにそれぞれの地域の計画を

住民のみなさん自身につくってもらったということ

が、計画策定の非常に大きな出発点となっています。

　もう一つとして、「おだわらＴＲＹフォーラム」があ

ります。おそらく昨日の三鷹の清原市長さんからも同

様のお話があったかと思いますが、公募で手を挙げて

きた人たちに委員になってもらい計画を作る、という

これまでの方式では意見が偏りがちになるので、無作

為抽出で幅広く集まっていただいた市民の方たちにガ

チンコで議論していただき、それをベースに計画の本

体を作っていきました。3,000人に招待状を出して、2

00人の方からレスポンスがあり、その方たちの構成

が、満遍なく本市の年齢構成やさまざまな職業分布に

おいてもバランスが取れたかたちになりました。そし

て、大きな体育館にたくさんのテーブルを設けて、

テーマ別に話し合っていただきました。

　それから、本日はご紹介しませんが、職員にも主体

的に関与してもらう工夫をしました。これまでは、総

－ 50 －

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

～参加型の民主主義へ～



合計画の素案を作る事務局の作業は限られた職員で行

うことが多かったのですが、今回は多くの職員に平場

に出てきてもらい、そこでいろいろなディスカッショ

ンを行いました。このような、さまざまな新しい仕組

みを取り入れながら、計画策定を進めてきました。

おだわらＴＲＹプラン策定の取り組み①～地域別計画

　まず「地域別計画の策定」についてお話しします。

小田原にお出でになった方はご存じかもしれません

が、小田原駅周辺のようにいわゆる古くからの商業地

のような場所もあれば、郊外の勃興著しい商業地、そ

して郊外の住宅地といったところもあります。また、

伊豆に近い片浦地域のように過疎化が進む農村地帯も

あります。人口は多い地域では、おおよそ 1 万6,000

人ほど、少ないところでは1,700～1,800人ほどです。

このような多種多様でバラバラな地域性を踏まえず

に、今までは十把一絡げで計画をつくってきました

が、今回は、それぞれの地域の独自性を活かすために

も、きめ細かく地区ごとに計画を作ってもらうことに

しました。

　ただ、この地域別計画を作るにあたっては、東京圏

に比較的近いということや、行政がさまざまなことを

やってきて、地域の課題はもっぱら行政がやるべきだ

という意識の方がもともと多かった中で、地域別計画

を各地域のみなさんで作ってくださいと言ったときに

は、かなりの反動はありました。「そんなこと、俺たち

が考えるのかよ」「行政が考えるんじゃねえのけ」と言

われてしまうわけです。そこで職員が、地域独自の課

題を解決するためには地域のみなさんがそれぞれの悩

みを共有したり、解決策を話し合っていくことが欠か

せないですよね、というようなことを丁寧にお話し

て、何とかテーブルに着いてもらったというのが正

直、最初の風景だったと思います。

地域の多様な主体が集い、計画を作り活動する

　ただ一旦、始めると、やはり地域のみなさん方は地

域のことに非常に熱心ですし、愛着もありますし、思

いもありますので、議論をしていく中で、徐々に職員

の存在がテーブルから薄れていきます。みなさん、ご

自分でどんどん計画を作るようになり、市全体でみる

と、地域ごとに若干、計画策定に至るまでの時間の差

はありましたが、 2年弱の中で地域別計画をきちんと

まとめていただきました。

　この地域別計画を作るために集まったメンバーは実

にさまざまです。地区自治会連合会、地区民生委員児

童委員協議会（民児協）、地区社会福祉協議会（地区社

協）、青少年健全育成協議会、地区体育振興会、老人ク

ラブ、子ども会、ＰＴＡ、地元の商工会、消防団など

の諸団体が、一堂に会して議論していただきました。

こうして一堂に会すること自体が初めてだったという

地域も相当あったのではないかと思います。そうした

中で、徐々に話し合いや計画づくりにも慣れていきな

がら、現在は、自分たちでつくった計画に基づいて地

域の活動もやっていただいておりますし、また今後

は、後期基本計画に向かって地域別計画を改定する段

階になりますが、「もうそろそろ改定だよな」というこ

とを意識される地域の方たちもおり、自ら率先して取

り組み始めていただいているところもあります。

おだわらＴＲＹプラン策定の取り組み② 

 ～おだわらＴＲＹフォーラム

　おだわらＴＲＹプラン策定の取り組みとして、もう

一つ「おだわらＴＲＹフォーラム」についてご紹介し

ます。無作為抽出によって選ばれたみなさん方を核

に、計画本体の策定作業を半年間にわたって何回かガ
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チンコで議論してもらいました。その議論の場をベー

スにしながら、議論から出てくる内容と行政サイドで

の内容の突き合わせ。また、一方で、例えば福祉分野

ならいろいろな福祉団体、経済分野ならいろいろな商

工業団体といった、専門の団体のみなさんと市民のみ

なさんとの突き合わせをする。こうしたかたちで 3者

が内容を詰めていくという作業をしました。ちなみに

「おだわらＴＲＹフォーラム」という名称には、3を意

味する「ＴＲＩ」と、挑戦する「ＴＲＹ」の 2つの意

味が込められています。

　この場に参加されたみなさんは、無作為抽出で依頼

し、それに応じていただいた方たちですが、オープニ

ングのときに私が「今まで市の総合計画を見たことが

ある人はどのくらいいますか」と質問したところ、 3

割も手が挙がりませんでした。総合計画という言葉そ

のものを今回の応募で初めて聞いたという方も数多く

いました。今まで市民参加といって標榜して集まって

きた方たちが、結果的には本当はいかにマイノリティ

であったということを私たち自身もあらためて認識し

ました。おそらく今は日本中で、いろいろなかたちで

無作為抽出の取り組みがされていると思いますが、と

ても重要なプロジェクトだと思います。それからま

た、表をご覧になっていただくとわかるのですが、こ

の200人の方たちは満遍なく幅広い世代から構成され

ております。

計画だけで終わらせず課題解決のために

　以上が総合計画「おだわらＴＲＹプラン」の概要の

お話しですが、計画は、計画そのものだけで完結する

わけではなく、当然それを実現していく作業が伴いま

す。また、さまざまな個々の課題は、いつも解決され

た状態にあるわけではなくて、いつも課題として存在

している、現在進行形の状態にあります。それをどの

ように解決するのかといえば、いちいちその計画を

作ってから「では、こういうふうにやっていこうよ」

ということで動いていくよりも、実際に関わるみなさ

ん方が当事者になって、一緒に走りながらやっていく

方が圧倒的に早いということもあります。そうした意

味で、本日は「無尽蔵プロジェクト」と、もう一つ「小

田原まちづくり学校」の話を少しだけ紹介させていた

だきます。

　では、まず「無尽蔵プロジェクト」についてお話し

します。二宮尊徳さんが、全国600カ所の荒廃した農

村を復興するときに言っていたのが「荒地は荒地の力

で」という言葉です。要は、よそから持ってきた人材

や財力をそこに注ぎ込むのではなく、もともとその地

域にある力をいかに育てるか、ということが大切で、

そうしなければ本物にはならないというのがその言葉

の意味であり、そしてそれを実践された方です。ひと

たび、農村の人びとのこころにそうした思いが湧き起

こって、自然や文化、そして地域の力が発揮されれ

ば、無限にそういった力は湧き出してくる、というこ

とで“無尽蔵”という言葉をよく使っていらっしゃい

ました。

　そこで私たちも、地域に潜在している力を底から湧

き出たせる取り組みを「無尽蔵プロジェクト」として
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着眼して、地域経済の活性化や市民活力の向上という

テーマでみなさんと一緒に取り組みました。「行政と

市民の協働」はよく言われていることですが、行政は

特に経済の分野は不得手ですので、民間のそれぞれの

専門性を持った方たちに完全にエンジンを持っても

らった方が早い。それを進めていく上で行政がバック

アップあるいは併走できることは何だろうかというこ

とを組み合わせて、チーム立てをしました。市民の発

想とノウハウで活性化事業を企画・実施するものです。

「無尽蔵プロジェクト」事例①

 ～ウォーキングタウン小田原

　「無尽蔵プロジェクト」を立ち上げるにあたり、まず

私が、小田原で取り組めるけれども十分に取り組みき

れていない、あるいは顕在化できていない可能性があ

る分野として10のテーマ設定をしました。その中から

本日は、具体的な取り組みとして 2つのプロジェクト

をご紹介します。

　小田原は、歩いて回ることのできる非常にコンパク

トなエリアに、歴史的な史跡も多く、いろいろな景色

を楽しめる上に、おいしい食べ物もたくさんある。た

だ、それらを歩いて体験してもらえるような、きちん

としたまちづくりができていませんでした。そこでポ

イントとなるような場所をつないで「ウォーキングタ

ウン小田原」をみんなでつくりましょう、ということ

をお題の一つとして出しました。

　そして、市内で活動しているＮＰＯ団体、ガイド協

会など、さまざまな文化団体等が一緒に額をつき合わ

せて、どういうルート立てをしたらみなさんに歩いて

もらえるか、どこの拠点をどのように使えばよいか、

といったことを検討していただきました。そして現

在、小田原駅、小田原城、また軍人たちが住んだ界隈

などを中心に、回遊ルートがかなりできており、相当

多くの方にまち歩きをしていただいております。そし

てこれは、外からいらっしゃるお客さんだけではな

く、市民の方も地元の魅力に気づく、よいきっかけに

もなっています。

「無尽蔵プロジェクト」事例②

 ～片浦みかんプロジェクト

　小田原で一番の過疎地である片浦地域は、柑橘の名

産地ですが、高齢化によってミカン園の廃園が進んで

います。そこで眠っている農園を活用する片浦みかん

プロジェクトに取り組んでいます。長年栽培されてい

た有機栽培のレモンに着眼し、生産者、地元の経済

界、そして二宮尊徳さんを祭る二宮神社の宮司さんも

プロジェクトに加わり、 6次産業として片浦レモンサ

イダーをつくり小田原のヒット商品となりました。

　「無尽蔵」という観点から、ほかにも芸術文化関係や

自然環境保全のグループなど、いくつかのプロジェク

トが動いており、まさに着想から、民間のさまざまな

みなさんが初めてここで顔を合わせ、そして事業化へ

のアイデアをつくり、実施していく。これは、その段

階で行政ができる人的な支援、あるいは行政が動く上

での予算的な措置も加わり、一緒になって実現してい

くプロジェクトであり、まさに走りながらかたちを

作っている一つの典型的なケースです。

将来を担う人材を育てる「小田原まちづくり学校」

　それから小田原まちづくり学校という取り組みもし

ています。首長はさまざまな局面で「このテーマにつ

いてはどうしたらいいかな」と非常に悩むことがある

ので、小田原市には行政戦略アドバイザーという制度

があり、例えば、地域包括ケアのテーマにどのように

アプローチしたらよいかということについて、ご専門
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の方に市長室に来ていただき、その関係の部長や課長

たちも同席し助言を受けています。ただ、それだけで

は足らず、そういった場に市民のみなさん方に同席し

てもらい、一緒に考えるという場が「小田原まちづく

り学校」です。

　その端的な例が東日本大震災の後の対応です。小田

原市は福島の原発から300キロも離れているのです

が、ブランド品である足柄茶から放射性セシウムが検

出され出荷停止になり、 3 年間ほど動きませんでし

た。また計画停電により、小田原の経済を支えている

箱根では、ホテルも旅館も開業できなかったので、お

客さんがばったりと減ってしまった。主要産業である

かまぼこも、加工にエネルギーをたくさん使いますの

で、計画停電で操業ができず、経済活動が止まりまし

た。

エネルギーの自給自足を目指して

　こうしたことをきっかけに、小田原でも再生可能エ

ネルギーに取り組みエネルギーの自給自足をしよう―

―かねてから私自身もそのテーマをずっと考えており

ました――ということで、この分野の第一人者である

飯田哲也さんに来ていただき、小田原駅の上にある広

場でお話しいただきました。そうしたところ、非常に

市民のみなさんも関心があり、そこにどっと集まって

飯田さんと私の話を聞いてくれて、「では、小田原で小

田原電力をやろう」ということになり、それを皮切り

として、再生可能エネルギーの取り組みが始まりまし

た。では、どのようにして小田原で取り組むことがで

きるのか、と勉強を始めたのが第 1回の小田原まちづ

くり学校です。

　その後「小田原まちづくり学校」では、民間の若手

の方たちが異業種交流をしながら、新しい事業を立ち

上げるためには何ができるか、あるいは、シニア人材

の活用はどんなことができるかなど、さまざまなテー

マに取り組み、現在、第10講座まで開催されました。

まちづくり学校が、これからの課題に向けて共に考え

ていく一つの場になっております。まさに動きなが

ら、課題に対してリアルに答えを出していく取り組み

です。

協働で地域課題に取り組む①～地域コミュニティ

　小田原では、高齢化社会への対応、地域での子育

て、ごみの減量、あるいは老朽化する公共施設などさ

まざまな課題がありますが、これらについて、市民の

みなさんとの協働で解決していこうということで、走

りながら考える協働事業に取り組んでいますので、少

しご紹介させていただきます。

　先ほど速水市長からもお話があったように、いろい

ろな課題の解決をしていく基礎単位として、最も重要

なのは地域コミュニティだと思っています。そこで、

地域コミュニティにさまざまな取り組みをしていただ

けるようにできればと思っている一方、一度に多様な

課題をどかっと下ろしてしまうと大変になり、拒否反

応も起こるかと思いますので、できるところからやっ

ていただきましょうよ、というかたちで進めておりま

す。

　行政と各地域の連合自治会単位で協定を結び、地域

コミュニティを推進していくという事業に取り組んで

おりますが、今年度で26地区すべてにその協定が行き

渡りますので、ようやく雲南市の取り組みの半分ほど

のところに辿り着きます。これは数年前の小田原では

考えられなかった状況であり、ここ数年で大きく進歩

しましたが、ここに至るプロセスでは、本日ちょうど

ご出席されている名和田是彦先生にも多大なご指導を

いただいております。
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協働で地域課題に取り組む②～ケアタウン

　それからまた、高齢化社会を迎えているということ

もあり、地域での支え合いを育むためにケアタウン構

想をつくり、高齢者だけではなく、障害を持った人で

子育てに苦労している若い親御さんの家庭などを地域

でお互いに支え合っていく取り組みを進めています。

諸団体だけではなく民間の事業者、そして一般の市民

の方たちにも関わってもらって取り組んでおります

が、これも地域によってかなり進んでいるところと、

まだまだのところがあります。ただ、こうした取り組

みの中で新しい地域包括ケアのメニューにもなってい

る生活応援隊事業も自発的に生まれており、それが広

がりつつある状況になっています。

協働で地域課題に取り組む③～スクールコミュニティ

　子どもたちの問題は深刻であり、私も非常に悩んで

いることの一つですが、家庭や学校の教育力の低下を

補うのはやはり地域であると考えており、地域総ぐる

みで子どもを育てるためにスクールコミュニティとい

う取り組みをしています。

　これは小学校がコミュニティの中心であるという意

味と、地域全体がスクールであるという両方の意味を

持たせていますが、地域の中にある子どもにまつわる

情報を瓦版として全世帯で共有するようなことも進め

ています。それから、スタートしたばかりではありま

すが、子どもの居場所づくりとして、これまでシル

バーの方たちが週に一度、集まっていたところに「俺

たちのところに子どもたちにも来てもらうべよ」とい

うことで、子どもが来るようになるなど、いろいろな

かたちで地域の居場所づくりを市民のみなさんたちが

進めてくれています。

協働で地域課題に取り組む④

 ～生（いき）ごみ小田原プロジェクト

　ごみ処理の中で可燃ごみを減らすために一番効果的

なのは、ご承知のとおり、生ごみを減らすことです。

そこで小田原の場合は「生（いき）ごみ小田原プロジェ

クト」として、各家庭で、基材（おがくず、ピートモ

ス、もみ殻くんたん、腐葉土の混合物）を入れた段

ボールの中に、生ごみを入れて堆肥にしてもらおうと

いうことを市民のみなさんからなる検討委員会で決め

ていただいて、取り組んでいます。すでに足かけ 5、

6 年になりますが、現在4,000世帯以上に参加してい

ただいております。名称についても、委員のみなさん

が自分たちで「生ごみを“なまごみ”ではなくて“い

きごみ”と読ませようよ」と決めました。

　このプロジェクトを進めるのは、市民主体の「小田

原生（いき）ごみクラブ」であり、連合地区ごとに活

動を推進する「生ごみサポーター」の方がいて、その

地区ごとに参加を募るイベントや講習会を開催して、

市民のみなさん自身が動いてくれています。そして、

小田原のごみ減量に貢献しているということで、先

般、「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会」

（国の 7省庁などから構成）から、生ごみの排出抑制

－ 55 －

講演②

多様な意見で紡ぐ計画作り～幅広い世代の声を活かす～



や、プロジェクト参加者のサポート、市民への普及啓

発などの活動が評価されて、協議会会長賞を受賞しま

した。

協働で地域課題に取り組む⑤～身近な公園プロデュース

　小田原市内には、130ほどの都市公園がありますが、

職員をなかなか増やせない状況の中で、これら公園の

管理が行き届かなくなっています。枝は伸び放題で、

草刈りもできない、遊具の老朽化に対応できないとい

う状況なので、アダプト制度といった呼び方などで同

様の取り組みがありますが、小田原では「身近な公園

プロデュース」という名称で取り組んでおります。

　地域のみなさん方に、「材料費だけは出しますので、

公園のプロデュースを考えてぜひやっていただきた

い」という呼び掛けをして、現在、順次その公園のプ

ロデュース化が進んでいます。地元の老人会と子ども

会が一緒になってやっているケース、また、近くの中

学校が生徒会で丸抱えして公園のメンテナンスをして

くれているケースなど、さまざまなかたちで進められ

ております。特に子どもたちが関わり始めると、地域

の大人が黙っていられなくなり、大人たちも漏れなく

出てくるという好循環も生まれつつあります。

　以上、小田原の協働について、少し駆け足でご紹介

しました。ほかにもさまざまなケースがありますが、

ともかく小田原の場合は、課題を実際に解決するため

に一緒に協働を組んで走りながら考えています。市役

所も一生懸命考えますが、市民のみなさん方にも一緒

になって考えていただき、お互いに知恵を出したり、

出されたり、そして、引っ張ったり、引っ張られたり

しながら進んでいるのが今の現場の状況です。

「共創のアプローチ」で時代に合った後期基本計画を

　最後に、今後の後期基本計画の策定に向けた話を少

しだけさせていただきます。冒頭で申し上げたよう

に、第 5次計画を策定した2008（平成20）年当時と今

では、ご承知のとおり、状況が相当変わっておりま

す。当時できたものも財政的にできない。あるいは当

時、大丈夫だった公共施設も既にもたなくなってい

る。高齢化は一気に加速しており、深刻度が増してい

る。こうした状況の中で、相当程度、前期に定めた計

画の見直しをしなければいけないと思っています。

　「不易と流行」という言葉がありますが、何が不易

で、何が流行なのか、どの幹をしっかり残して、どう

いった根を張らして、どの枝を切り詰めるのかという

作業をしなければいけないと思っています。そういう

意味では、後期基本計画に向けて、また私に次の任期

があるとすれば、有権者のみなさんにも「みんなで負

担の分かち合いもしていきましょうよ」という非常に

厳しい話もしなければいけない局面に来ていると思っ

ています。その前段になるのが、この後期基本計画の

見直し作業だと思っています。

　現在、取り掛かっていますのが、これまで一緒に

やってきた市民のみなさんとともに、どういったかた

ちで計画の見直しを進めていくかという「共創のアプ

ローチ」と、先進的な事例に精通されている有識者の

方々との本音の議論です。こうしたことをしながら、

今、素案の取りまとめをしているところです。

　「共創のアプローチ」とは、私自身ではなく担当して

いる職員が考えたものですが、例えば高齢化が進む地

域の課題にどのように取り組んでいくか、ということ

について市民のみなさんや現場の方たちと話をしなが

ら、このかたちであれば対応していけるだろうという

仮説をつくり、それを実際に短期間のワークショップ

等を通して検証し、それを踏まえて計画に盛り込んで

いく、というものです。こうした作業をいくつかの

テーマで、現在取り組んでいるところであり、今年度
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中にいくつかこれを行い、それを来年度いっぱいかけ

て行う後期計画の策定に活かしていきます。

　もう一つの有識者懇談会については、神野先生もよ

くご存じの慶応大教授で財政学がご専門の井手英策先

生に来ていただき、井手先生ご自身が非常に注目して

いる各地の先進事例の方たちをお呼びし、私以下、主

要部長（そして、関係する民間の方たちにも来ていた

だくことも）で彼らを囲み議論をしながら、次の方向

性はどちらだろうという話をする場を、何回も積み重

ねています。ちなみに余談ですが、井手先生ご自身も

最近、小田原に家も建てられ、小田原に骨を埋めてい

ただけるとのことですので、同じ思いで小田原の未来

のために今汗をかいているところです。そうしたこと

も含めて、現在、後期計画の策定作業に向かっている

ところです。

問題解決能力の高い小田原を目指して

　市長就任直後に当時の状況を踏まえ、可能な限りの

市民参画を図りながら作った計画を実施し、また、そ

こに盛り込めていなかった課題については、走りなが

ら市民のみなさんと一緒に考える場をいくつも作って

きました。その中で検証しながら出てきた課題を、後

期計画に向けて今、ＰＤＣＡサイクルでいうところの

Ｃ（check）の段階に乗せ次の段階に進んでいこうと

しています。

　小田原市は、問題解決能力の高いまちを目指してい

ます。これから予測不可能な状況に日本社会が突入し

ていきますし、その難しさが今の段階では想像しきれ

ないものがありますが、要は問題集に書いてあるよう

な定型化された問題への答えを出すだけではとても対

応しきれません。応用問題が出たときに対応できるよ

うに、行政や市民のみなさん、民間事業者、諸団体の

それぞれのレベルが進化していかないといけない状況

の中で、今日お話ししたような協働の場をできる限り

進行形のかたちでつくっていくことに現在、取り組ん

でいるところです。

　ご清聴ありがとうございました。
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プロフィール：中村ノーマン（なかむら・ノーマン）
第 9期外国籍県民かながわ会議委員長
10歳で渡日したカナダ国籍。日本語を母語としない子ど
も時代に、家庭内の母語・母文化教育を経て、川崎市内
の民間会社に就職し母語も生かしている。外国籍県民か
ながわ会議では、第 8期の副委員長・教育文化部会長に
就任し教育の提言まとめに尽力。川崎市多文化共生施策
検討委員会委員など種々の行政審議会委員を経験。
市民団体の多文化活動連絡協議会にて、多文化共生を推
進する交流事業と子育てから高校卒業までの高校進学支
援事業に取り組んでいる。高校進学支援を目的とした学
習支援では、家庭への支援に力を入れている。外国人の
地域参加を通じた、社会に問題を知らせる大切さや協働
による課題解決の糸口について話す予定。

講演③

多文化共生を目指す提言づくり

中村ノーマン（第 9期外国籍県民かながわ会議委員長）

～マイノリティの声を活かす～

果たして外国人とともに暮らしているのか

自治体経営の観点から横につなぐ

外国籍県民の一個人ではなく代表として

県立高校にアンケートを実施

提言検討案ができるまで

第 8期までに104の提言を

会議の成果としての提言の施策化

外国人の住みやすいまちとは

会議に参加した動機

会議に参加して得たもの

課題の発見・可視化から行政との協働へ

民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～
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中村ノーマン（第 9期外国籍県民かながわ会議委員長）

多文化共生を目指す提言づくり
～マイノリティの声を活かす～

果たして外国人とともに暮らしているのか

　皆さん、こんにちは。中村ノーマンといいます。カ

ナダ国籍です。昨日から今日のこれまでの議論を聞き

ながら、マイノリティについてどう政策につないでい

くのかという思いでいました。つまり、私の立場とは

違うのだなということを非常に感じました。というの

は、私は当事者なので、今日は誰々を支援する、明日

は誰々を支援するという立場に立てなくて、自分は常

に課題の対象であるということを感じつつ、その立場

から、本日は「多文化共生を目指す提言づくり～マイ

ノリティの声を活かす」という話をさせてもらいます。

　最初のスライドの右上にテレビの画面があります

が、これは日本テレビの番組で「“外国人と暮らす”社

会へ」ということで、この外国籍県民かながわ会議も

取り上げられます。外国人はいるけど、果たして外国

人とともに暮らしているのだろうか、と言ったことを

より多くの人に考えてもらうきっかけとして、メディ

アに取り上げられたときには、それを大事にして広報

しています。

自治体経営の観点から横につなぐ

　神奈川県には、おそらく多くの方はご存じかと思い

ますが、外国人の登録者数は16万6,000人ほどで、小さ

な自治体の人口と同じくらいの人数になります。その

中に多様な国籍の人たちがいて、これを外国人とく

くってしまっています。果たしてくくっていいのだろ

うかという疑問は常に感じながら、外国籍県民かなが

わ会議の運営に携わっております。また外国人が神奈

川に住むようになったきっかけというのは本人の意思

だけではなく、歴史的な背景であったり、それから仕

事や結婚などで求められた結果としてであったり、子

どもがその親に呼び寄せられたり、あるいは、生まれ

たのが日本であった、ということなどさまざまです。

　神奈川県は、外国につながりを持つ人が地域の構成

員であるということを認め、「かながわ国際施策推進

指針」をつくり定期的に更新しています。その指針に

おいて多文化共生の地域社会づくりや外国籍の住民に

関して考えていかなければいけないことを啓発してい

ます。外国籍県民かながわ会議も、その推進体制の中

に位置付けられております。ちなみに、この「かなが

わ国際施策推進指針」を知っている人はいますか。そ

うですよね、あまりいませんよね。指針とはそういっ

たもので、これまでの議論で縦割りという話も出てお

りましたが、こちらの部局が作った指針、あちらの部

局が作った条例、となることが非常に多く、自治体を

経営するという観点から考えたときに、いかに横をつ

なぐかということが重要ではないかと思います。
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外国籍県民の一個人ではなく代表として

　外国籍県民かながわ会議について、詳しくはスライ

ドを見ていただきたいのですが、外国籍の住民が増え

る傾向にある中で、その人たちに対して対応しなけれ

ばならないという認識が行政側にあり、それから外国

籍県民は住んでいればもちろんいろいろな課題を抱え

てしまいます。そこの両者の必要性が合致して、この

ような会議が設けられたのかなと思います。トップダ

ウンで上からの流れでつくられたものでしょうが、こ

うした会議の場は絶対に下からはつくれないのではな

いかなと思います。マイノリティに対する対応につい

ては、マイノリティの声が出てきて、それがいろいろ

な人に認められて政策につながるという流れができて

いる部分ももちろんあると思うのですが、実際にはそ

れを実現させることは非常に困難を極めます。

　それから、もう一つ伝えておきたいのは、委員に

なっている人たちについては、自分自身の個人として

の課題を会議に持ち込むという意識では不十分で、代

表として外国人の抱える課題は何だろうかということ

に対して高い意識や関心を持つことが必要です。自分

の課題を議論するだけでなく、さまざまな課題が議論

できるようにならなければ、この会議は実際には回っ

ていきません。

　委員の数は20人、公募制で任期は 2年です。それか

ら通常、行政が開く会議はテーマが決まっています

が、この会議の最大の特色は、テーマは参加した委員

が決めるし、会議の進め方についても自主運営なの

で、行政がこのように進めてくださいという既定路線

を出して、その上に乗っかるかたちの会議ではありま

せん。また会議のサイクルについては、最初にテーマ

設定があって、その結果を知事に提出し、施策化の措

置状況を更新していきますので、知事との関わりが非

常に深い会議です。

県立高校にアンケートを実施

　いかに自由に会議を運営できているかについて、私

が教育文化部会長を務めた第 8期の会議（現在は第 9

期です）のことをご紹介します。これは事務局との協

力関係の結果でもあるのですが、第 8期のときに「自

分たちの関わっている課題について、果たして現場と

どれだけ認識が合っているのか（あるいは合っていな

いのか）を擦り合わせたい」ということで、県立高校

に対してアンケートを実施し、約90％の回答を得まし

た。こうしたことを普通の審議会で行うのは非常に難

しいのですが、これが可能となるのが外国籍県民かな

がわ会議です。
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　これは知事が設置している会議なので、提言の内容

を知事に報告しますが、第 8期に関しては非常に特別

な思いで、たくさんの提言を出した中で、教育の提言

が非常に多かったので、ぜひ教育長に説明をさせてく

ださいとお願いし、お会いして報告させてもらいまし

た。

提言検討案ができるまで

　前のスライドにある提言検討案ができるまでに、ど

のように会議を進めているかを図で説明します。単に

会議の場としてそれぞれの委員が持っている意見を寄

せ集めるだけではなく、実際に学校に出掛けていった

り、それから研究者と意見交換をする学習会などを開

いて、委員のあいだでさまざまな観点から議論をした

上で提言検討案としてまとめられています。ここに書

いてある例は教育に関するものですが、この期は合計

11の提言を出しています。参考資料として第 8期の記

者発表資料（66～68ページ参照）をお配りしましたが、

11の提言について非常に大ざっぱな概要がそこに記載

されております。

第 8期までに104の提言を

　第 1期から第 8期までの会議でどのようなことを提

言してきたか整理をすると、大きくは教育に関するも

のが約半数です。これは自分が子どもを育てている、

もしくは子どものことを思って将来に不安があり、つ

まり裏を返すと、自分も困っているけど、自分の次の

世代でも困ることになるだろうという心配が非常に大

きな比重を占めているということだと思います。

　それから、社会生活に関しては、非常に多様に意見

が出ております。一般のまちづくりとかなり違うの

は、多言語情報の出し方、相談の仕方、それから雇用

に関する支援が必要である、雇用に関する課題がある

ということです。また外国人ならでは、ということで

は、入出国管理にまつわるものがありますが、これは

日本に住むためには在留資格、ビザがないと住めない

ということがあるためです。

会議の成果としての提言の施策化

　この会議による成果がいくつかあります。これがす

べてというわけではなく、代表的なことをここに掲げ

ております。外国人居住支援システムの結果、外国人

住まいサポートセンター、本日も討議者で参加されて

いる裵安（ぺいあん）さんが運営されている機関が立

ち上げられましたが、住まいの話だけではなく、実は

日常の生活、教育などあらゆる問題がそこに寄せられ

てくる。さらには普通の相談窓口と違い、同行支援も

しています。これは、本人だけでは対処することがで

きない問題に対して本人の意思に沿うように、例えば

行政と打ち合わせを設定し、そこに同席するというも

のです。

　それから医療通訳については、言葉の壁ができるだ

け取り払うためのもののです。言葉が通じないと「何

をされるかわからない。自分の言いたい、伝えたいこ

とが伝えられない」と考えてしまい、医療機関にかか

りたくないという気持がまず起こってしまいます。こ

の医療通訳は、予約制の派遣システムですが非常に先

進的といわれているものです。

　教育に関しては、外国人が受けるための試験の制度

をつくり、それに対して受け入れる子どもの数が、

ゆっくりですけど、着実に増えているように見えま

す。これは学校に入るための試験の条件の緩和だけで

はなく、入った後の支援もします。小中学校で支援を

受けていない人がなぜか高校に入ってからようやく支

援にたどり着く。だけど、高校に入らないと、その支
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援にたどり着けない、というのが現実です。それから

また、会議の成果として、このような提言の施策化だ

けでなく、地域参加の推進も重要であり、いくつかの

事例を挙げています。

外国人の住みやすいまちとは

　つづいては、私に関することを少し話したいと思い

ます。「外国人の住みやすいまち」とはどういうまち

なのか。もちろんこれは“外国人も”という意味も含

まれているのですが、ここでは敢えて“外国人の”と

書いています。そして暮らしやすくなるためには、ま

ず何よりも「未来に希望を持てる」ということが大事

です。

　スライドでは「普通の生活」という言葉を使ってい

ます。ただ現代は価値観も多様化しているのでなかな

か難しい部分もあるのですが、結婚や子育てをしたい

といったことは夢や希望としておそらくあるだろうと

思います。ただ、ここで一番主張したいのは、納税世

帯をつくるということです。納税するのは当たり前で

しょう。憲法でも納税の義務が規定されていますよ

ね。ただ、収入が低くて納税できない、むしろ税金を

取れないという人が、自分の住んでいる地域に（ある

いは自分の隣に）いるかもしれないということは意外

と知られていないのではないかと思います。

　外国人はどこで生まれても（もちろん日本を含め

て）、高校にすんなりと入ることはできない状況にあ

ると思います。高校に入れないと、その先の職業選択

の幅が狭められ、普通の生活にたどり着けない。とか

く子どもの学力に目が行きやすいと思いますが、それ

だけでなく、例えば高校については制度を理解できて

いなくて、高校に行けることそのものを知らない人た

ちもいます。また保護者自身が、教育水準が低い場合

や、生活困窮という課題を抱えている場合もあります。

　そうした人たちがどのように日本で暮らしているか

というと、母語を使って働くことのできる仕事をして

います。私はこれを「素晴らしい」という意味で言っ

ているのではなく、日本語も日本文化も身につかない

保護者の下で子育てが行われなければならず、その結

果がこうした事態になっていることはしっかりと考え

ていくべき課題だろうと思います。

会議に参加した動機

　こうしたことを感じながら会議に参加してきました

が、当初から参加するにあたっては、何らかの問題意

識や課題を持った方がよいと思っておりました。そこ

で考えたこととしては、私自身が高校進学の支援をし

てきた現場から得た経験を共有したいということ、そ

れから、もう一つは誉める提言もしたいということで

す。外国人が提言をしてその内容について、実現され

ていない部分があれば、ついそれを指摘するという傾

向になりがちなので、そうした傾向を改めたいと思い

ました。会議に参加する以上は何らかの思いを持って

参加し、参加している人たちの合意形成をつくってい

くという姿勢が重要だろうと思います。

　それから、「語られることが少ない問題の発信」とい

うのも動機の一つです。このような問題がすべて会議

の提言につながるわけではありませんが、より多くの

人にいろいろな問題を知ってもらうことは重要ではな

いかと考えました。まず課題そのものを掘り起こすの

が困難な背景としては、子どもと会話をしていても本

当のことを言ってない場合があること、仮に言葉が話

せたとしても学習が不十分なだけだろうということ

で、子どもたち本人が抱えている課題を見抜くのが難

しいことがあげられます。また日本の教育の仕組みだ

と、保護者がしっかりと子どもの面倒を看ているとい

う前提に立っていますが、現実は違いますし、さらに
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は可視化しても解決できないような課題もたくさんあ

ります。外国籍県民であるから、ということだけで関

連するすべての問題を理解できるわけではありません

が、同じ立場だと共感しやすい部分はあります。なの

で、外国人だけで構成されるこの会議の意味は大きい

だろうと思います。

会議に参加して得たもの

　会議に参加して得たものは、ネットワークやさまざ

まな学び（特に神奈川県ができること、できないこと

については多くを学びました）、それから共有（提言の

テーマを会議の場以外でも議論）ということですね。

　もう一つ、子どもの教育に関することに戻ります

が、日本の教育は、学校と家庭学習の二輪があり、先

ほど家庭の力が弱いという話に少し触れました。家庭

が弱いと、当然教育が進まない。地域での取り組みも

必要となるでしょう。子どもたちにどういうことが本

当に必要なのかと考えた場合、書き言葉、学習言語を

身につけることが大切です。日常の会話ができている

と、つい安心してしまいますが、書き言葉や学習言語

はまったく別のものであり、これは子どもだけでなく

保護者についても同様であり、教育や子どもの成長に

関わる重要な課題となっています。

Norman 2015.11.15

13

課題の発見・可視化から行政との協働へ

　大切だと思うのは、まず、いろいろな活動をしてい

く中から課題を発見すること、そして、それを可視化

することです。そうした活動を継続することによっ

て、場合によっては環境が変わり、行政との連携をす

ることにもなるでしょう。行政との連携や提言ありき

ではなく、こうした、いろいろな方に支えられながら

の活動を積み上げていくことが大切であり、そのため

には、一人ひとりが、まず自分の向き合うべき課題を

見つけていくこと、そして見つけることによって議論

が進み、深まることで行政との協働も場合によっては

見えてくるでしょう。こうしたことはいきなりできる

わけではなく、ステップ・バイ・ステップで進むもの

だと思います。ただ一方では、スピードが遅いなとも

思いますが。

　知事がさまざまなテーマについて県民と直接対話す

る「対話の広場」において、つい先日、外国人も暮ら

しやすい地域づくりをテーマとした場があり、そこに

協力させてもらいました。知事が直接、県民からの意

見を受けて、今後取り組んでいくべき課題を抽出して
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いく場でもあるのでしょうが、そうした場に選挙権も

ない私が協力できたのは、自己満足でもあるのです

が、非常に意義深いと思いました。神奈川県には深く

感謝しております。これによって多くの外国人の方

に、より手厚い支援が進むことを願っております。以

上です。

（※次ページに、外国籍県民かながわ会議第 8期最終

報告についての記者発表資料を掲載しています。）
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ＫＩＦ報告

外国人市民の参画制度の設置状況調査・概要
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外国人市民の参画制度
神奈川県

1 会議体の名称 外国籍県民かながわ会議

2 設置年 1998年（平成10年）

3 設置根拠（条例・要綱等） 要綱

4 設置目的

【目的】外国籍県民の県政参加を推進し、外国籍県民が自らに関する諸問題を検討する場を
確保するとともに、ともに生きる地域社会づくりへの参画を進めることを目的として、外国
籍県民かながわ会議（以下「外国籍県民会議」という。）を設置する。【要綱第 1条】

【所掌事務】外国籍県民かながわ会議は、外国籍県民としての立場から、次に掲げる事項に
ついて協議を行い、知事に提言を行うものとする。ただし、外国に関する事項は、協議及び
提言の対象としない。
（ 1）　外国籍県民に係る施策に関すること。
（ 2）　外国籍県民の視点を生かした地域づくりに関すること。
（ 3）　その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項。【要綱第 2条】

5 実施主体 神奈川県

6 担当部局 県民局くらし県民部国際課

7 開催回数（年） 6回～ 8回

8 定員 20名以内

9 募集方法 公募

10 任期 2年（一期に限り再任あり）

11 資格要件（年齢） 18歳以上

12 資格要件（国籍・出身） 外国籍

13 日本国籍取得者の参加 有（元難民の日本国籍取得者）

14 日本人市民の参加 無

15 資格要件に関する条文
住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定により住民基本台帳に記録されている者のう
ち、日本国籍を有しないもの。ただし、難民については、日本国籍取得者を含むものとす
る。【第 3条の（ 2）】

16 ファシリテーターの存在 無

17 小委員会・分科会の設置（2015年現在） ①教育文化部会、②社会生活部会

18 一般への開放 傍聴可

19 関連審議会 かながわ国際政策推進懇話会（1991年設置）

20 人権指針や条例等との関連 「かながわ人権施策推進指針」（2013年改訂）
「かながわ国際施策推進指針」（第 3版　2013年改訂）

21 国際交流団体の有無 公益財団法人かながわ国際交流財団（1977年設立）

22 多文化共生イベント・フェスティバルとの関連 あーすフェスタかながわ実行委員会

23 提言の有無 有⇒フィードバック

24 提言（一部抜粋）と提言が施策に活かされた事例

【実績】
①「外国人居住支援システム」、「医療通訳派遣システム」の設置
②公立高校の外国人特別募集の実施校の拡大
③県ホームページによる多言語生活情報の提供　　等

25 特徴 外国籍県民にかかわる施策が幅広く提言されている

神奈川県

総人口 9,100,346

外国籍住民総数 166,066 （対県民総人口比）1.8％

①中国 54,520 （対外国籍住民比）32.8％

②韓国・朝鮮 29,355 17.7％

③フィリピン 18,482 11.1％

④ベトナム 8,532 5.1％

⑤ブラジル 7,864 4.7％
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2015.11　公益財団法人かながわ国際交流財団の設置状況調査・概要
川崎市 藤沢市

外国人市民代表者会議 外国人市民会議

1996年（平成 8年） 2011年（平成23年）

条例 藤沢市多文化共生のまちづくり指針

【目的】本市の地域社会の構成員である外国人市民に自らに係る諸問題を
調査審議する機会を保障することにより、外国人市民の市政参加を推進
し、もって相互に理解しあい、ともに生きる地域社会の形成に寄与するこ
とを目的として、川崎市外国人市民代表者会議（以下「代表者会議」とい
う。）を設置する。【条例第 1条】

【ホームページより】
川崎市は、外国人市民をともに生きる地域社会づくりのパートナーと位
置付け、1996年12月に外国人市民の市政参加の仕組みとして外国人市民
代表者会議を条例で設置しました。

【目的】外国人市民の市政参加のため

【参考：「藤沢市多文化共生のまちづくり指針」の「市民参加」項目より】
① 外国人市民により構成された会議の充実をはかり、外国人市民の意見
等が施策に反映されるよう努めます。

② 市が行う市民意識調査等については、外国籍市民も対象にして意見の
反映に努めます。

③ 外国人市民の市の審議会委員等への参加を進めます。

川崎市 藤沢市

市民・こども局人権・男女共同参画室外国人市民施策担当 企画政策部平和国際課国際交流・多文化共生担当

4回（ 1回あたり 2日） 年 5～ 6回

26人以内（特別職地方公務員） 特段定めず（15名程度）

公募 依頼（藤沢市内の大学と企業、日本語教室に依頼）

2年（一期に限り再任あり） 任期無（その都度補充）

18歳以上 18歳以上

日本国籍を有しないもの【第 4条の 2】 出身（柔軟に対応）

無 有

無 無

代表者は、日本国籍を有しないものであって…【第 4条の 2】 無

有（調査を担当する専門調査員） 有（コーディネーター）

①福祉教育部会、②社会生活部会 無

傍聴可 無

外国人市民代表者会議調査研究委員会（1994年⇒96年答申）
川崎市多文化共生施策検討委員会（2005年⇒2015年 3 月廃止）
川崎市人権施策推進協議会外国人市民施策部会（2015年）

ふじさわ人権協議会
なお、市役所庁内プロジェクトとして「藤沢多文化共生推進会議」を設置

定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書（94年市議会）
「川崎市多文化共生社会推進指針」（2005年策定、08年改訂）
「川崎市住民投票条例」（2008年）
外国人市民意識実態調査報告書（2015年）

「藤沢市人権指針」（2007年）：特に「外国人市民の人権を尊重するために」項目
「藤沢市多文化共生のまちづくり指針」（2007年策定、2014年改訂）：特に
「外国人市民による市政参加」項目
外国人市民意識調査（2011年）

川崎市国際交流協会　（1989年設立）
川崎市国際交流センター（1994年開設） 無

インターナショナルフェスティバルｉｎカワサキ　
かわさき市民祭り実行委員会

ふじさわ国際交流フェスティバル（一部の委員が参加）　
世界の経済と文化を体験しよう！（2014年）
ＷＯＲＬＤ　ＳＭＩＬＥ＠ＦＵＪＩＳＡＷＡ（2015年）

有⇒フィードバック 有（2015年から）

【実績】
① 川崎市居住支援制度の創設
②  外国人市民情報コーナーの設置
③「外国人の皆さんへ（窓口や問い合わせ先一覧）」の配布
④ 転入者に対して「ウェルカムセット（外国人市民に必要な基本的な情
報）」を配布　等

現在、提言の取りまとめに向けて作業中

外国籍市民にかかわる施策が広く提言化されている
外国籍市民が提言を作成し、行政がそれを受け取る、という流れだけでな
く、外国籍市民も主体的に活動することを目指している　～「行動する、役
立つ市民会議」を目指して～

川崎市 藤沢市

総人口 1,472,342 総人口 422,456

外国籍住民総数 31,959 （対市民総人口比） 2％ 外国籍住民総数 5,148 （対市民総人口比）1.2％

①中国 10,949 （対外国籍市民比）34.2％ ①中国 956 （対外国籍市民比）18.5％

②韓国・朝鮮 7,857 24.5％ ②韓国・朝鮮 815 15.8％

③フィリピン 3,834 12％ ③ブラジル 577 11.2％

④ベトナム 1,415 4.40％ ④ペルー 561 10.8％

⑤台湾 830 2.5％ ⑤フィリピン 390 7.5％

⑥ベトナム 352 6.8％
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外国人市民の参画制度
厚木市

1 会議体の名称 外国籍市民懇話会

2 設置年 2002年（平成14年）

3 設置根拠（条例・要綱等） 厚木市外国籍市民懇話会設置規程

4 設置目的

【目的】外国籍市民と市民とが共に暮らすことのできる地域社会の形成を図るため、厚木市
外国籍市民懇話会（以下「懇話会」という）を設置する。【第 1条】

【所掌事務】懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。①外国籍市民のネットワークづくりに
関すること。②外国籍市民への行政情報の伝達に関すること。③外国籍市民のための各種
事業に関すること。④その他外国籍市民に関すること。【第 2条】

5 実施主体 厚木市

6 担当部局 市民協働推進部市民協働推進課人権男女共同参画係

7 開催回数（年） 3回

8 定員 15名以内（ 5名以内を公募）

9 募集方法 依頼と公募

10 任期 2年（再任可）

11 資格要件（年齢） 規定せず

12 資格要件（国籍・出身） ①外国籍市民および②市民

13 日本国籍取得者の参加 無

14 日本人市民の参加 有（ボランティア等を経験した日本人メンバーも参加）

15 資格要件に関する条文 懇話会は、外国籍市民及び市民の委員15人以内をもって組織する。ただし、5人以内は公募
とする。【第 3条】

16 ファシリテーターの存在 無

17 小委員会・分科会の設置（2015年現在） 無

18 一般への開放 無

19 関連審議会 無

20 人権指針や条例等との関連 「厚木市人権指針」（2004年）：特に第 3章「外国籍市民の施策」項目

21 国際交流団体の有無 無

22 多文化共生イベント・フェスティバルとの関連 無

23 提言の有無 無

24 提言（一部抜粋）と実績 提言作成せず

25 特徴 市内在住の外国籍住民と市とのコミュニケーションの場として設定

厚木市

総人口 224,948

外国籍住民総数 5,581 （対市民総人口比）2.4％

①中国 1,073 （対外国籍市民比）19.2％

②ベトナム 998 17.8％

③ペルー 676 12.1％

④フィリピン 593 10.6％

⑤韓国・朝鮮 486 8.7％
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の設置状況調査・概要
大和市

大和市多文化共生会議

2005年（平成17年）

要綱

【目的】公益財団法人大和市国際化協会（以下「協会」という。）は、以下の目的を達成する
ため　に、大和市から委託を受け、第 3期大和市多文化共生会議（以下「会議」という。）を
　設置する。
（ 1）　大和市における多文化共生社会の実現
（ 2）　外国人市民の地域参加の促進
（ 3）　 日本人市民と外国人市民が共生・協働するための課題の解決に向けて協議できる場

の設定【第三期要綱第 1条より：期ごとに要綱の内容を柔軟に変更】

【ホームページより】
日本人市民と外国人市民が同じ地域に暮らす住民として共生・協働できる地域づくりのた
めに必要な取り組みを検討する。

大和市国際化協会（市から委託）

文化スポーツ部国際・男女共同参画課／大和市国際化協会

10回程度

およそ10名（日本人含む：第三期）（注：現在募集中の第 4期では「およそ15名」を募集）

公募

2年（再任可：規定はなし）

18歳以上

①日本人市民及び②外国につながる市民【第 4条】

有

有（ボランティア等を経験した日本人メンバー枠有）

会議は、次の各号のいずれにも該当する者ものの中から、日本人市民及び外国につながる市
民およそ10名の委員で構成される。【第 4条：第 3期】

有

①社会生活部会、②教育文化部会

無

人権指針策定時に外国籍市民が参加
大和市外国人サミット（2009年設置、年 1回）

「大和市人権指針」（2006年）：特に「外国籍市民の人権」項目
「やまと国際交流指針」（2011年）

大和市国際化協会（1992年設立）

やまと国際交流フェスティバル

有⇒フィードバック

【提言】
①『多文化共生社会の実現に向けて』【第 1期：2007年 3 月】
②『外国人市民の「健康」と「防災」に関する課題を解決するために【第 2期：2010年10月】
③『災害時に助け合うために』【第 3期：2014年12月】
【実績】
大和市と「災害多言語支援センター設置・運営に係る協定」を締結（2015年 3 月）

青山学院大学地球社会共生学部（相模原市）との連携（大和市・青山学院大学の包括連携に
関する協定：2014年】

大和市

総人口 233,280　

外国籍住民総数 5,633　 （対市民総人口比）2.4％

①中国 1,184 （対外国籍市民比）21％

②韓国・朝鮮 819　 14.5％

③ペルー 732　 12.9％

④フィリピン 729　 12.9％

⑤ベトナム 612　 10.8％

⑥ブラジル 296　 5.2％





プロフィール：宮本太郎　（みやもと・たろう）
中央大学法学部教授
1958年東京都生まれ。1988年中央大学大学院法学研究科
博士後期課程単位取得退学。ストックホルム大学客員研
究員、立命館大学教授、北海道大学大学院法学研究科教
授を経て現職。地域を支えるためには“お互い様力”（他
人事ではないということをわかる感覚、困っているとき
に声をあげられること、自分のできる範囲で支える場の
中に入っていけるという身軽さ）とも言うべき力が大切
になるとの思いをもち、生活困窮者自立支制度づくりに
もかかわる。
主な著書に『福祉政治――日本の生活保障とデモクラ
シー』（有斐閣、2008年）、『生活保障――排除しない社会
へ』（岩波書店、2009年）、『社会的包摂の政治学』（ミネ
ルヴァ書房、2013年）など。

3 つの講演に対するコメント

宮本太郎（中央大学法学部教授）

民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～

民主主義や自治の力で地縁から必要縁へ～速水さんの講演を受けて～

地域力を民主主義や自治の力で測る

縦割りを越えた市民参画へ～加藤さんの講演を受けて～

市民参画の道をいかに開いていくのか

多文化共生に向けたアクティブシチズンシップ～中村ノーマンさんの講演を受けて～

参加民主主義でどれだけみんなが元気になっているか
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宮本太郎（中央大学法学部教授）

3 つの講演に対するコメント
民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～

民主主義や自治の力で地縁から必要縁へ

 ～速水さんの講演を受けて～

　私は大学では政治学を教えておりますが、政治学者

にはひねた人間が多くて、例えばカール・ベッカー

は、「民主主義は頭数を勘定する方が頭を叩き割るよ

りはよいという原理に立っている」と非常に冷めた言

い方をしています。ところが、速水さんから伺ったの

は、まさにその対極にある民主主義のかたちでありま

す。そして市長も「地方創生の一丁目一番地」だとい

うことをおっしゃいましたし、私もそのとおりだと思

います。ただ非常に悩ましいと思うのは、今、地縁が

どんどん解体しています。以前から私は、地縁を介護

や子育ての必要縁でつくり直す必要があると主張して

いましたが、具体的にどういう組織でそれをつくり直

していくのか、イメージがありませんでした。ところ

が、今日はそれを教えていただいたような気がしてお

ります。

地域力を民主主義や自治の力で測る

　この民主主義や自治の力をどのように地方創生論議

の中でアピールするか。実は私、一週間ほど前にあっ

た会議で内閣官房「まち・ひと・しごと創生本部」の

山崎史郎総括官――非常に信頼している行政官です―

―と北九州市保健福祉局の工藤一成局長と鼎談をさせ

ていただきました。今の「まち・ひと・しごと創生本

部」や地方創生の流れでは、来年の参院選挙まではプ

レミアム商品券などの耳あたりのよい話が出ています

が、その先は、例えば総務省が何を考えているかとい

うと、地方中枢拠点都市圏構想です。これは20万人規

模の都市を中心にして、そこに教育や社会保障の機能

を集中させていくものです。あるいは国土交通省で

も、国土のグラウンドデザインとして30万人規模の都

市を想定しています。

　結局、地域の力と言った場合、そこに入ってくる税

金や人口増といった側面に目が向いてしまい、民主主

義や自治の力といったものが評価されていません。地

方創生の中でベスト・プラクティスとして、例えば同

じ島根県の海士町などが紹介されることがあります

が、マクロに見た場合、20万、30万人規模の都市が中

心となってくるようであれば、結局、整理統合の対象

になってしまう恐れがあります。そうしたことを踏ま

えると、民主主義や自治の力をどう表現していくのか

――それによって衝突や対立も減っていくであろう

し、人びとが幸福を感じることもあるなど、さまざま

な潜在的な力をもっているでしょう――ということが

大切になってくるかと思います。

縦割りを越えた市民参画へ

 ～加藤さんの講演を受けて～

　政治学的には「熟議民主主義」という言葉もありま

すが、小田原市ではそれを見事に制度化され、しかも

政策の形成　過程に組み込まれていることは本当に感

服いたします。その上で感じることとして、日本にお

いては市民参加や市民参画は、おそらく困難を極める

ことと思います。といいますのも、縦割りの弊害はも

ちろんありますが、制度があまりに複雑になっている

という背景もあります。高齢で障害を持っており、困

窮されていて住宅に問題を抱えているような方がい

らっしゃる場合、通常、高齢と障害と困窮と住宅が

まったく別々の部局で取り扱われており、それぞれの

部局の中でも制度が迷宮のようになっており、そこで

日々増殖もしている複雑怪奇な世界です。

市民参画の道をいかに開いていくのか

　市民参画の対極に位置づけられるような言葉として

「由らしむべし知らしむべからず」という言葉もあり

ますが、こうした制度的な背景もあり、どんな優れた

人でも、市民が参画の場に出ていってその場で理解
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し、かつ意見を述べられるということはほとんど不可

能に近いのではないかと思います。おそらく、その

ギャップを埋めていくためのコミュニケーションを

図っていくことがとても重要になってくるでしょう

し、実際には、相当ご苦労もされているかと思います。

　では、いったいどうすれば市民参画の道が開かれる

のか。参画の場では、特にどういう選択肢が考えられ

るのかということも大切になってくるでしょう。熟議

民主主義の対極に、政治学では闘技的民主主義という

言葉がありますが、この考え方では異なった選択肢が

ぶつかり合うことも民主主義だと捉えています。一

方、熟議の場合には、どうしても日本人的な特性もあ

り、丸く収めてしまうようなところも出てくるかと思

います。このように、市民参画にまつわる課題として

は、制度的な背景もあって、そもそも難解を極めるこ

と、もう一つは、市民参画の場で異なった選択肢がど

のように扱われるのか、といった課題が挙げられるで

しょう。

多文化共生に向けたアクティブシチズンシップ

 ～中村ノーマンさんの講演を受けて～

　今ヨーロッパでは多文化共生に向けて、さまざまな

困難が数多く起きておりますが、外国人と一緒に共生

していくためには何が必要か、デンマークで政府関係

者にインタビューをしたことがあります。答えはアク

ティブシチズンシップでした。つまり地域の問題を一

緒に解決していくことが最も良い方法だということで

す。つまり、ノーマンさんの問題提起は、速水さん、

加藤さんの問題提起につながっているということで

す。この円卓会議の場では、そうした問題提起あるい

はその対応策としてのアクティブシチズンシップは自

明のこととして受け止められることかと思いますが、

日本全体で考えた場合、果たしてそのように受け止め

られるかというと必ずしもそうではありません。お金

がなくて人口も減少してきているときに、そんな悠長

なことをしていられるのかという反応が、非常に強く

なる傾向にあるでしょう。

参加民主主義でどれだけみんなが元気になっているか

　そこで、われわれはこの自明の理を自明ととどめる

のではなく、はっきりと指標のようなかたちにしてい

くことが求められてくるかと思います。社会的投資収

益率という言葉がありますが、これは社会保障や福祉

にかけるお金が、一見無駄に見えるけれども、実はそ

れがどれだけ社会を元気にしているのかということを

きちんと指標にしようというものです。これと同様

に、例えば“参加民主主義収益率”とでも言うべき指

標をつくり、地域の課題解決に取り組むことで、例え

ば地域がどれだけ活性化しているか、どこまで縦割り

行政を越えられて効率的に実行しているか、そして、

みんながどれだけ元気になっているかといったことを

きちんと物差しとして測るための指標が、この先求め

られてくるのではないかと思います。

※ この宮本教授のコメントは、速水雄一雲南市長、加

藤憲一小田原市長、そして中村ノーマン第 9期外国

籍県民かながわ会議委員長による各講演に続く討議

の時間において、その都度、発言されたものを財団

事務局の責任において編集してまとめたものです。
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も参与として広報面のアドバイザー役となる。2006年か
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住民と行政でともにまちをつくる

　円卓会議に随分長く参加させていただいています

が、今回の円卓会議はこれまでにも増して内容が一段

と充実したように思います。昨日の素晴らしい基調講

演に続いて、本日は行政の現場を担当されているお二

人がお話し下さいました。基調講演では三鷹市長の清

原さん、本日は雲南市長の速水さん、小田原市長の加

藤さん、実に地に足の着いたご報告やコメントを伺う

ことができ、私たちは今回大変恵まれた状況で、これ

からのディスカッションに入って行くことになります。

　 3人の市長さんのお話から、住民と市が共に動いて

まちをつくって行く、という具体的な住民参加の取り

組みについて、うまくいった点、難しかった点、そし

て残された課題のご指摘をうかがうことが出来まし

た。こうした貴重なお話を踏まえて、これからの残り

の数時間の中で私たちがお話しいただいたことを咀嚼

し、対話を通して新しい「21世紀かながわ円卓会議」

の方向性を見出すことができたらと思っております。

存在が感じられない自治会と喜ばれる自治会

　実は、このお三方のお話を聞きながら私自身が住ん

でいる自治体というか地域について想いをめぐらせて

おりました。私は、祖父の代から東京都の目黒区に住

んでおり、家は建て替わっておりますが、まさに私の

ふるさとは目黒でございます。ちなみに、この目黒区

の人口は27万人ほどです。本日、ご報告いただいた雲

南市の人口は 4 万人で、広さは553平方キロメート

ル。一方、東京都23区合計の面積は、それよりやや広

い621平方キロメートルですが、その23区の一つの目

黒に27万人がひしめき合って住んでいます。雲南市で

は23区と同じくらいの広さの土地に住む人は 4万人。

こうした数字の単純な比較だけでも、その違いにため

息が出る思いが致しました。

　私が痛感していることの一つは、今回の議論の中で

も出てまいりました自治会・町内会についてです。こ

れがいったいどういう働きをしているのかということ

について、住民の一人としてその存在があまりにも感

じられない。感じられるとしたら、赤い羽根の募金と

赤十字への募金の奉加帳が回覧で回ってくるときくら

いしかない、という状態が長く続いているのが私の住

んでいるところです。

　自治会の活動についてほとんど接することがないの

が正直なところです。もちろん、ここに長く住んでい

る方が会長を務めていらっしゃることは承知しており

ますが、では、いったいこの会が何をやっているの

か、住民にとってどのようなメリットがあるのかなど

はまずわからない。昨日、清原さんから「私が市長に

なったときには三鷹に100の自治会が存在していて大

変ありがたかった、うれしかった」というお話があ

り、しかも、その自治会という存在をうまくテコにし

ながら、それぞれの地域に対する働き掛けを広めて

いっていらっしゃるお話を聞くと、あれ、何が違うの

だろうかと改めて思った次第です。

閉校になった中学校と建設が止められた保育所

　私の自宅のちょうど真正面に目黒区立の中学校があ

りましたが、人口が減ってきたということで、この 4

月に閉校になってしまいました。閉校になって他の中

学校と統合されて、今までずっと聞こえてきていた生

徒たちの歌声やスポーツをしているときの歓声がまっ

たく聞こえなくなってしまい、寂しくて仕方がないと

いうことが家族の間の話題になっているほどです。

　その目黒区で、驚くような話が持ち上がりました。

平町という住宅街に区が長いこと要請を受けていた保

育所を造ろうとして工事が進んでいたのですが、住民

の反対によってこの工事が止まり、結局この保育所は

取り止めになってしまいました。なぜか。お年寄りが

中心だということですが、「子どもの声がうるさくて、

しかも、その周りに親が車や自転車で来たりして、危
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なくてしょうがない。そんなものを近隣住民の意見や

賛否も聞かないで造るとは何事だ」と目黒区を責め立

て、ついにその計画自体が消えてしまいました。

住民参加で住民と自治体の新しい関係を

　この違いはいったいどこから来るのだろうか。今、

いろいろな地域で住民と区、住民と都、住民と国のあ

いだで協力関係どころか、住民がいわゆるクレーマー

状態になって大変な問題が起きているという話が日常

的に伝わって来ます。そうした問題が起きている中

で、協力関係がうまくいっている所がないわけではあ

りません。そうした成功体験や、努力をした結果この

くらいまで前に進んだというような経過報告を、いか

にして世間に広めて行くかが今とても問われているよ

うな気がします。

　先ほど小田原市長の加藤さんから、人口減少は所与

のものとして考えれば、もっと違った側面が見えてく

る、というお話がありました。そういう状態の中で、

では住民と自治体がどのような関係を結び、どのよう

にして新しい方向性を打ち出していくのか――という

ことこそ、今まさに、私たちが感じるべきこと、考え

るべきことなのでしょう。そしてそれは、住民が意見

を述べ、参加し、実際に事を起こしていくという、ま

さに住民参加につながるものだと思います。

学びと行動の相互作用で自治を育む

　三鷹市の清原さんは、住民が参加し、地方の自治の

現場で主役となるために必要なことは、学ぶことと行

動すること、そしてそれが行ったり来たりすることが

大切だと話されました。行動だけでも駄目だし、学ぶ

だけでも駄目。学んで行動し、行動しながらまた学ん

で行くという相互作用が必要だと教えて下さいました。

　私たちは、この点について、それでは一体どのよう

なかたちで学びを広め、行動を起こして行くのかを、

もっともっと深めて行ければと思います。先ほど申し

上げたように、私の住んでいる地域では、学びと行動

以前の話として、住民という意識そのものがないこと

が問題だと感じます。最近の日本、特に都市部では人

の移動があまりにも激しくて、地域の中の住民という

意識がどんどん薄れつつあるのではないでしょうか。

そうした状況がある中で、どのようにして住民という

意識を持ってもらい、そして、その住民が、自分の住

んでいる地域の問題を考えるようにして行くかという

点について、もっと考えて行く必要があるでしょう。

　先ほどお昼の時間に外へ出ましたら雨は上がり、何

と青空が広がっておりました。あの青空にあやかっ

て、これからの議論の中で明るい未来が描けたらと

祈っております。

－ 81 －

運営委員コメント

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち～参加型の民主主義へ～



－ 82 －

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

～参加型の民主主義へ～



プロフィール：名和田是彦（なわた・よしひこ）
法政大学法学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退
学。横浜市立大学、東京都立大学を経て、2005年より現
職。専攻は、公共哲学、法社会学、コミュニティ政策
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はじめに

　このたびはお声がけいただきありがとうございます。

　この円卓会議のこのところのテーマが地域コミュニ

ティという足元のところの問題、一見ありふれて見え

るけれども実はきわめて根源的なテーマに、取り組ん

でこられていること、コミュニティ政策の研究者とし

て大変うれしく思っております。

　私の話しをさせていただく前に、さきほど運営委員

の高島さんより目黒区のお話がありましたが、目黒区

にも三鷹市と同じように古くから「住区住民会議」と

いう都市内分権制度があります。実は都市内分権に取

り組んでいる自治体は以前からかなりあります。た

だ、先ほど講演された雲南市の速水市長が取り組まれ

ている都市内分権の特徴は、その地域組織を丸ごと法

人化してしまおうということです。それは結局、特別

地方公共団体をつくることを意味し、非常に最先端の

議論であり、法律的にもなかなか難しい課題だと思い

ますが、それに敢えて取り組まれております。

　このような取り組みについて、おそらく神奈川県内

ではあまり現実味をお感じにならないかもしれませ

ん。　ただ今年 2月17日に小規模多機能自治推進ネッ

トワーク会議の設立総会が開かれ、そこでもお話をさ

せていただきましたが、この法人化問題は全国民的課

題であります。その内容につきましては、本日は時間

が限られておりますのでお話ししませんが、財団の調

査研究事業の報告書（「自治体における協議会型住民

自治組織の現状」調査報告書）の巻末に資料として、

設立総会でお話ししたことがそのまま掲載されること

になっています。ちなみにその調査研究ですが、私も

アドバイザーとして関わり、本日の資料としても、そ

の一部抜粋が配られております（83ページ参照）。

　さて今回の円卓会議では、地域コミュニティのこの

テーマを、「参加型の民主主義」という視点から取り上

げておられることは、大変重要だと思います。その理

由は、このあとの私のお話から自ずとわかっていただ

けると思いますので、早速本題に入ります。

大規模自治体時代の参加型民主主義の工夫としての都

市内分権

　20世紀は、どんな人でも人として尊重され、実質的

にその尊厳ある生活を保障する福祉国家の時代であり

ました。そのためには、生活保障を公共サービスとし

て提供する基礎的な自治体の大規模化が要請され、多

くの国々で市町村合併が行なわれました。また、20世

紀は未曾有の経済成長によって福祉国家体制が可能に

なった時代であり、この経済成長を主として担う大都

市の途方もない発展の時代でした。この都市空間を一

体的に管理するためにも、やはり市町村合併が行なわ

れました。

　こうして20世紀は、特にその後半期において大規模

自治体の時代となりました。このことは身近な民主主

義、自治体における民主的決定の場が、住民から遠い

ところに行ってしまうという副作用を持ちました。

　これに対処するために工夫された仕組みが、都市内

分権でした。自治体内分権ともいいます。大規模化し

た自治体の区域をあらためて合併前の区域に区切り、

そこに役所の出先やコミュニティ・センターを設置

し、さらに住民代表的組織を設置して、小さなエリア

の声に耳を傾け、これを市政に活かす仕組みをつくっ

たのです。

都市内分権の日本的文脈

　日本でも都市内分権は取り組まれています。まさに

これからご報告いただく逗子市と茅ヶ崎市は、神奈川

県内における最近の代表的な動きと言えます。全国市

長会のシンクタンクであります日本都市センターは、

2013年度に都市内分権の全国調査を行いましたが、そ

れによると全国の都市自治体の半数がこの仕組に取り

組んでいるのです。この調査に刺激を受けつつかなが

パネルディスカッション

名和田是彦（法政大学法学部教授）
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わ国際交流財団も県内で同様の調査をされており、そ

の報告書が今月中に完成し、財団のＨＰにも掲載され

ることとなっています。

　また、神奈川県は、近年「多世代近居のまちづくり」

を提唱され、県内市町村に分野横断的なコミュニティ

づくりの取り組みを促しておられますが、これも都市

内分権に親和的な政策ではないかと思っております。

　しかし、日本都市センター調査でも、こうした取り

組みをいつから始めたかという設問に対して、ほとん

どの自治体が今世紀になってからと答えています。昨

日ご講演いただいた三鷹市は1974年から住民協議会の

仕組みを開始されているのですが、これは日本では例

外的に早いほうなのです。

なぜでしょうか。日本は、明治の大合併、昭和の大合

併、平成の大合併と、合併を早くから繰り返してきて

いますが、身近な民主主義の仕組みである都市内分権

が普及し始めたのはつい最近なのです。

　こう考えてきますと、都市内分権の日本的文脈が浮

かび上がってきます。戦前においては、富国強兵・殖

産興業、戦後においては経済成長優先の資源配分とい

う開発主義的な国づくりのために、身近な地域社会は

なおざりにされてきたのです。公共サービスの身近な

ところは地域社会の民間的な組織に委ねられ、地域社

会の身近な声は政治に届かなくてもよいとされたので

す。

「参加」と「協働」のコミュニティ政策

　1970年代から、そしてとりわけ1990年代から、コ

ミュニティ振興政策が熱心に取り組まれてきました。

どうしてそうなったのか、このショートレクチャーで

はとても説明している時間がありません。このコミュ

ニティ政策は、特に今世紀になって都市内分権的な様

相を明確にしてきています。そしてそれは、今述べま

したような日本的文脈に強く条件付けられた、日本的

性格を帯びています。

　なんと言ってもそれは、「協働」という政策理念に強

く規定されています。行政だけではなく地域社会もま

た公共サービスの担い手となり、地域課題の解決に自

ら取り組むべきであるとされています。都市内分権

は、こうしたコミュニティ自身の課題解決力を強化す

るために取り組まれています。

　こういう要素は、例えば私が研究してきたドイツの

都市内分権にはまったくないといってよいのです。ド

イツのような高福祉高負担国家ではそれでもいいので

しょう。しかし、この現在の日本では、こうした努力

をコミュニティがするほかありません。その際に忘れ

てならないのは、それにもかかわらず、日本の都市内

分権にも参加型民主主義のフォーラムをつくるという

政策意図があるということです。多くの自治基本条例

で、この政策理念は「参加」とか「参画」とよばれて

います。

　日本の都市内分権は、まさに「参加」と「協働」を

車の両輪としています。身近な民主主義、すなわち

「参加」の理念を大切にするならば、都市内分権におけ

る住民組織、国際交流財団の調査や日本都市センター

調査にいうところの「協議会型住民自治組織」が、当

該地域社会を真に代表していることが要請されます。

それが民主的な構成を持つ必要があり、そしてそのよ

うなものとして自治体行政によってその意思表明が尊

重される、という仕組みが必要です。

　そこで、この住民組織を、条例で認定するという仕

組みが工夫されることになります。日本都市センター

調査によると、全国の自治体の都市内分権の取り組み

は多様であり、「参加」を比較的重視しているケースと

「協働」を比較的重視しているケースとがありまし

た。そして、分析してみると、「参加」を重視している

自治体では、都市内分権の仕組みに法律や条例の根拠

を与えることに腐心している傾向があることが分かり

ました。日本の都市内分権は、ドイツのそれのように

直接選挙で選ばれ強力な決定権を持っているようなも

のではありませんが、やはり身近な民主主義のフォー

ラムとしての性格を持っているのです。

　そしてそれに加えて、日本の協議会型住民自治組織

は、ドイツのように月に一度集まって行政の施策に対

して賛成か反対かを多数決によって表明して終わるだ

けではなく、地域の問題を熟慮したあと、自ら地域の

中で実践するのです。私はこうした日本的な都市内分

権のあり方を通じて、地域の問題を多くの人たちが自

分事として考え、できる行動をしていく気風が培わ

れ、福祉でいうところのノーマライゼーションの理念

が地域に根づくことを期待しています。

　このような文脈から考えてみても、外国籍市民の問

題は非常に重要だと思います。この円卓会議を主催さ

れている財団も、 8年ほど前に 2つの財団が統合し国

際系と地域系の事業テーマがミックスされたという実

情が今回の企画の背景にあるような気もします。にも

かかわらず、今回のテーマ設定は非常に良いものでし

た。外国籍市民の問題と地域コミュニティの問題が一

緒に話し合われることはとても重要です。差別をはじ
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めとするさまざまな問題が根付いている一方で、かつ

同時にそこにしか希望はない、というものこそ、まさ

に“地域”だと私は思うのです。

　協議会型住民自治組織における「協働」の活動を通

して、地域の問題を自分事として考え行動していくこ

とによって、ノーマライゼーションの理念が少しずつ

住民の中に築かれ、根付いていくことを私は期待して

おります。

　こうした「協働」の側面も含めた地域民主主義が、

今日本で、あるいは神奈川県で、どのように発展して

いるか、このあとの二つの自治体の報告を受けて、議

論していただきたいと思います。私のショートレク

チャーは以上で終わらせていただきます。

　どうもありがとうございました。
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参考資料／KIF調査

「自治体における協議会型住民自治組織の現状」
調査報告書より一部抜粋
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◆公益財団法人かながわ国際交流財団

「自治体における協議会型住民自治組織の現状」調査報告書　より一部抜粋（Ｑ10～14）

自治体名 名　称（Ｑ13） 設置単位（Ｑ14） 権限
（Ｑ12）

設立状況・団体数（Ｑ10） 設立時期（Ｑ11）

設立状況 団体数 初めて 最後

横 浜 市 泉区地域協議会地区経営委員会 行政区域及び地区連合町内会程度 5 5 ※ 1 ― 2009 ―

川 崎 市 ○○区区民会議 行政区（ 7区） 6 1 7 2006 2006

相模原市 地区まちづくり会議 自治体のまちづくり区域 5 1 22 2010 2010

横須賀市 地域運営協議会 支所の所管エリア 1,3 3 ― 2011 ―

平 塚 市 地域自治推進事業 小学校区程度 ― 2 ― 2010 2014

鎌 倉 市 地域会議※2 行政区単位 5 2 1 2012 ―

藤 沢 市 郷土づくり推進会議※3 自治会・町内会単位（13地区） 6 1 13 1997 2013

小田原市 地域コミュニティ組織※4 小学校区程度 5 3 ― 2009 ―

茅ヶ崎市 （仮称）まちぢから協議会 地区自治会連合会の区域 6 3 9 ※ 5 2013 ―

逗 子 市 住民自治協議会 小学校区程度 3 3 1 2014 ―

秦 野 市 はだの市民活動団体連絡協議会 各市民活動団体の活動範囲 5 1 62 2001 2014

海老名市 海老名市自治会連絡協議会 市全体 1 1 1 1972 1972

座 間 市 青少年健全育成連絡協議会 中学校区程度 3 1 10 1967 1988

葉 山 町 葉山まちづくり協議会 ― 5 4 1 2004

◆「権限」の選択肢（Ｑ12）

　　 1　→当該地域の意見を集約して自治体に政策を提案する権限

　　 2　→当該地域に係る自治体の予算を提案する権限

　　 3　→当該地域に自治体から交付された助成金等の使途の決定権

　　 4　→当該地域での公共的サービス（例：配食サービス、廃棄物収集等）の実施に関する決定権

　　 5　→特定の権限は付与していない

　　 6　→その他

◆「設立状況」の選択肢（Ｑ10）

　　 1　→自治体の区域全域に設立されている

　　 2　→自治体の区域の一部に設立されており、今後は設立区域を一部拡大する予定

　　 3　→自治体の区域の一部に設立されており、今後は全区域に拡大する予定

　　 4　→自治体の区域の一部に設立されており、今後の拡大予定はない

　　 5　→その他　

※ 1「 5　その他」を選択した【横浜市】の記述回答→「自治体の区域の一部に設立されている」

※ 2【鎌倉市】→条例、要綱はなし。総合計画等の行政文書内では「地域会議」という名称を使用している。

※ 3【藤沢市】→

　　 「藤沢市郷土づくり推進会議」各地区の推進会議の名称は，郷土づくり推進会議に各地区の名称を冠したものと

する。「○○地区郷土づくり推進会議」地区ごとに推進会議の通称を付けることができるものとし，各地区の推

進会議の決定に基づき市長が別に定める。

※ 4【小田原市】→条例や要綱はないが、議会答弁では「地域コミュニティ組織」を使用している。

※ 5【茅ヶ崎市】→（仮称）まちぢから協議会の設立状況「 9団体のうち 2団体は設立に向けた準備会」
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Ｑ10　 貴自治体での協議会型住民自治組織の設立状況を教えてください。また、設立されている団体数について

も教えてください。※設立団体数については調査票回答一覧（○○ページ）参照

 ｎ＝14

選択肢 回答数 割合

1 　自治体の区域全域に設立されている 6 42.9％

2 　自治体の区域の一部に設立されており、今後は設立区域を一部拡大する予定 2 14.3％

3 　自治体の区域の一部に設立されており、今後は全区域に拡大する予定 4 28.6％

4 　自治体の区域の一部に設立されており、今後の拡大予定はない 1 7.1％

5 　その他 1 7.1％

Ｑ11　 貴自治体の区域内で、初めて協議会型住民自治組織が設立された時期をお教えください。また、Ｑ10で 1

を選択した方は、最後の協議会型住民自治組織が設立された時期についてもお教えください。

Ｑ12　 貴自治体では、協議会型住民自治組織にどのような権限を付与していますか。あてはまるものを全てお選

びください。

 ｎ＝14

選択肢 回答数 割合

1 　当該地域の意見を集約して自治体に政策を提案する権限 2 14.3％

2 　当該地域に係る自治体の予算を提案する権限 0 0.0％

3 　当該地域に自治体から交付された助成金等の使途の決定権 3 21.4％

4 　当該地域での公共的サービス（例：配食サービス、廃棄物収集等）の実施に関する決定権 0 0.0％

5 　特定の権限は付与していない 7 50.0％

6　その他 3 21.4％

　全国的な動向に目を向けると、協議会型住民自治組織に高い事業性が求められている側面もあり、その潮流にお

いて、地域課題解決の手法としてのコミュニティ・ビジネスも注目されている。そして、先進的な取組みをしてい

る伊賀市、名張市、朝来市、雲南市の 4市は、協議会型住民自治組織の法人化として「スーパーコミュニティ法人」

構想も提起している。

　本調査においても、自治体側では「協働」の装置としての期待が大きい現状を踏まえると、今後、公共サービス

を担う事業性の高い活動が可能となるような制度的検討が求められる。

　一方、コミュニティ側にとっては、少子高齢化等の社会的背景から生じるさまざまな地域課題を踏まえ、それら

を解決する手法として、協議会型住民自治組織（あるいはそれを分節化した組織）において法人化によって事業を

運営していく形態が当然の成り行きとして求められるようになっている。
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◆Ｑ12「 6 　その他」を選択した自治体の回答

【川崎市】 参加及び協働による区における課題の解決を目的として調査審議する権限

【藤沢市】

（所掌事務）
（ 1）市民、地域団体等の地域の意見を集約しながら地域の課題を把握し、課題解決に向けた
方向性を検討すること。
（ 2）前号による検討の結果に基づき、市長に対し提案を行うとともに、必要な意見若しくは
要望を提出し、又は施策の提言を行うこと。
（ 3）第 1号による検討の結果に基づき、地域の特性を活かした事業を企画及び実施すること。

【茅ヶ崎市】
現在は特定の権限を付与していませんが、選択肢 1、2の権限を盛り込めるような制度を検討
中です。

Ｑ13　 貴自治体では、協議会型住民自治組織の名称として、条例または要綱等でどういった名称を使用していま

すか。（例：地区まちづくり協議会、学区住民自治協議会など）

Ｑ14　 協議会型住民自治組織の設置されている単位について、以下の選択肢から最も典型的なものを一つお選び

ください。

 ｎ＝14

選択肢 回答数 割合

1 　小学校区程度 3 21.4％

2 　中学校区程度 1 7.1％

3 　（平成の合併時の）旧市町村単位 0 0.0％

4 　その他 10 71.4％

　「 4　その他」で挙げられている単位としては、行政区、連合町内会、市（あるいは町）全体、といったものがほ

とんどである。ただ昨今の状況として、「小規模多機能自治」という名で概ね小学校区などの範囲における地域共同

体に対する関心が高まり、全国的なネットワークも設立されている（※）。

　地域課題に対して、きめ細かい対応を可能とする組織あるいは制度そのものを構想するのであれば、小学校区程

度が理想となるであろう。しかし神奈川県の場合、市町村合併の歴史的な経緯や高度経済成長期以降に人口が激し

く膨張した自治体があることなどを背景として、自治体によっては数十から100単位の小学校区を抱えることと

なっている。各協議会型住民自治組織に、地区担当職員を派遣することや地域事務所を置くことを想定すると、現

実的にはそうした設置単位は難しいと思われる。そこで、連合自治会のエリアに地区担当職員を配置したり、行政

支所・出張所を設置単位としているようである。

※小規模多機能自治推進ネットワーク会議：

　 概ね小学校区などの範域において、域内の住民・活動者や、地縁型・属性型・目的型などあらゆる団体によって

構成された地域共同体が、地域の実情や課題に応じて、住民の福祉を増進する取り組みである「小規模多機能自

治」を推進する自治体などによるネットワーク。
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プロフィール：細野　裕（ほその・ゆたか）
逗子市市民協働部市民協働課専任主査
〈協働のまちづくり推進担当〉
1949年横須賀生まれ横須賀育ち。二つの公立中学校校長
を務め情報教育・特別活動・生徒指導・地域連携・小中
連携・特別支援教育・総合的な学習・キャリア教育の多
分野に実践開拓。「職場体験プログラム」の早期実践や
3.11震災以前から取り組んでいた「地域連携防災学習プ
ログラム」は秀逸で、地域町内会自治会と学校の連携で
子どもたちを育てるための地域力、大人力を啓発、実現
し他学校区でもモデルとなっている。2009年退職し、横
須賀キャリア教育推進事業「働く大人はみんな子どもた
ちの先生」を産官学の協働で推進する。現在は、人材の
育成、地域力の向上、青少年育成活動、自治会創立と初
代自治会長としても地域と人の交流活性化に努めてい
る。自画自賛する駄洒落栖人（ダジャリスト）。

パネルディスカッション
自分たちのまちを自分たちでつくるために

細野　裕（逗子市市民協働部市民協働課専任主査〈協働のまちづくり推進担当〉）

ずしの新しい地域自治

よりよい関係性をつくる仕事

自らの経験を通して自治の必要性を納得する

小学校区を単位とする逗子市の地域自治システム

段階を踏んで地域に働き掛ける

自治の必要性を納得してもらうために

市民とともに歩むステップで
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細野　裕（逗子市市民協働部市民協働課専任主査〈協働のまちづくり推進担当〉）

自分たちのまちを自分たちでつくるために

ずしの新しい地域自治

よりよい関係性をつくる仕事

　こんにちは。無名の高齢者ですが、名前を覚えてい

ただくために自己紹介の時にはいつも、太くても細

野、貧しくても裕（ゆたか）といっております。どう

ぞよろしくお願いします。プロフィールを読んでくだ

さればおわかりいただけると思いますが、たたき上げ

の行政マンでもなくて、長い間、教育に携わってきま

した教育者です。そして中学校の校長を務め退職後

に、横須賀で「働く大人はみんな子どもたちの先生」

というキャッチフレーズのもと、地域と連携し大人の

力を借りて、産官学の協働で推進する子どもを育てる

仕組み（横須賀キャリア教育推進事業）を作りました。

　私は学校づくりに携わっていた経験から、地域に支

えられていない学校、地域と一体化していない学校で

は子どもは育ちにくいと実感しています。そうした学

校と地域の関係性を横にスライドさせて、現在は、行

政と市民のよりよい関係性をもとに、逗子市役所で

「協働のまちづくり推進」という仕事に携わっており、

お役に立てればと思っています。

自らの経験を通して自治の必要性を納得する

　逗子市の地域自治システムという理念や実践につい

ては、私自身も大事なものであると思っており、また

時代のニーズにもあっていると納得しています。とい

うのは、今、行政マンとして、市民の方々に「これを

やろう」と勧めているときに、自分が「なぜ必要な

の？」という市民の問いに答えられず、どこかに書い

てあるものをそのまま引用して読むだけではいけない

と思っているからです。今回の円卓会議でも議論され

てきたように、「学習と行動」が行ったり来たりするこ

との繰り返しによって、私自身の生き方も影響を受け

ているところがあります。

　先ほど高島さんが自治会について触れておりました

が、実は自分が18年間住んでいるマンションには、自

治会がありませんでした。そこで結局、自分でつく

り、現在、自治会長を務めています。どうせつくるな

ら面白い自治会というか、新しい時代の自治会をつく

りたいと思い、小学校 4年生以上に議決権を与えてお

ります。雲南市の地域自主組織では一つの家族に 1票

ではなく、住民一人ひとりに 1票ですよね。小さな自

治会ではありますが、同じようなシステムを提案した

ところ、皆さんが賛同してくださいました。ですか

ら、規約や総会の議案書、決算書もすべて小学校 4年

生がわかるように書いてあります。

　長い間、教師を務めてきた経験から、民主的な思想

を持った人は地域で育つということを身に染みて実感

しています。そして学校はそれを補完する。なぜ小学

校 4年生からなのかと言えば、児童会活動が始まる学

年であり、「選ぶ―選ばれる」という関係が始まるから

です。うちの自治会の防災部長は私ですが、副部長は

18歳です。このように私自身が地域と関わることで変

わってきています。地域はとても大事です。以前は学

校で校長の仕事で手いっぱいでしたから、そんなこと

をまったく考えませんでした。

小学校区を単位とする逗子市の地域自治システム

　逗子市の地域自治システムは小学校区を単位として

協議会を設立することになっています。市内には 5つ

の小学校区があり、現時点では、そのうちの 2つが地

域自治システムに則って、市が提案した要綱に基づ

き、今年の 3月と 4月に○○小学校区住民自治協議会

という名称で立ち上がりました。あとの 3つのうち一

つは、先週夜に、来年 4月17日の日曜日10時から協議

会立ち上げ総会を開くことが決まりました。

　それから、もう一つのところは、協議会を立ち上げ

る前の 2年間で準備会という場を設けて環境を整えて

いくのですが、その 2年間のうち一年が終わろうとし

ている段階です。そうした中で、「自分たちの地域に

はどんな課題があるのか」、それから「地域にどんな活
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動をして、どんな思いを持っている住民が住んでいる

のか」あるいは「自分は自治会の役員だから、誰がど

こに住んでいるかはわかるけれども、地域のことは知

らない。だから、知り合いましょう」といった意見が

出てきました。

　現在も「地域にはどのような課題があり、自分たち

が活動すべきことは何か」ということについて、一年

間かけた話し合いが継続しているところです。そし

て、住民自治協議会によって「自分たちのまちを自分

たちでつくる」ということは、いったい何に取り組め

ば、何に力を合わせれば意味があるのか――市が提案

した地域自治という受け皿に対して自分たちが何に力

を出していけるのかということを考えています。

　最後の一つの地区は、まだ立ち上げる人がいませ

ん。なぜかと言えば、地域自治の考え方に対して、

「やっても意味がない」「反対」という意見の方が自治

会町内会のトップにいる率が多い状況です。つまり、

その必要性について納得していない、ということは、

私の方から納得できるような提案をできていない、と

いうことです。苦慮している状況ではありますが、私

は現場を支える担当ですから、どうやってこの方たち

と話し合いを進めていけばよいのか試行錯誤している

ところです。

段階を踏んで地域に働き掛ける

　現在の逗子市は、以上のような状況にあります。本

日の報告にあたってはパワーポイントもありません。

先ほどどなたかが言われたように、私自身が人間プレ

ゼンテーション、パワーポイントであり、私の話を聞

いてくださればという思いで、今しゃべっております

（参考として、報告書には「ずしの新しい地域自治」の

パンフを添付）。雲南市がトップランナーですので参

考にさせていただいており、また名和田さんがアドバ

イザーとして逗子市にご協力いただきましたので、要

綱をまとめる際などにもアドバイスをいただきました。

　では、協議会が立ち上がるまでに、どのようなス

テップを踏んでいるかというと、最初は市が呼び掛け

をしています。（市民からではなく）市からの呼び掛

けがきっかけとなっていますが、それが市全体にとっ

て必要とされるものであれば、どのようなきっかけで

もよいと思っています。また仮に一市民がそういう発

想をしても、全市にその考えを普及させることは難し

いでしょうが、行政の場合には首長の発案によって提

案されたものを、時間をかけて根づかせていくことは

可能です。そして今後、市が投げ掛けた要綱がまと

まって条例を目指していくことになりますが、これ

は、首長が替わった場合に、要綱であればひっくり

返ってしまったり、なくなってしまうことがあるから

です。地域自治を逗子市で暮らすための宝物にするた

めには条例が必要だろうと考えられています。

　現在は要綱の段階ですが、市民の方々に集まってい

ただき一緒に話し合いをする懇話会を、一年半かけて

各地区で行いました。その中ではさまざまなやりとり

がありました。「交付金なんか要らない。金が付くと

自由を失うから要らない」「上意下達だ。行政はいつ

も何かあるとやって来て、上から目線でこれをやりま

せんかと言ってくる」「行政に合った市民を集めて、ア

ンチの人は脇において話をしたり、何人出席した、何

回やった、という成果しか問題にしていかない」「今で

さえ自治会はじり貧で人がいないのに、協議会にもま

た出席しなくてはいけないのか。屋上屋ではないの

か」といったようなさまざまな意見が出て論議されて

います。

自治の必要性を納得してもらうために

　またこの他にも、懇話会の論議として「なぜ小学校

区なのか」という意見も出ています。先ほど雲南市の

取り組みとして、公民館を教育委員会から市長部局に

管轄を移管して指定管理者に、というお話もありまし

たが、次代を担う子どもたちを育てる親たちにとっ

て、日常的な子育ての生活空間はとても狭いものであ

り、小学校区単位程度ではないでしょうか。そしても

ちろん、小学生の子どもたち本人にとっても日常的な

生活空間は小学校区です。

　それから「市の仕事を減らして住民に押し付けてい

る。市の職員がやるべきものを何で俺たちがやらなく

てはいけないのか」という意見に対して、少子高齢化

や財政が厳しいことを挙げても反発されます。そうい

う中で地域の有志が立ち上がっていけるように口説い

ていく、と言いますか、共有・共感し合っていき「わ

かったよ。じゃあ、俺も立ち上がるよ」と言ってくだ

さっている住民自治協議会が 4つあるというのが現状

です。

市民とともに歩むステップで

　それから問題になるのは資料についてです。私もあ

る時に気づきましたが、配布する資料について行政マ
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ンが持っているのと市民が持っているのとでは違う場

合がよくあります。私は、協働という共有感、一体感

を見えるかたちで出すために、このステップで一緒に

やりましょうと言って、いつも同じ資料を使います。

また、市の職員は名札を首から下げて地域での会議に

出ます。地域の人は下げていません。そうしたことに

も住民の方は違和感、あるいは距離感を覚えることが

あります。

　準備会の段階に入った際の議論のポイントの一つ

は、協議会が立ち上がった際に、それを継続して支え

る役員がいるかどうかです。それから、協議会の構成

員については、地域に住むすべての住民、地域で活動

する各種団体です。つまり協議会に賛同して、それを

具体的に推進する議決権を持っているのは会員となる

ので、総会では1,000人の団体でも100人の団体でも同

じ 1 票になるのか、といった論議もありました。一

方、市側の支援としては地域担当職員による人的支

援、地域づくり交付金という財政的支援、それから地

域の中核施設の中に活動拠点となる場を確保します。

あとは時間が限られておりますので、協議会の仕組み

や事業の詳細につきましては、資料をご覧ください。

　ありがとうございました。
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プロフィール：廣瀬友徳（ひろせ・とものり）
茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐
1975年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。1999年に茅ヶ崎市役
所入庁後、固定資産税評価、ＣＡＴＶ番組制作、防災対
策の業務を経て、2009年より現在の課に所属。 5年間は
協働推進担当として、市民活動団体の支援や協働事業、
市民参加に関することを担当。2014年より地域自治担当
として、新たな地域コミュニティの取り組みにおいて協
議会の支援のための制度づくりを担当するほか、地域担
当職員として協議会の活動支援や、地域と行政との連絡
調整などを行っている。その他、自治会活動の支援や地
域集会施設の管理等を担当。

パネルディスカッション
自分たちのまちを自分たちでつくるために

廣瀬友徳（茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐）

新たな地域コミュニティ「まちぢから協議会」の取り組み

まちの力を育む新たな地域コミュニティを

まちづくりを支える自治会

新たな地域コミュニティづくりのために

「まちぢから協議会」の取り組み

住民誰もが当事者となる協議会を
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廣瀬友徳（茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐）

自分たちのまちを自分たちでつくるために

新たな地域コミュニティ「まちぢから協議会」の取り組み

まちの力を育む新たな地域コミュニティを

　茅ヶ崎市から参りました廣瀬と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　本市でもさまざまな自治体で取り組まれている状況

などを参考にさせていただきながら、小規模多機能自

治の取り組みを進めております。本市の協議会名称で

ある「まちぢから」についてですが、今回の会議でも

いろいろお話が出ていました「地域力」という言葉を

もう少し噛み砕いて、まちの力ということで「まちぢ

から」という言葉を使っております。

　現在、茅ヶ崎市は、緩やかですが人口が伸びてお

り、平成32年まで伸びると予測されています。子ども

たちも非常に増えており、現在も新しいマンションが

建ち、またつい数年前に新しい小学校が開校したばか

りという状況です。ただ、やはり高齢化は進みつつあ

り、人口の構成も変わってきております。15歳から64

歳の方の生産人口が減少し、65歳以上の高齢の方の人

口が現在増えております。

まちづくりを支える自治会

　先ほど高島さんのお話で自治会についてのご指摘も

ありましたが、現在、茅ヶ崎市では地域のまちづくり

の中心になっていただいているのが自治会です。現

在、136の自治会があり、12の地区自治会連合会に分か

れております。その連合会の正副会長さんの方々から

なる自治連絡協議会と市で、月一回いろいろな意見交

換をさせていただいております。現在、茅ヶ崎市は中

学校が13校ありますので、この自治会連合会の区域の

大きさが（区域自体はまったく一致してはおりません

が）、中学校区程度というようなイメージをお持ちい

ただければいいのかなと思います。

　市としては、自治会に市の広報紙の配布や回覧、行

政との連絡調整、環境や福祉関係の委員などの推薦、

募金活動などいろいろとお願いをしており、自治会に

お世話になっている度合いがとても高いと私自身は感

じております。
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　自治会の加入率については、グラフの一番左側が昭

和54年ですが、100％近くあった加入率が年々低下し、

グラフでは平成25年までとなっておりますが、平成27

年現在で77～78％ほどの加入率になっております。自

治会ではまちづくりに盛んに取り組んでいただいてい

るのですが、加入率は年々減少傾向にあるという状況

です。

新たな地域コミュニティづくりのために

　本市が現在取り組んでいる新たな地域コミュニティ

づくりについても、その数字が下がってきているとは

いえ、 8割近くという高い加入率を誇る組織は他には

ありませんので、自治会の存在を抜きには進められま

せん。自治会にはこれまでも、防災や環境など、さま

ざまなことに地域全体で取り組んでいただいており、

自治会の重要な役割である地域全体の親睦活動にも取

り組んでいただいております。

　しかしながら、加入率の低下、役員の高齢化、担い

手不足（全国的な状況でもあるかと思うのですが）と

いった背景を踏まえて、地域の課題に対応することが

難しくなっている状況にあります。そこで、自治会で

今まで担っていたものを、自治会だけではなく地域の

多様な団体の方々に協力していただいて、さまざまな

分野や世代の方々で地域の力を発揮していただこうと

いうのが、この取り組みの主旨です。

　この取り組みですが、平成24年度からモデル事業で

進めており、地域の皆さんで話し合っていただく場と

して「まちぢから協議会」があり、事業の核となって

おります。これまでもそれぞれの地域団体で、さまざ

まな話し合いが行われており、年中行事をはじめとし

て忙しく活動されております。私がお話を伺った中で

は、そうしたイベントに向けた話し合いや準備などは

行われていても、なかなかこの地域の将来をどうして

いきたいのか、といった課題について話し合うことは

あまり行われていない、というご意見もありました。

　そこで、「まちぢから協議会」の話し合いの場では、

もちろん目の前の課題も含めて、この地域を10年後、

20年後にどのようにしたいのかという将来的な話し合

いをしていただきたいと考えております。そして実際

にこのまちぢから協議会を通して地域での活動の話し

合い、情報の共有、地域課題の解決といったことに結

び付けていただければと考えております。
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「まちぢから協議会」の取り組み

　現在の協議会の状況についてですが、先ほどご紹介

した12地区のうち10地区で協議会が立ち上がっていた

り、準備会が設立されております。話し合いの場が主旨

ではありますが、話し合いの結果、防災訓練、市民集

会、住民アンケートなどが実施されております。実際に

協議会に関わっていただいている参画メンバーとして

は、地域で活動されている代表的な団体の方々です。

　モデル事業で実際に行われた取り組みについてご紹

介します。地域課題についての話し合いの場、と先ほ

ど申し上げたのですが、話し合うためにはまず地域の

ことを知らないといけないよね、というような話から

まち歩きをしたり、地域住民のみなさんの声を集めら

れるような目安箱（意見箱）を地域の施設に設置して、

寄せられたご意見について話し合ったりしております。

　また防災訓練も行いました。今まで防災訓練という

と、自治会や自主防災組織を中心として、高齢の方々が

主に参加されているケースが多かったかと思いますが、

東京のＮＰＯと連携して、子どもを対象にした防災訓練

のメニューも取り入れてファミリー層も参加していまし

た。この他に、各世帯対象のアンケートを実施して、地

域の課題を聴取した取り組み事例もあります。

住民誰もが当事者となる協議会を

　平成24年度からモデル事業がスタートしております

が、もともとは平成20年あたりから庁内で研究を重

ね、地域にも広報した上でのスタートでした。今年度

に、協議会を認定し支援する条例を議会に提案し可決

され、28年 4 月から施行されることになっておりま

す。条例策定の段階では名和田先生に多大なるアドバ

イスをいただきました。

　これは条例の一部の紹介ですが、現在は、どうして

も団体を中心として協議会づくりをしていただいてい
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る状況であり、一般住民のみなさんの参加は少ない状

況です。これから本格的に実施するにあたり、以前か

ら名和田先生からも「住民誰もが当事者となるような

取り組みを」とアドバイスをいろいろといただいてお

りますので、一般の住民の方にいかに参画していただ

けるのかがポイントになるかと思っております。

　それから、今回の円卓会議で三鷹市と小田原市のご

講演がありましたが、本市でも平成21年から毎年、少

し地味ではあるのですが市民討議会を開催しておりま

す。今年は12月に地域コミュニティをテーマにして市

民討議会を開催したいと考えており、一般の無作為抽

出で参加された方々に、「どうすれば協議会に参加い

ただけるか」という視点でも議論していただいて、市

が行う協議会の支援活動に役立てていければと考えて

おります。

　説明は以上になります。どうも、ありがとうござい

ました。
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総　括

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

モデレーター　神野直彦

～参加型の民主主義へ～

「地域社会を活性化させる民主主義」につづくトータルテーマを

共同意思決定をして公共空間をつくり出す“主体性”

主体性とアンビバレントな関係にある“共同性”

家族という“共同性”を失った日本

あらゆる差別をなくすことが前提となる“多様性”

人と人、人と自然との共同性を備えた“持続可能性”

最後のお別れとして
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モデレーター　神野直彦

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち
～参加型の民主主義へ～

「地域社会を活性化させる民主主義」につづくトータ

ルテーマを

　 2日間にわたってご参加いただきましたみなさま方

に深く感謝を申し上げる次第でございます。

　冒頭に申し上げましたように、今回の円卓会議は

2ヵ年にわたる第 6次シリーズの 2回目にあたり、そ

のトータルテーマは「地域社会を活性化させる民主主

義」でした。ちなみに、この地域社会と民主主義の 2

つの関係は、「地域社会を活性化させる民主主義」なの

か「民主主義を活性化させる地域社会」なのか、行き

つ戻りつの関係にあるのだと思います。

　そして昨年開催した第 1回目は「多様性豊かな地域

社会を自分たちで育てるには」というテーマで行い、

今回は「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち

～参加型の民主主義へ～」というテーマでみなさまに

ご議論いただきました。

　日本の地域社会の成り立ちについては、パネルディ

スカッションにおいて名和田先生がショートレク

チャーでコミュニティ政策を回顧しながら適切にまと

めていただいているので、その総括はそちらに代えさ

せていただきます。私がここでやらなければならない

ことは、「地域社会を活性化させる民主主義」という

トータルテーマのもと、前回と今回の 2回にわたり開

催した第 6次円卓会議の議論を踏まえて、より良き社

会を目指すという観点から、次回以降の第 7次に向け

た新しい方向性を引き出すことでございます。

共同意思決定をして公共空間をつくり出す“主体性”

　次のトータルテーマを構想するにあたり、導き星と

なるような論点を引き出すとすると、第一に、“主体

性”を上げておかなくてはいけないと思っています。

民主主義と地域社会、あるいは市場と民主主義の関係

について議論をする際にも、ここで議論したみなさん

方の声から明らかになったこととして、代理人文化か

ら脱却しなくてはいけないということですね。私たち

は代理人文化の中に生きており、例えばスポーツなど

においては自分が主体的に参加するのではなく、プロ

選手という代理人がやっているのを観戦して楽しむ場

合も多いです。この代理人文化を大きく捉えると、そ

こから脱却することは、まさに私が最初に申し上げた

“歴史への参加”だと言い換えてもいいかと思います。

　今回、代理人文化を脱却して主体性を発揮するため

には、身近なところで共同意思決定をして公共空間を

つくり出していくことが重要だという議論が行われた

と考えています。ですので、主体性という論点は今後

も引き継いでいかなければならないかと思います。

主体性とアンビバレントな関係にある“共同性”

　もう一つは共同性です。私が今回ご紹介した「人間

は自立すれば自立するほど連帯する」という言葉に

は、「自分さえ良ければ、、、」という風潮を超えて、主

体性と共同性という非常にアンビバレントな要素をい

かに和解させるのかという問題が、その背後にありま

す。今回いろいろな議論の中で出てきたことの中で、

共同性の大切さはやはり指摘しておくとともに、これ

からも取り扱っていかなければならないのではないか

と思っています。

　その中でも、とりわけ社会における共同性が失われ

始めています。私は政府税制調査会の座長代理を務め

ておりますが、昨日、その政府税制調査会による調査

について発表がされたので、ここでもお話ししてもよ

いのかと思います。その調査によれば、調査を実施し

た財務省自身が驚いているほど、私たちは完全に家族

を失い始めております。日本では、家族、地域社会が

有効に機能し、さらに企業内福祉が充実している――

いわゆる日本型福祉社会――ので、社会保障はそれほ

ど重視しなくてもよいのではないか、何も所得再分配

を強力に行うようなヨーロッパ型の福祉国家を目指さ

なくてもいいのではないか、と言われてきました。し
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かし、これは報告書を見ていただいてもわかります

が、この25年の間に、完全にそうした日本型福祉社会

といわれているセーフティネット機能が衰退し、フラ

ンス以下になりました。これは著しい変化です。

家族という“共同性”を失った日本

　家族社会学の研究者によると、フランスにおいて家

族機能が落ちているのかどうか、ということを調査す

るため、60歳以上の高齢者の方が 1ヵ月に子どもと何

回食事をしているかということを指標にして、時系列

に統計をとっている調査があるそうですが、それによ

ると徐々に落ちているとのことです。そして、日本も

同じように統計をとろうとしたら意味がなかった。つ

まり、答えが全部ゼロとなってしまうそうです。 1年

間だと回数が出てくるが 1ヵ月だとゼロになってしま

う。

　ファミリーというのは食事を同じにするものという

意味であり、ローマの奴隷にも家族と食事をする権利

は認められていましたが、友人や隣人など共同体的人

間関係があり、家族中心主義だと言われてきた日本に

おいて、もはや食事を共にする状態にさえなっていま

せん。

　私の尊敬する友人――友人と言うと怒られるかもし

れませんが――に樋口恵子さんという立派な女性がお

りますが、このような家族機能が希薄化している社会

のことを、樋口さんは「ファミレス社会」（ファミリー

レス、家族機能のない社会）という言葉で表現されて

おり、日本は「ファミレス社会」に陥っている、と指

摘されています。そうなってしまうと、人間の絆が無

くなる無縁社会になり、その象徴はご存じのとおり孤

独死という状況です。それが日常のこととなってい

る。フランスの社会学者にとって孤独死は理解できな

い。フランスでもし孤独死をするような状況を創り出

すためには、用意周到に準備した自殺以外考えられな

い、と言っているそうです。

　共同性を支えるような人間関係が極めて希薄化し始

めている状況であり、税制調査会の報告では、所得再

分配する政府の機能が極めて重要になっていると指摘

しております。このように、共同性にまつわる問題

は、より良き社会を考える上では重要なポイントに

なってくるだろうと思います。

あらゆる差別をなくすことが前提となる“多様性”

　もう一つは“多様性”です。この円卓会議でも何度

も提起されている問題です。そもそもコミュニティ

は、メンバーシップが同質で移動性が少ない状況でな

いと形成しにくいものですが、私たちのこれからの社

会像を描こうとするとき、多様性を前提にしたコミュ

ニティを構想せざるを得ないのかと思います。

　ただ多様性は、下手をするとさまざまな差別を認め

てしまうことになる――たとえば今の就労をめぐる状

況について「いやいや、そういう働き方もあるでしょ

う、多様性ですから」とも言われかねません。

　そこで、多様性の前提として、同権化が求められま

す。つまり社会の構成員には、すべて同じ権利を与え

ることを認めなくてはならない。年齢、性別、民族

（エスニック）それから重要なのは所得による差別を

なくすこと。こうした多様性を認めることが重要なポ

イントとなるかと思います。

人と人、人と自然との共同性を備えた“持続可能性”

　最後のキーワードは“持続可能性”ではないかと思

います。人間の社会には、そもそも持続可能性が備

わっており、権力で意図的な操作をしなくとも、人間

は家族をなしコミュニティをなす、いわば自己再生力

を持っています。ただ現状では、この人間の社会が

持っている自己再生力がどうも弱まりつつあるのでは

ないか。そして、もう一つ問題としなければならない

のは、自然の自己再生力も同じように弱まりつつある

ことが懸念されます。今回の円卓会議では、コミュニ

ティ、地域社会を論じる上で、その基盤となる多様な

自然環境について議論はしませんでしたが、私たちは

人間と人間との共同性だけではなく、人間と自然との

共同性を考えた、次の社会を考えていく必要があるの

ではないかと思います。

　このように、次のテーマを構想する上での論点、

キーワードとして、主体性、共同性、多様性、持続可

能性といった 4点があげられるかと思います。

最後のお別れとして

　このように総括をさせていただいた上で、この集い

を閉じさせていただこうかと思いますが、最後に、私

からここにお集まりの方々をはじめ、この会議を支え

てくださっているさまざまな方々にアデュー（フラン
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ス語で「最後の別れを告げるあいさつ」の意）の言葉

を述べさせていただければと思います。

　私は 8年ほどにわたりモデレーターを務めさせてい

ただいておりましたが、始めがあるものには必ず終わ

りがあります。ともかく加齢には打ち勝てず、頭脳が

回らないものですから、以前から身を引きたいとは

思っておりましたが、私が身の程知らずに長年、引き

受けさせていただいたのは、財団の福原前理事長に私

はひとかたならぬお世話になったということがござい

ます。こちらの都合に合わせたかたちで、ご協力いた

だいておりました経緯がございましたので、福原前理

事長のたっての要請に従って引き受け、さらに次もお

願いできますかと言われてずるずると引き受けてまい

りました。ただ福原前理事長も退任されましたので、

これを機会に私も身を引かせていただければと思って

おります。

　始めがあって終わりがあるというのは、このような

モデレーターの仕事だけでなく、私の人生も、始めが

あったわけですから必ず終わりを迎えます。万物、地

球そして宇宙そのもの、人間の歴史、日本の歴史など

あらゆる歴史も始めがあったから終わりがあります。

始めがあるのに終わりがなく永遠に続くということは

あり得ません。私も来年の 1月で、現在の地方財政審

議会の会長という常勤職の仕事も、任が解かれるの

で、それを機会に世捨て人になります。世捨て人とい

うのは、日本の思想が生んだ知恵で、死んだも同然に

生きる。そして何をやるかといえば、ひたすら考え

る、ということ。人間は死ねば意識がなくなるので、

考えるべきことは死ぬ前にやっておかないといけな

い。「自分の生」「生きた」ということはどういう意味

があったのか、周りの状況、宇宙はどうなっていたの

か、命とは何だったのか――

　私は19歳のときにオパーリンの『生命の起源』を読

んだのを最後として、それ以来、生命関係の本につい

ては、ご無沙汰しています。もう一度、古典を読み返

しながら、ひたすら熟慮し、自分の人生を総括してい

くために世捨て人になろうかなと思っております。

　東洋の思想で非常に素晴らしい思想は、人間は生ま

れ変わるという思想ですね。死ぬけれど生まれ変わ

る、という思想が東洋の哲学の重要な支えになってい

るかと思います。したがって、さきほどお別れの言葉

をアデューだと言いましたが、中国語では再見（ツァ

イチェン）、つまり再び見る、つまり再び会いましょう

ねというのが、お別れの言葉です。ただ「神は死んだ」

と言われている時代に、再び生まれ変わるということ

をとても信じるわけにはいかないので、これが最後、

ということでお別れの言葉を述べないといけないかな

と思っています。

　ただ、これが最後だと思って別れると、次に会えた

ときにはその喜びは非常に大きいので、これが最後だ

ということを申し上げながら、また再びお会いできる

ことを楽しみに、心を込めて皆さんにお別れの言葉を

述べたいと思います。

ツァイ　チェン！

どうもありがとうございました。
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閉 会 挨 拶

樺山紘一（21世紀かながわ円卓会議運営委員／印刷博物館館長）

　21世紀かながわ円卓会議の運営委員会を代表いたしまして、ひと言ご挨拶を申し上げます。
　今、モデレーターの神野さんからのお話をいただき、大変しんみりとしております。神野さんは、世捨て人にな
るというお話でありましたが、世間が神野さんを見捨てませんので、今後どのような展開になるかということにつ
きましては、私どももこれから考えさせていただきたいと思っております。
　なお、この場で申し上げてもよろしいかと思うのですが、いずれにいたしましても、2008年度から今回の2015年
度までの間――途中、一度だけ大震災の影響で開催できなかった年もありましたが――モデレーターを連続してお
務めいただきました神野さんに、改めて深く深くお礼を申し上げたいと思います。神野さん、ありがとうございま
した。

　では来年度からはどうするのか？ということについてですが、私どもと神野さんも含めまして、いろいろと議論
をしまして、ほぼ結論が出ておりました。出てはいたのですが、その結論が流れてしまいました。実は清原慶子さ
んに来年度以降のモデレーターをお願いしようと思っておりました。当時、私どもが考えておりましたときに、清
原さんは 3回目の任期満了とともに三鷹市長を引退されるということでした。
　今回だけでなく、かつて清原さんには円卓会議に講師としてご参加いただいたことがありますし、また、私も数
十年にわたってお付き合いがあり、清原さんの素晴らしい能力をよく知っておりましたので、お願いをすることに
しておりました。ところが急遽、 4期目の市長を引き受けざるを得なくなりました。引退される決意を撤回されま
したのは、みなさまご承知の通りです。彼女の後継者として指名されていた方が、告示の数日前に健康上の理由に
より立候補を取りやめられる事態になり、結果として清原さんは現在、 4期目をお務めになっております。
　私たちも「清原さん、市長を辞めてくださいよ」というわけにはいかないこともよく承知しておりましたので、
結局、私たちも引き続き次のモデレーターを引き受けていただける方を探し続ける事態になりまして、茫然自失と
しております。今でもまだ茫然自失でありまして、その代案がありません。今後関係者の方々といろいろとご相談
しながら考えていきたいと思っておりますので、現段階では白紙ということでご理解いただきたいと思います。

　ところでこの円卓会議ですが、先ほど触れましたように、神野さんには2008年からモデレーターをお務めいただ
きましたが、円卓会議自体は2001年 2 月から始まり、途中開催しなかった年もありますが現在まで15年間続けて
行ってまいりました。当初は、私がモデレーターを務め、その後、神野さんにお願いをして現在に至っております
が、来年度以降もできるだけこのかたちで、しかし、テーマについては新しい社会的課題を発掘しながら続けてい
きたいと考えております。もちろん、これまでの歩みの中で難しい問題も起こりました。とりわけ2011年 3 月11日
に東日本大震災がありました。東日本大震災は私たちにとっては大変大きなショックでもありましたし、また、そ
のことを通して、私たちの問題意識が変わってまいりました。今回の円卓会議で、地域社会の問題、とりわけ自治
会・町内会などをはじめとする地域的な小規模・中間集団の意味合いをあらためて問い直そうと考えたのも、ある
いはこの東日本大震災が私たちに対して与えた大きな衝撃の現れであったかもしれません。これらの問題につきま
しては、また改めてゆっくりと考えていきたいと思っております。いずれにいたしましても、この東日本大震災を
はじめとして、私たちは現在ではテロの問題や貧困問題などその他大変困難な問題を周辺に抱えておりますので、
これからも非力ではありますが、円卓会議を通して、現在、私たちが直面する問題、日本と世界が直面する問題に
ついて考えていきたいと思っております。
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　今回の円卓会議では、 3人の現職の市長さんにもお出でいただきました。特に土曜日、日曜日の市長さんという
のは非常に多忙だということをよく承知しておりますが、無理を申し上げてお願いし、ご出席いただきました。そ
れぞれの市長さん方、大変存在感があり、また中身の濃いお話もいただきまして、今回の円卓会議に大きな貢献を
していただきましたこと、感謝いたしております。
　来年度以降も、私たちもさまざまに工夫を凝らし、企画をさまざまに練り上げながら、来年度以降も続けていき
たいと考えております。最後となりますが、 2日間にわたりまして、さまざまなかたちでご参加いただきましたみ
なさまに、私ども運営委員会としましても深くお礼を申し上げます。

　どうも、ありがとうございました。
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2015年度　21世紀かながわ円卓会議
討議者・運営委員プロフィール

【討議者（五十音順）】

　　池田　豊彦  ㈱ぎょうせい出版企画部参事／「月刊ガバナンス」前編集長
　　小川　泰子  社会福祉法人いきいき福祉会専務理事
　　加藤　忠相  小規模多機能型居宅介護事業所おたがいさん／ＮＰＯ法人ココロまち　代表者
　　川北　秀人  ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表者
　　　　　　　　　　　　　※兼 2日目パネルディスカッション司会＆ダイアログ・ファシリテーター
　　國重　正雄  神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター所長
　　後藤　千恵  ＮＨＫ解説委員　兼　放送文化研究所副部長
　　藤井　佳世  横浜国立大学教育人間科学部准教授（教育哲学・教育人間学）
　　裵安（ぺい　あん） ＮＰＯ法人外国人すまいサポートセンター理事長
　　柳沢　盛仁  前日本都市センター研究員／八王子市多文化共生推進課主任

【21世紀かながわ円卓会議運営委員】

　　樺山　紘一  印刷博物館館長／東京大学名誉教授
　　高島　肇久  株式会社日本国際放送特別専門委員
　　黒田　玲子  東京理科大学総合研究機構教授／東京大学名誉教授

■討議者（五十音順）■

【池田豊彦（いけだ・とよひこ）】㈱ぎょうせい出版企画部参事／「月刊ガバナンス」前編集長

1956年生まれ。1979年、（株）ぎょうせい入社。地方自治関係雑誌・単行本の企画・編集等にあたる。96年、月刊
『税』編集長、99年、『地方分権』創刊（副編集長）。2001年、月刊『ガバナンス』創刊（編集長）。同社出版企画部
参事。やまなし大使、慶應義塾大学非常勤講師。そのほか、日本自治学会事務局を務めている。神奈川県では県内
唯一の村、清川村で村史編さん事業に参画している。

【小川泰子（おがわ・やすこ）】社会福祉法人いきいき福祉会専務理事／ラポールグループ総合施設長

証券会社、外資系企業勤務の後、89年、福祉クラブ生活協同組合理事に。92年、神奈川ワーカーズ・コレクティブ
連合会理事長。96年、生活クラブ生活協同組合副理事長、生活クラブ運動グループ福祉協議会会長。98年、社会福
祉法人・いきいき福祉会理事、特別養護老人ホーム・ラポール藤沢施設長。2003年、厚生労働省社会保障審議会介
護保険部会臨時委員。2011年、内閣官房「社会保障に関する集中検討会議」委員、厚生労働省医政局「医療・介護
サービス連携会議」委員等を務める。神奈川大学法学部非常勤講師・同大学プロジェクト研究所客員教授。主な著
書に『協同の時代』（共著）、『住民参加型の福祉活動』（共著）など。
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【加藤忠相（かとう・ただすけ）】小規模多機能型居宅介護事業所おたがいさん／ＮＰＯ法人ココロまち　代表者

株式会社あおいけあ代表取締役社長。神奈川県藤沢市で高齢者福祉サービスを実施している。お年寄りの管理・支
配をする介護の現状に愕然とし、現在の会社を開始する。お年寄りの力を使って地域へ拡げていくことをモットー
に、小規模多機能型居宅介護「おたがいさん」を展開。　その取り組みは、「第 1回かながわ福祉サービス大賞」と
して認められ、　地元を中心に同じ思想を持った仲間とともに取り組みが広がりつつある。
単に介護サービスを提供するだけでなく、利用者の高齢者が地域の活動に参加し、社会資源として活かされ、やり
がいや役割を持ち輝いて生きているところに、子どもたちが立ち寄り、利用者から味噌造りや大根を干したたくわ
んをつくることなど、文化の継承をするような多世代が交流できる次世代型の小規模多機能型居宅介護（サービス）
を広めていくためにＮＰＯココロまちの活動も展開している。

【川北秀人（かわきた・ひでと）】ＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表

1964年大阪生まれ。87年に京都大学卒業後、（株）リクルートに入社。国際採用・広報・営業支援などを担当し、9
1年に退職。その後、国際青年交流ＮＧＯ「オペレーション・ローリー・ジャパン」の代表や国会議員の政策担当秘
書などを務め、94年にＩＩＨＯＥ設立。ＮＰＯや社会責任・貢献志向の企業のマネジメント、市民・事業者・行政
などが総力を挙げて地域を守り抜く協働・総働の基盤づくり、企業のみならず、ＮＰＯや自治体における社会責任
（ＣＳＲ・ＮＳＲ・ＬＧＳＲ）への取り組み推進を支援している。
2006年に雲南市内の地域自主組織の講師を務めた際、小さな地域が住民にとって必要な機能を自ら着実に積み上げ
ていることを知り、「小規模多機能自治」と名付ける。その後、今年 2月の「小規模多機能自治推進ネットワーク会
議」設立にも尽力し、全国各地での講演活動を通して「小規模多機能自治」の普及・定着に取り組んでいる。

【國重正雄（くにしげ・まさお）】神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター所長

1956年山口県宇部市生まれ。80年横浜国立大学経済学部卒業後、神奈川県庁入庁。横浜国立大学大学院国際社会科
学研究科修了、博士（学術）。88年県から国際連合地域開発センターへ社会開発ユニットのassociate expertとして
研修派遣。2007年雇用産業人材課長、リーマン・ショック後の緊急雇用対策に携わる。10年知事室参事（政策補佐
官）。12年総務局副局長。13年保健福祉局副局長。15年放送大学神奈川学習センター面接授業「コミュニティ・デザ
インと政策」担当。

【後藤千恵（ごとう・ちえ）】ＮＨＫ解説委員兼ＮＨＫ放送文化研究所副部長

大分市出身。1988年早稲田大学政経学部政治学科卒業。同年ＮＨＫ入局。福岡放送局を経て1993年東京・社会部記
者。地方自治、労働問題、格差・貧困問題などを担当。ニュース取材・リポートのほか、ＮＨＫスペシャル、クロー
ズアップ現代などの番組制作に携わる。2003年厚生労働省キャップ。2006年解説委員。労働、福祉、社会保障、地
域社会に関わる問題等を担当。「時論公論」、「くらし☆解説」などの解説番組のほか、「福祉ネットワーク“地域か
らの提言”」、「大人ドリル“今こそ見直せ！地域の力”」などの番組に出演。2013年 6 月よりＮＨＫ放送文化研究所
　メディア研究部副部長兼務。小 5と小 2の男児の母。

【藤井佳世（ふじい・かよ）】横浜国立大学教育人間科学部准教授

兵庫県生まれ。専攻は教育哲学、教育人間学。1990年代に自然豊かな長野で学生時代を過ごすなか、80年代に生じ
た知的変容に大きな影響をうける。その後、コミュニケーションと人間形成を主な研究テーマとし研究生活に入
る。主な著者に『学校という対話空間』（共著、北大路書房）、『人間形成と承認』（共編著、北大路書房）など。訳
書に、ペーター・スローターダイク『方法としての演技』（共訳、論創社）、ガート・ビースタ『民主主義を学習す
る』（共訳、勁草書房）。
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【裵安（ぺい・あん）】ＮＰＯ法人外国人すまいサポートセンター理事長

東京都出身の在日コリアン 2世。1998年から外国籍県民かながわ会議第 1期委員、第 2期副委員長を務めた。上記
センターは、この会議の最終提言書に盛り込まれた外国籍県民の入居支援に関する提言を実践すべく設立された。
その他「外国人学校ネットワークかながわ」共同代表、困窮者自立支援団体「一般社団法人インクルージョンネッ
トかながわ」理事などを務め、ともに生きる地域、社会を目指し活動展開中である。

【柳沢盛仁（やなぎさわ・もりひと）】前日本都市センター研究員／八王子市多文化共生推進課主任

1975年、埼玉県生まれ。中央大学商学部経営学科卒業後、通信事業者など複数の職を経て、2004年10月、八王子市
入庁。産業振興部産業政策課、税務部税制課、教育委員会生涯学習スポーツ部国体推進室を経て、2013年 4 月、総
合政策部八王子市都市政策研究所へ異動すると同時に（公財）日本都市センターへ派遣される。日本都市センター
では、研究員として、地域コミュニティを主なテーマとして 2年間研究やドイツや英国の住民自治の動向について
の調査に携わる。2015年 4 月より、八王子市に帰任し、現在は市民活動推進部多文化共生推進課に勤務。八王子国
際協会などと連携し、外国人市民の生活サポート、国際理解教育の推進などを担当している。

■運営委員■

【樺山紘一（かばやま・こういち）】印刷博物館館長／東京大学名誉教授

1941年東京生まれ。専門は西洋中世史、西洋文化史。東京大学大学院修士課程修了後、京都大学助手、東京大学助
教授、同大学教授、国立西洋美術館長を歴任し、2005年10月より現職。著書に『ゴシック世界の思想像』『歴史のな
かのからだ』（岩波書店）、『カタロニアへの眼』（刀水書房）、『西洋学事始』（日本評論社）、『ヨーロッパの出現』（講
談社）、『歴史の歴史』（千倉書房）、共編著に『解はひとつではない』（慶應義塾大学出版会）ほか多数。

【高島肇久（たかしま・はつひさ）】株式会社日本国際放送特別専門委員

1940年生まれ。学習院大学政経学部卒業後、63年ＮＨＫ入局。ワシントン支局、ロンドン支局長、報道局国際部長、
「ＮＨＫニュース21」でのキャスター、報道局長、解説委員長などを経て退職。国連広報センター所長に就任し、日
本国内での国連のＰＲを担当。その後、外務報道官として、日本外交のスポークスマン役を務め、退官後も参与と
して広報面のアドバイザー役となる。2006年からは学習院大学法学部特別客員教授と国連大学学長特別顧問に就
任。2008年 9 月より2011年 5 月まで株式会社日本国際放送代表取締役社長を務める。

【黒田玲子（くろだ・れいこ）】東京理科大学研究推進機構総合研究院教授／東京大学名誉教授

仙台市出身。お茶の水女子大学理学部卒業。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。1975年から86年までロン
ドン大学キングス・カレッジおよび英国癌研究所にて研究・教育に従事。86年東京大学教養学部助教授、92年同教
授を経て、同大学大学院総合文化研究科教授。2012年 4 月より現職。専攻は、化学、分子・発生生物学、分光学。
ミクロ（分子）からマクロまで自然界に普遍的に現れるキラル（左右非対称）な形態に着目し、キラル認識、創生、
増幅、転写を固体化学で追求。分光装置を開発しタンパク質の凝集過程の研究に展開。さらに、巻貝の左右巻型決
定遺伝子と決定機構の解明に取り組んでいる。著書に『生命世界の非対称性』『科学を育む』（中公新書）など。20
08年国際科学会議（ＩＣＳＵ）副会長、2009年スウェーデン王立科学アカデミー外国人会員に選出される。
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■公益財団法人かながわ国際交流財団　理事長■

【高橋忠生（たかはし・ただお）】

1945生まれ。1968年、東京大学工学部産業機械工学科を卒業、日産自動車株式会社へ入社。1983年、メキシコ　レ
ルマ工場長、1996年、取締役第一技術部長、1999年、常務取締役、2002年、取締役副社長に就任し、グローバルレ
ベルでの生産部門を統括。2007年、副会長として渉外／知的資産管理を担当。2009年、副会長を退任。
2005年より一般社団法人　神奈川県経営者協会会長に就任（現在は名誉会長）。2011年より日本経団連フォーラム
のアドバイザーを務める。2011年より神奈川県の知恵袋会議委員に就任。2013年より神奈川県子ども・子育て会議
委員に就任。2015年 6 月より公益財団法人かながわ国際交流財団理事長に就任。その他、一般社団法人盲導犬総合
支援センター代表理事。
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「21世紀かながわ円卓会議」これまでのトータルテーマとプログラム
〈第 1～ 6次シリーズまでのトータルテーマとモデレーター〉

開催年度 トータルテーマ モデレーター

第 1次（ 3ヵ年）2000～02年度 グローバリゼーション
鈴木佑司（第 1回）
樺山紘一（第 2・ 3回）

第 2次（　〃　）2004～06年度 21世紀を構築する 樺山紘一

第 3次（ 2ヵ年）2008・09年度 新しい都市と地域 神野直彦

第 4次（　〃　）2010・11年度※ コミュニティが育む人間性 神野直彦

第 5次（　〃　）2012・13年度 地　域　力 神野直彦

第 6次（　〃　）2014・15年度 地域社会を活性化させる民主主義 神野直彦

第7次シリーズ（2016・17年度）では「神奈川のコミュニティとグローバリゼーション」をトータルテーマとして開催予定

※10年度は東日本大震災により開催中止

【第 1次】21世紀かながわ円卓会議（2000～02年度／全 3回）

開催時期 トータルテーマ　「グローバリゼーション」

2001年
2 月

「グローバリゼーションと新しい価値観」

趣旨説明　鈴木佑司（法政大学教授）
第 1セッション「グローバリゼーションに対応する新しい価値観と倫理観の創出」
　樺山紘一（東京大学教授）／鈴木佑司（法政大学教授）
第 2セッション「アジア的価値観の貢献は可能か」
　福原義春（かながわ学術研究交流財団理事長）／川勝平太（国際日本文化研究センター教授）
第 3セッション「文化の接触と変容から見た近代アジア」
　平野健一郎（早稲田大学教授）

2002年
2 月

「グローバリゼーションの進展と市民社会の役割」

趣旨説明　樺山紘一（国立西洋美術館長）
第 1セッション「アジアの状況をどう見るか」 小島朋之（慶應義塾大学教授）
第 2セッション「グローバリゼーションとイスラム社会」 片倉もとこ（中央大学教授）
第 3セッション「アメリカの世界観とアメリカ市民社会のゆくえ」 五十嵐武士（東京大学教授）
第 4セッション「21世紀と新しい市民社会の進展」 福原義春（かながわ学術研究交流財団理事長）
第 5セッション「グローバリゼーションとローカリゼーション再考」 鈴木佑司（法政大学教授）

2003年
3 月

「グローバリゼーションのゆくえと日本」

趣旨説明　樺山紘一（国立西洋美術館長）
第 1セッション「途上国の自立と調和的な世界経済システム」 原洋之介（東京大学教授）
第 2セッション「宗教とナショナリズム」 小杉　泰（京都大学大学院教授）
第 3セッション「グローバルガバナンス」 毛利勝彦（横浜市立大学助教授）
第 4セッション「地球社会の針路と日本」 福川伸次（株式会社電通顧問・地球産業文化研究所顧問）

⇒ アジアの中の日本、イスラム世界と他の文明地域との共存、国境を超える経済活動の進展などのテーマを中心に、
政治学、社会学、哲学、文化人類学など多様な分野の研究者や文化人が討議。
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【第 2次】21世紀かながわ円卓会議（04～06年度／全 3回）

開催時期 トータルテーマ　「21世紀を構築する」

2005年
3 月

「超大国のゆくえと日本の対応」

趣旨説明　樺山紘一（国立西洋美術館長）
基調講演「超大国の責任と限界－21世紀の世界のガバナンス」 明石康（元国連事務次長）
第 1セッション「アメリカの実像－世界戦略は変わるか」 五十嵐武士（東京大学教授）
第 2セッション「台頭する勢力Ⅰ－中国・インド」
 田島英一（慶應義塾大学助教授）／竹中千春（明治学院大学教授）
第 3セッション「台頭する勢力Ⅱ－ロシア・ＥＵ」
 袴田茂樹（青山学院大学教授）／羽場久浘子（法政大学教授）
第 4セッション「日本はいかに対応すべきか」
 船橋洋一（朝日新聞社編集委員）／福川伸次（株式会社電通顧問）

2006年
3 月

「世界を走る亀裂－グローバル化に何ができるか」

趣旨説明　樺山紘一（東京大学名誉教授・印刷博物館館長）
基調講演「世界を走る亀裂－不公平に世界はどう立ち向かうか／大学の役割」
 ハンス・ファン・ヒンケル（国際連合大学大学長）
セッション 1「世界の公正の現状」 藤原帰一（東京大学大学院教授）
セッション 2「環境保全か経済開発か－環境と貧困の悪循環をどう抜け出すか」
 諸富徹（京都大学大学院助教授）
セッション 3「民主主義と人権」 伊豫谷登士翁（一橋大学大学院教授）
セッション 4「教育・文化の断層を超えるために」 竹中千春（明治学院大学教授）
セッション 5「格差に向き合う思想」 福川伸次（機械産業記念事業財団会長）

2007年
3 月

「地球と地域との協働の道－社会関係資本を組み立てる」

趣旨説明　樺山紘一（東京大学名誉教授・印刷博物館館長）
基調講演　「文化の原動力」 大岡信（詩人、文化功労者、文化勲章受章者）
セッション 1　「文化は世界をつなぐ」 大原謙一郎（大原美術館理事長）
セッション 2　「グローバリズムの可能性と限界」 藤原帰一（東京大学大学院教授）
セッション 3　「グローバル化と地域の持続可能な発展の可能性」 諸富徹（京都大学大学院助教授）
セッション 4　「神奈川県の土地利用から見る21世紀社会」 小林重敬（横浜国立大学教授）

⇒ グローバリゼーションの潮流に着目しつつ、徐々にその光と影の両面について掘り下げるようになる。第 2 次シ
リーズを締めくくる2007年 3 月開催の円卓会議では、最後のセッションにて〈神奈川〉という地域の視点からの展
望を語る。
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【第 3次】21世紀かながわ円卓会議（08・09年度／全 2回）

開催時期 トータルテーマ　「新しい都市と地域」

2009年
3 月

「都市と地域の未来を拓く～まちづくり・ものづくり・ひとづくり～」

◆趣旨説明＆問題提起
　「人間性回復のための地域社会づくり」 神野直彦（東京大学大学院経済学研究科教授）

◆まちづくりセッション
　「環境と経済と社会の統合～サステイナブル・シティの挑戦～」
 岡部明子（千葉大学大学院工学研究科准教授）
◆ものづくりセッション
　「伝統を現代に生かす知恵産業の未来」 村山裕三（同志社大学大学院ビジネス研究科教授）

◆ひとづくりセッション
　「人のつながりを豊かにするアートイベント」
 北川フラム（アートフロントギャラリー代表取締役）

◆自治体からの提言セッション
　「地域を拓く『文化力』」 野呂昭彦（三重県知事）

◆自治体の現状と今後の展望セッション
　「地方都市が独自の文化を築くための 5つの鍵」 榛村純一（前掛川市長）
　「目に見えないものを目に見えるかたちにするまちづくり」 露木順一（開成町長）

2010年
3 月

「築かれる都市と地域の未来～人の絆・文化の絆を紡ぐ～」

◆問題提起
　「この国のあり方　この国のかたち」 野呂昭彦（三重県知事）

◆趣旨説明
　「人の絆・文化の絆が育む地域社会の未来」 神野直彦（関西学院大学大学院教授）

◆セッション 1「生活と絆」
　「町民の生活文化と志がかたちになるまちづくり」 寺谷誠一郎（鳥取県智頭町長）
　「自分たちのまちを自分たちでつくる“地域分権”へ」 倉田薫（大阪府池田市長）

◆セッション 2「地方分権の未来」
　「神奈川力を高め、新たな時代を創造する」 松沢成文（神奈川県知事）
　「文化力で築く“ふじのくに”」 川勝平太（静岡県知事）

◆セッション 3「産業と絆」
　「地域独自の生活様式が育む『創造の場』」 佐々木雅幸（大阪市立大学大学院教授）
　「都市経営の視点で創造都市戦略を展望する」 野田由美子（横浜市前副市長）

◆セッション 4「学びと絆」
　「いま、教育がなしうること」 広田照幸（日本大学文理学部教授）
　「ひとを育てるまち／まちを創るひと」 清原慶子（東京都三鷹市長）

⇒ グローバリゼーションの影の部分である、生活様式の画一化や地域の独自性・多様性が損なわれつつある地域社会
を念頭に置いて、今後、求められる「都市と地域」の役割についてディスカッション。

⇒ 第 3 次円卓会議から、運営委員会方式による企画検討を行っている。2016年度からの第 7次シリーズについては、
以下のメンバーで運営委員会を構成している。

〈21世紀かながわ円卓会議・運営委員会（2016年 3 月現在）〉
樺山　紘一　（印刷博物館館長／東京大学名誉教授）
高島　肇久　（株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構取締役会長）
黒田　玲子　（東京理科大学研究推進機構総合研究院教授／東京大学名誉教授）
林　　義亮　（神奈川新聞社取締役論説主幹）
小川　泰子　（社会福祉法人いきいき福祉会専務理事）
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【第 4次】21世紀かながわ円卓会議（10・11年度／全 2回）

開催時期 トータルテーマ　「コミュニティが育む人間性」

（2011年
3 月）

「ひとを育むまちをつくる～成熟社会かながわへ～」　※東日本大震災により開催中止

◆趣旨説明
　「人間を高める地域社会の創造」 神野直彦（東京大学名誉教授）

◆ダイアログ 奥山恵美子（仙台市長）／諸富　徹（京都大学大学院経済学研究科教授）

◆セッション 1「地域力で育む教育」
　竹原和泉（横浜市立東山田中学校コミュニティハウス館長）／佐藤晴雄（日本大学文理学部教授）

◆セッション 2「地域力で育む医療」
　沢田貴志（横浜・港町診療所所長）／色平哲郎（ＪＡ長野厚生連・佐久総合病院地域医療部医師）

◆セッション 3「地域力が育まれるコミュニティの姿」
　斉藤　保（港南台タウンカフェ代表）／西村幸夫（東京大学先端科学技術研究センター教授）

◆総括セッション　平井竜一（逗子市長）

2011年
11月

「新しいかながわを築く～コミュニティを支える医療・教育・文化～」

◆趣旨説明　神野直彦（東京大学名誉教授）

◆セッション 1「地域主権の医療～命の格差に向き合う地域医療～」
　講　　師：色平哲郎（ＪＡ長野厚生連・佐久総合病院地域医療部医師）
　冒頭発言：町田宗仁（厚生労働省　相双地域医療従事者確保支援センター）

◆セッション 2「学校と地域を結ぶ防災教育～地域から未来をつくる～」
　講　　師：佐藤晴雄（日本大学文理学部教授）
　冒頭発言：竹原和泉（横浜市立東山田中学校コミュニティハウス館長）
　　　　　　小澤光男（横須賀市消防局消防救急課長）

◆セッション 3「地域文化を育む～歴史・伝統を受け継ぐ～」
　講　　師：赤坂憲雄（学習院大学文学部教授／福島県立博物館長）
　冒頭発言：飯島重一（三浦市教育委員会生涯学習課主任）

◆セッション 4「新エネルギーの時代へ～東日本大震災後の社会の行方～」
　講　　師：黒岩祐治（神奈川県知事）
　講　　師：飯田哲也（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所所長）

◆総括セッション
　冒頭発言：落合克宏（平塚市長）

⇒ これまでの議論を引き継ぎ、地域社会のあるべき姿について、神奈川での取組みも参照しながら、コミュニティの
もつ多様な機能についてディスカッション。

⇒2011年 3 月開催予定であった第 4次シリーズ第 1回は、開催日 1週間前に発生した東日本大震災により中止。
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【第 5次】21世紀かながわ円卓会議（12・13年度／全 2回）

開催時期 トータルテーマ　「地域力（community capacity）」

2012年
12/15･16
（土・日）

「地域力を鍛える　～“分かち合い”で築くかながわの未来～」

◆趣旨説明　神野直彦（東京大学名誉教授）

◆基調講演「『みんなの家』に込められた思い」 伊東豊雄（建築家）

◆話題提供①「地域力を育む　“分かち合い”のかたち」（医療／福祉／環境）
 鷲尾公子（ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤・理事長） 　　　
 酒井太郎（「さかい内科・胃腸科クリニック」院長）

◆話題提供②「地域力をいかに養い、受け継いでいくか」（教育／文化／地域づくり・自治）
 池田雅之（ＮＰＯ法人鎌倉てらこや理事長）
 岡部友彦（コトラボ合同会社代表社員）　　

◆ダイアログ「私が理想とする地域の姿」「地域力をいかに養い、受け継いでいくか」
 ファシリテーター：森　高一（ＮＰＯ法人日本エコツーリズムセンター世話人）

◆対談「地域力を鍛えるための鍵は？」
 西村幸夫（東京大学副学長・教授）×伊東豊雄　司会：樺山紘一

2013年
11/ 9 ･10
（土・日）

「地域力をいかに育てるか　～“分かち合い”で築くかながわの未来Ⅱ～」

◆趣旨説明 神野直彦（東京大学名誉教授）

◆講演①「村民とともに歩む地域づくり～子ども・若者が元気な村に」 伊藤喜平（長野県下條村長）

◆講演②「新しい地域自治～地域の課題を地域で解決するために」 平井竜一（逗子市長）

◆基調講演
　「生きている共同体とは何か～関係を生み出す社会デザインを考える」 内山　節（哲学者）

◆話題提供①子ども：多様なかかわりによる子どもの育成
 奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの・理事長）

◆話題提供②高齢者：地域全体としてのケア―支える側／支えられる側からの脱却
 加藤忠相（小規模多機能型居宅介護事業所おたがいさん代表者）

◆ダイアログ「地域力を育てるビジョンづくり」
 ファシリテーター：世古一穂（ＮＰＯ研修・情報センター代表理事）

◆対談「地域力を育てる鍵は？」
 早野　透（桜美林大学教授）×高島肇久（日本国際放送特別専門委員）

⇒ 地域福祉や子育て・教育などさまざまな機能をもつコミュニティを育む活動主体に着目し、県内での事例も参考にし
ながら、多様な「コミュニティを担う主体」や「地域力」を育てるために求められるものについてディスカッション。
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【第 6次】21世紀かながわ円卓会議（14・15年度／全 2回）

開催時期 トータルテーマ　「地域社会を活性化させる民主主義」

2014年
9 /20･21
（土・日）

「多様性豊かな地域社会を自分たちで育てるには」

◆趣旨説明　神野直彦（東京大学名誉教授）

◆基調講演「対話で切り拓く地域の未来～リーダーシップのあり方は？」 嘉田由紀子（前滋賀知事）

◆事例報告①少子高齢化―高齢者を地域全体で見守る
 鈴木恵子（ボランティアグループすずの会・代表）

◆事例報告②こども・若者支援―世代間格差を超えて将来世代を育む
 江成卓史（ＮＰＯ法人子育ちの里　食と遊　副理事長／葉山にこにこ保育園）

◆事例報告③多文化共生―多国籍・多世代が住みやすい地域づくり
 三浦知人（社会福祉法人青丘社／川崎ふれあい館館長）

◆対談「次世代の担い手を育むために～政治家の視点・科学者の視点」
 平井竜一（逗子市長）×黒田玲子（東京大学名誉教授）

◆ダイアログ「対話から生まれる地域の未来～あなたが住みたい神奈川は？～」
 ファシリテーター：木村乃（ビズデザイン株式会社代表取締役）

2015年
11/14･15
（土・日）

「市民がともに学び、分かち合い、つくるまち～参加型の民主主義へ～」

◆趣旨説明　神野直彦（東京大学名誉教授）
◆基調講演　「民学産公の協働」と「参加型民主主義」～三鷹市の取組みから～
 清原慶子（東京都三鷹市長）
◆討議〈冒頭発言〉 林　義亮（神奈川新聞社取締役論説主幹）

民主主義的な自治への挑戦～自治体の取組から～
◆講演①　住民参加と行動の場づくり～身近な自治を活かす 速水雄一（島根県雲南市長）
◆講演②　多様な意見で紡ぐ計画づくり～幅広い世代の声を活かす 加藤憲一（小田原市長）
◆講演③　多文化共生を目指す提言づくり～マイノリティの声を活かす
 中村ノーマン（第 9期外国籍県民かながわ会議・委員長）
◆コメント 宮本太郎（中央大学法学部教授）

パネルディスカッション　自分たちのまちを自分たちでつくるために
◆都市内分権ショートレクチャー 名和田是彦（法政大学法学部教授）
◆ずしの新しい地域自治 細野　裕（逗子市市民協働部市民協働課専任主査）
◆新たな地域コミュニティ「まちぢから協議会」の取り組み
 廣瀬友徳（茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐）

◆ダイアログ「地域生活のプロとしての市民になろう！」
　ファシリテーター：川北秀人（IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表者）

⇒ 市民一人ひとりが抱く地域への想いをそれぞれ尊重しながら、豊かなコミュニティづくりを目指して、いかに多様
な声を掬い取ることができるのか、そして、それをどのように一つのかたちとして実らせていくことができるのか
について、自治体の制度も参考にしながらディスカッション。

－ 119 －

21世紀かながわ円卓会議

これまでのトータルテーマとプログラム



－ 120 －



社会の未来像を描く『21世紀かながわ円卓会議』

これまでの「21世紀かながわ円卓会議」報告書
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社会の未来像を描く『21世紀かながわ円卓会議』
グローバリゼーションの潮流の中で、独自性・多様性が損なわれつつある地域社会の今後のあるべき姿に
ついて、自治体首長、多分野にわたる研究者、ジャーナリスト、神奈川の実務家などが一堂に会して議論
を行い、葉山から未来の社会像を発信しています。

2014年度21世紀かながわ円卓会議　－第 6次シリーズ「地域社会を活性化させる民主主義」第 1回－

多様性豊かな地域社会を自分たちで育てるには　～地域社会を活性化させる民主主義～

◆趣旨説明◆　
　　神野直彦（東京大学名誉教授）

◆基調講演◆
対話で切り拓く地域の未来
～リーダーシップのあり方は？
　　嘉田由紀子（前滋賀県知事）

〈冒頭発言〉
対話・リーダーシップそして協働
～海水浴場の問題解決の例から見る
　　小田鈴子（逗子市副市長）

◆事例報告①◆
高齢者を地域全体で見守る
　　鈴木恵子（ボランティアグループすずの会代表）

◆事例報告②◆
世代間格差を超えて将来世代を育む
　　 江成卓史（葉山にこにこ保育園／
　　ＮＰＯ子育ちの里　食と遊び　副理事長）

◆事例報告③◆
多国籍・多世代が住みやすい地域づくり
　　 三浦知人（社会福祉法人青丘社／川崎市
　　ふれあい館館長）

◆対談◆
次世代の担い手を育むために
～政治家の視点・科学者の視点
　　平井竜一（逗子市長）
　　 黒田玲子（東京理科大学総合研究機構教授
　　／東京大学名誉教授）

《2015年 3月発行　Ａ4版／ソフト
カバー／56頁／定価400円（税込）》

◆趣旨説明◆
　　神野直彦（東京大学名誉教授）
◆基調講演◆
『みんなの家』に込められた思い
　　伊東豊雄（建築家）
◆話題提供①◆
市民同士の支え合いを
～自分らしく生きるために
　　 鷲尾公子（特定非営利活動法人
　　ぐるーぷ藤理事長）
◆話題提供②◆
銭湯コミュニティでつながる地域を
　　酒井太郎（鎌倉に震災銭湯をつくる会・共同代表）

◆話題提供③◆
家庭・学校・地域 3つの教育現場、 3世代をつ
なぎ、“復眼の教育”を
　　池田雅之（ＮＰＯ法人鎌倉てらこや理事長）
◆話題提供④◆
安宿を拠点として人の流れが生まれるまちに
　　岡部友彦（コトラボ合同会社代表）
◆対談◆地域力を鍛えるための鍵は？
　　伊東豊雄（建築家）
　　西村幸夫（東京大学副学長・同大学先端科学技
　　術研究センター教授）
　　司会　
　　樺山紘一（印刷博物館館長／21世紀
　　かながわ円卓会議運営委員）

《2013年11月発行　Ａ4版／ソフト
カバー／72頁／定価400円（税込）》

2012年度21世紀かながわ円卓会議　－第 5次シリーズ「地域力」第 1回－

地域力を鍛える　～“分かち合い”で築くかながわの未来～

2013年度21世紀かながわ円卓会議　－第 5次シリーズ「地域力」第 2回－

地域力をいかに育てるか　～“分かち合い”で築くかながわの未来Ⅱ～

◆趣旨説明◆
　　神野直彦（東京大学名誉教授）

◆講演①◆
村民とともに歩む地域づくり
～子ども・若者が元気な村に～
　　伊藤喜平（長野県下條村長）

◆講演②◆
新しい地域自治～地域の
課題を地域で解決するために～
　　平井竜一（逗子市長）

◆基調講演◆
生きている共同体とは伺か～関係
を生み出す社会デザインを考える～
　　内山　節（哲学者）〈冒頭発言〉山梨崇仁（葉山町長）
◆事例報告①◆
多様なかかわりによる子どもの育ち
　　奥山千鶴子（ＮＰＯ法人びーのびーの理事長）

◆事例報告②◆
地域全体を見据えた高齢者ケア
　　 加藤忠相（小規模多機能型居宅介護事業所おたがいさん経常者）
◆対談◆地域力を育てる鍵は？
　　早野　透（桜美林大学教授／元朝日新聞編集委員）
　　高島肇久（株式会社日本国際放送特別専門委員）

《2015年 3月発行　Ａ4版／ソフト
カバー／60頁／定価400円（税込）》
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2011年度21世紀かながわ円卓会議　－第 4次シリーズ「コミュニティが育む人間性」－

新しいかながわを築く　～コミュニティを支える医療・教育・文化～

2008年度21世紀かながわ円卓会議（第 3次シリーズ「新しい都市と地域」第 1回）

都市と地域の未来を拓く　～まちづくり・ものづくり・ひとづくり～

◆趣旨説明◆
　　モデレーター神野直彦（東京大学名誉教授）
◆セッション 1◆
地域主権の医療～命の格差に向き合う地域医療～
　　色平哲郎（ＪＡ厚生連・佐久総合病院　
　　地域医療部　地域ケア科医長／内科医）
　　町田宗仁（厚生労働省　相双地域医療
　　従事者確保支援センター）
◆セッション 2◆
こどもと地域を結ぶ教育～地域から未来をつくる～
　　佐藤晴雄（日本大学文理学部教育学科教授）
　　竹原和泉（横浜市立東山田中学校コミュニティハウス館長）
　　小澤光男（横須賀市消防局消防救急課長）

◆セッション 3◆
地域文化を育む～歴史・伝統を受け継ぐ～
　　赤坂憲雄（学習院大学文学部教授／福島
　　県立博物館館長）
　　飯島重一（三浦市教育委員会生涯学習課主任）
◆セッション 4◆
新エネルギーの時代へ
～東日本大震災後の社会の行方～
　　黒岩祐治（神奈川県知事）
　　飯田哲也（ＮＰＯ法人環境エネルギー
　　政策研究所所長）
◆総括セッション◆
　　落合克宏（平塚市長）

《2012年 3月発行　Ａ4版／ソフト
カバー／63頁／定価400円（税込）》

《2011年 3月発行 Ａ 4版／ソフト
カバー／75頁／定価400円（税込）》

◆趣旨説明＆問題提起◆
　　神野直彦（東京大学大学院経済学研究科教授）
◆まちづくりセッション◆
環境と経済と社会の統合～サステイナブルシティの挑戦
　　岡部明子（千葉大学大学院工学研究科准教授）
◆ものづくりセッション◆伝統を現代に生かす知恵産業の未来
　　村山裕三（同志社大学大学院ビジネス研究科教授）
◆ひとづくりセッション◆
人と人をつなぎ、人と土地をつなぐ「大地の芸術祭」
　　北川フラム（株式会社アートフロントギャラリー代表取締役）

　地域社会の荒廃が進んでいる。拡大す
る地域格差、グローバル化によりさらに
進む産業空洞化、拡大する自治体の財政
赤字…。その一方で、まがりなりにも地
方分権が進み、これまで以上に各地域の
自立が迫られていている。低成長時代の
新たな発展戦略をどのように描き、限ら
れた資源を何に投資すべきなのか。各地
の事例を紹介しながら、地域再生の方策
を具体的に描くためのヒントを示す。「2
1世紀かながわ円卓会議」第 2期（2005年
～2007年）の成果をもとに、「グローバリ
ゼーションと地域再生」の関係を考える。

《中央公論出版社　2010年 3月発行　四六判／ソフトカバー／304
頁／本体価格2,200円＋税》
※ ご購入はお近くの書店へ、または出版社へお問い合わせください。

　「グローバリゼーション」をテーマに2000
年度から2002年度までの 3 年間にわたって
開催した円卓会議の記録。アジアの中の日
本、イスラム世界と他の文明地域との共
存、国境を越える経済活動の進展などにつ
いて、政治学、社会学、哲学、文化人類学な
どの研究者と文化人が一同に会し、「解」を
求めるために重ねた白熱の討論。

《慶應義塾大学出版会　2004年 7月発行　Ａ5判
／ソフトカバー／368頁／本体価格2,800円＋税》
※ご購入はお近くの書店へ、または出版社
へお問い合わせください。

◆自治体からの提言セッション◆地域を拓く「文化力」
　　野呂昭彦（三重県知事）
◆自治体の現状とこれからの展望セッション◆
地方都市が独自の文化を築くための 5つの鍵
　　榛村純一（前掛川市長／静岡県森林組合連合会会長）
目に見えないものを目にみえるかたちにするまちづくり
　　露木順一（開成町長／内閣府地方分権改革推進委員）

《2010年 2月発行　Ａ4版／ソフトカバー／48頁／定価300円（税込）》

2009年度21世紀かながわ円卓会議　－第 3次シリーズ「新しい都市と地域」第 2回－

築かれる都市と地域の未来　～人の絆・文化の絆を紡ぐ～

地域再生の新戦略　　　　 　諸富　徹 解はひとつではない
－グローバリゼーションを超えて
 福原　義春・樺山　紘一（編）

◆趣旨説明◆
　　神野直彦（関西学院大学大学院教授）
◆セッション 1「生活と絆」◆
　　寺谷誠一郎（鳥取県智頭町長）
　　倉田　薫（大阪府池田市長）
◆セッション 2「地方分権の未来」◆
　　松沢成文（神奈川県知事）
　　川勝平太（静岡県知事）

◆セッション 3「産業と絆」◆
　　佐々木雅幸（大阪市立大学大学院教授）
　　野田由美子（横浜市前副市長）
◆セッション 4「学びと絆」◆
　　広田照幸（日本大学文理学部教授）
　　清原慶子（東京都三鷹市長）
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社会の未来像を描く『２１世紀かながわ円卓会議』

これまでの「２１世紀かながわ円卓会議」報告書　　　　　　　



　

2015年度  「21世紀かながわ円卓会議」報告書

市民がともに学び、分かち合い、つくるまち
～参加型の民主主義へ～

2016年 3 月27日　発行

企画・編集　公益財団法人かながわ国際交流財団　湘南国際村学術研究センター（担当　清水紀人）

http://www.kifjp.org/shonan

〒240‒0198

神奈川県葉山町上山口1560‒39　湘南国際村センター内

電話　046‒855‒1821　ファックス　046‒858‒1210　メール　shonan@kifjp.org

本書の全部または一部の複写・複製等を禁じます。これらの許諾については当財団までご照会ください。

Ⓒ 2016 KIF





2015年度21世紀かながわ円卓会議

市民がともに学び、
分かち合い、つくるまち
市民がともに学び、
分かち合い、つくるまち

～参加型の民主主義へ～～参加型の民主主義へ～

公益財団法人かながわ国際交流財団　湘南国際村学術研究センター

みなさんの言葉から〜本文中より抜粋

開会挨拶　高橋忠生　公益財団法人かながわ国際交流財団理事長

趣旨説明　市民がともに学び、分かち合い、つくるまち〜参加型の民主主義へ〜

　　　　　モデレーター　神野直彦　東京大学名誉教授

基調講演　「民学産公の協働」と「参加型民主主義」〜三鷹市の取組みから〜

　　　　　清原慶子　東京都三鷹市長

基調講演／討議〈冒頭発言〉　林　義亮　神奈川新聞社取締役論説主幹

前日の振返り　モデレーター　神野直彦

民主主義的な自治への挑戦〜自治体の取組から〜

講演①　住民参加と行動の場づくり〜身近な自治を活かす

　　　　　速水雄一　島根県雲南市長

講演②　多様な意見で紡ぐ計画づくり〜幅広い世代の声を活かす

　　　　　加藤憲一　小田原市長

講演③　多文化共生を目指す提言づくり〜マイノリティの声を活かす

　　　　　中村ノーマン　第 ９期外国籍県民かながわ会議・委員長

　　ＫＩＦ（かながわ国際交流財団）報告　外国人市民の参画制度の設置状況調査・概要

コメント　宮本太郎　中央大学法学部教授

パネルディスカッション　自分たちのまちを自分たちでつくるために

運営委員コメント　高島肇久　２１世紀かながわ円卓会議運営委員／株式会社日本国際放送特別専門委員

都市内分権ショートレクチャー〜コミュニティを参加型民主主義の視点から考える〜

　　　　　名和田是彦　法政大学法学部教授

　　ＫＩＦ調査／参考資料　自治体における協議会型住民自治組織の現状調査報告書より

ずしの新しい地域自治

　　　　　細野　裕　逗子市市民協働部市民協働課専任主査〈協働のまちづくり推進担当〉

新たな地域コミュニティ「まちぢから協議会」の取り組み

　　　　　廣瀬友徳　茅ヶ崎市総務部市民自治推進課課長補佐

総　括　モデレーター　神野直彦

閉会挨拶　樺山紘一　２１世紀かながわ円卓会議運営委員／印刷博物館館長
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